




休眠預金活用事業 事業計画書 【2024年度通常枠】 ※採択された後の資金提供契約書別紙１の対象は、事業計画書の冒頭から「Ⅱ．事業概要」までとします。

基本情報

優先的に解決すべき社会の諸課題

○ (1) 子ども及び若者の支援に係る活動
－ ① 経済的困窮など、家庭内に課題を抱える子どもの支援
○ ② 日常生活や成長に困難を抱える子どもと若者の育成支援
○ ③ 社会課題の解決を担う若者の能力開発支援
－ ⑨ その他

○ (2)日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
○ ④ 働くことが困難な人への支援
○ ⑤ 孤独・孤立や社会的差別の解消に向けた支援
－ ⑥女性の経済的自立への支援
－ ⑨ その他

○ (3)地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
○ ⑦ 地域の働く場づくりや地域活性化などの課題解決に向けた取組の支援
－ ⑧ 安心・安全に暮らせるコミュニティづくりへの支援
－ ⑨ その他

申請団体 資金分配団体
資金分配団体 事業名（主） 飛騨と信州をつなぐ若者の社会参加支援事業                                                                                                                                                                                

事業名（副） 飛騨と信州の地域資源を活用し若者それぞれの在り方で社会に参加できる仕組みを創出する
団体名

事業の種類1 ①草の根活動支援事業
中部山岳地域ソーシャルコンソーシアム コンソーシアムの有無 あり

事業の種類4

領域／分野

その他の解決すべき社会の課題

事業の種類2 ①ｰ2地域ブロック
事業の種類3 東海ブロック（愛知、静岡、岐阜、三重、長野）

必須

任意

申請時入力不要



佐久間 玲子
02_オリジナルアイディア



Ⅰ.団体の社会的役割
(1)団体の目的 192/200字

(2)団体の概要・活動・業務 198/200字

Ⅱ.事業概要

(終了)

事業概要

588/600字

飛騨と信州の地域は距離的に近接しており、古くからの繋がりや同じ地方中山間地として共通の社会課題を有している。本コンソーシアムは、一般財団法人ひだ財団と公益財団法人長野県みら
い基金が連携し、両地域の持続的発展を図るため、特に「若者の社会復帰・活躍推進」に焦点を当て、資金提供や伴走支援を通じて、地元に根ざした活力ある社会を築くことを目指す。そして
共助と持続可能な仕組みの構築に取り組む。

構成団体
【一般財団法人ひだ財団】
地域にはじめて生まれた財団であり、民間事業者や行政の多大な応援を頂きながら地域内での対話（継続的なタウンミーティングなどの実施）を重視した活動を展開している。
【公益財団法人長野県みらい基金】
公益活動を支援する寄付募集サイトを県と協働で2012年より運営。地域の新しい資金循環を生み出し、資金仲介としてこれまでに約6億7千万円を県内の公益活動に分配している。

国外活動の有無 － 資金提供契約締結日 採択後の契約時に用いる欄です

最終受益者 【飛騨・信州】
・飛騨および信州の社会参画機会に繋がることのできなかった15〜39歳頃
の若者
【全国への波及効果】
・名古屋・東京を中心に、全国の社会参画機会に繋がることのできなかった
15〜39歳頃の若者
・全国の中山間エリアで若者支援を行う支援団体

(人数) 【飛騨・信州】
飛騨エリア：約500人
信州エリア：約1,500人
合計：約2,000人
【全国】
76万人

この地域だからできる『若者の社会復帰・活躍推進』という課題にフォーカスし、地域で不登校や引きこもり等の状態にある若者たちに居場所を提供してきた団体
や複雑な家庭状況にある若者たちを支援してきた団体とともに地域資源を活用しながら若者たちの社会参画へ向けた第1歩をつくっていく。この地域だからこそ実
現できる若者の社会参画の姿として、中部山岳地帯で守ってきた豊かな森林・山岳観光資源や多様な歴史・文化を活かした、様々な体験の中でのチャレンジ経験や
自然・文化と共存した暮らしの知恵に触れる機会の提供、地域イベントの運営・企画を支援する機会の提供、エコツーリズムや森林資源を活用した地元産業への就
労機会の提供を実施していく。社会参加の難しい若者の誰もが地域で自らの意思により社会参加可能な状況を実現したいと考える。それに資する事業への資金的支
援と事業確立のための基盤強化も含めた伴走支援を行う。
両地域は生産年齢人口の割合が低く、UIJターンの促進は当然ながら、地域の若者の社会参加・定着が殊更重要であるため、地域内の若者の社会復帰・活躍推進と
いうアプローチにより当該課題に取り組みたい。
なお、本支援の肝は繊細な若者を支援する経験・知識を有す人材雇用であり一定の人件費が必要となることから、実行団体毎に必要な補助額を当該人件費分も考
慮して設定した結果、1億円の目安を超えることとなった。

本事業における、不動産（土地・建物）購入の有無
※助成金で土地の購入はできません。建物の購入（建物新
築含む）は原則できません。自己資金等で購入する場合は
認められます。詳しくは公募要領をご確認ください。

なし

直接的対象グループ ○実行団体
・生きづらさを抱えた若者のセーフティネットの役割を担う団体
・自然環境の活用や付加価値を創出する中で地域課題の解決に取り組む団体
・若者の就労を支援する団体
・自然・観光資源といった地域資源を活用した産業団体

○実行団体が支援する15〜39歳頃の社会参画機会に繋がることのできな
かった若者、およびその家族

(人数) 実行団体：6～8団体
実行団体が支援する若者：300～400人（1団体当たり約50人）
実行団体が支援する若者の家族：450～600人（若者1人に対して家族
1.5人として算出）

実施時期

(開始) 2025/3/1 2028/3/31 対象地域

岐阜県高山市、飛騨市、
下呂市、白川村および長
野県松本市、大町市等の
北アルプス山麓を中心と
した信州エリア





(2)-1 短期アウトカム（資金支援）※資金分配団体100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態
A．生きづらさを抱えた若者自身の変化・成長
１．若者が自然を活用した遊び体験の中で挑戦したり、
地域イベントや山岳観光プログラムの企画に関わること
で地域での役割や出番を得て、自信を回復している。

①自己肯定感の程度
②将来に関する意識の程度

①事業開始時を初期状態とする
②事業開始時を初期状態とする

①支援対象者の若者全員が自己への評価・受容が高まっている状態。
②支援対象者の若者全員が、自分の将来への意欲・希望が高まっている状態。

モニタリング

B．生きづらさを抱えた若者と社会のつながりが増える
１．若者が様々な関係性を築き、観光・森林資源を活用
した事業への就労等都市部への就労以外の社会参画の選
択肢も認識し、次の一歩を選べる環境が整っている。

①地域内で得た役割の増加
②プログラム参加において若者に起こった最も
重要な変化※MSC

①事業開始時を初期状態とする
②事業開始時を初期状態とする

①複数の役割が継続的に得られている。
②支援対象者の若者全員が自分の生き方を主体的に考え始めることが出来ている状態。

A．生きづらさを抱えた若者自身の変化・成長
２．若者たちが地域イベントや子どもの自然体験支援等
で活躍の機会を得て、スキルや自信の回復・地域のつな
がりが増えることで、若者の家族の安心感が増加してい
る。

①家族との関係性の向上
②家族の安心感の増加

①事業開始時を初期状態とする
②事業開始時を初期状態とする

プログラムに参加した若者の家族が、プログラム参加前後で若者の①家族の関係性が向上し、②安心感が増加して
いる状態。

B．生きづらさを抱えた若者と社会のつながりが増える
２．実行団体の事業実施体制に困難さを抱えた若者に寄
り添いながら支援する人材が配置され、支援対象者であ
る若者にとって安心できる居場所が提供出来ている。

実行団体スタッフや団体等への信頼の程度 事業開始時を初期状態とする プログラムに参加した若者たちの、実行団体スタッフや団体等への信頼の程度が初期状態を維持、または向上して
いる状態。



(2)-2 短期アウトカム（非資金的支援）※資金分配団100字 指標 100字 初期値/初期状態 100字 中間評価時の値/状態 事後評価時の値/状態モニタリング
A．生きづらさを抱えた若者の社会参画を支える地域資
源のネットワークができている
１．スキマ研究会やカンファレンスによって実行団体が
取り組む地域課題の深化が進み、地域資源の発掘や相互
活用が実現する。

①見える化された若者の社会参画に関する課題
とその背景の数
②実行団体の事業で活用された地域資源の数と
活用度合い

①実行団体の申請書に記載され
ている課題を初期値とする
②０件

①スキマ研究会やソーシャルカンファレンスを通じて多様な視点から若者の社会参画の課題を捉え、その背景やア
プローチすべきポイントが明確になっている状態。
②実行団体が他団体が持つ地域資源を把握し、地域を超えていつでも連携できる状態になっている。

B．実行団体の組織基盤が強化され、持続可能な事業運
営ができるようになっている
１．持続可能な運営のため、支援者を増やせるような広
報の強化を行うとともに、資金調達戦略を構築する。

①広報発信の継続度合い
②資金調達の取り組み度合い

①事業開始時を初期状態とする
②事業開始時を初期状態とする

②若者たちのプログラム参加による変化・アウトカムを中心に、休眠預金や寄付等の財源がどのように活用されて
いるかを広く周知する体制が整備されている
③資金調達の実施体制や実施時期などについて検討され、通常業務と並行しながらも持続的に実施できる資金調達
への取り組みが行われている状態

A．生きづらさを抱えた若者の社会参画を支える地域資
源のネットワークができている
２．県域を越えた実行団体同士の学び合いにより、知識
やノウハウが共有され、事業改善や人材育成につながっ
ている。

①学び合いにより得られた知見を用いた事業の
改善度合い
②ノウハウ蓄積の仕組みと人材の育成度合い

①事業開始時を初期状態とする
②事業開始時を初期状態とする

①県域を越えた実行団体それぞれの実践を共有し、成功・失敗の要因を深掘りする中で得られたヒントを活用し
て、実行団体の取り組みの改善が継続的に行われた状態。
②学び合いの機会づくりにより実行団体のネットワーキング化が進み、実践から得られた知識やノウハウが蓄積さ
れ、実行団体それぞれの人材が育っている状態。

B．実行団体の組織基盤が強化され、持続可能な事業運
営ができるようになっている
２．事業の継続性・安心して支援できる組織体制構築
や、若者の権利保障のためのガバナンス・コンプライア
ンスが整備される。

①専門家を巻き込んだ組織体制の整備度合い
②若者の権利保障に対する理解度と、ガバナン
ス・コンプライアンスの整備と組織規範の醸成

①事業開始時を初期状態とする
②事業開始時を初期状態とする

①困難を抱えた若者への福祉的医療的支援を行う専門家を巻き込んだ組織体制が整備されている。
②ガバナンスやコンプライアンスに関する規程類の整備に加え、若者の権利について実行団体内で定期的にコミュ
ニケーションが行われている状態。



(3)-1 活動：資金支援 ※資金分配団体入力項目 時期
【事業活動0年目】
・実行団体公募のための説明会・個別相談への参加。事業計画策定。規程類の整備。申請。 2025年4月～5月

【事業活動1年目】
・支援対象者や協力者等の関係者のニーズ分析 2025年6月～12月 ※事前評価の提出は契約締結から6か月以内
・事業設計図のセオリー分析、アウトカム指標の見直しやアウトプット指標の設定も含めた事業計画等の改善 2025年6月～12月

・審査会 オンラインによるプレゼンテーション 2025年5月～6月
・採択団体オリエンテーションへの参加。資金提供契約の締結。 2025年6月

・事業実施状況の分析 2026年9月～2026年10月、2027年3月～2027年4月
・得られた知見・ノウハウの集約 2026年9月～2026年10月、2027年3月～2027年4月
・アウトカムの達成度のモニタリング 2026年9月～2026年10月、2027年3月～2027年4月

・従事に向けたプログラムの構築 / 体制整備（人材確保）/ 参加対象者集め 2025年6月～12月

【事業活動2年目】

・ふりかえり集合研修への参加、事後評価スタート 2027年10月～12月
・プログラムによる成果・インパクトの評価を受けてのプログラムの体系化 2027年10月～2028年2月
・地元住民のみならず、飛騨・信州の関係人口も応援者として巻き込み、地域内外からの応援によって事業を継続していくための資金獲得戦略の構築と実践。 2027年10月～2028年2月

・今後の事業の改善ポイントの検討 2026年9月～2026年10月、2027年3月～2027年4月

【事業活動3年目】

事業活動1～３年目：年度毎進捗報告（中間・最終）
・プログラムの実装に向けた検証 中間：9～10月 最終：3～4月※最終年度のみ3～4月⇒2～3月
・ソーシャルカンファレンスへの参加（飛騨、信州、都市部など）蓄積してきたノウハウを全国へ発信し、都市部で社会参画の機会につながることが難しい若者たちへのリーチを試みる。 毎年：11月、4月、※最終年度のみ4月⇒3月

・実行団体がアプローチした若者たちが様々な社会資源とつながり続けるためのサポート体制構築。 2027年10月～2028年2月
・居場所づくりを行う団体と社会参画の機会をつくりだす協力者、必要に応じて若者たちの困難さに介入する専門的視点を持った人材が定期的にコミュニケーションを取り、いつでも連
携できる仕組みの構築

2027年10月～2028年2月

事業活動１～３年目：プログラムの実施
短期アウトカム（資金支援） A_１
・生きづらさを抱えた若者一人ひとりの課題を把握できるようなコミュニケーションに取り組む 通年

・各進捗報告書の作成、公表 毎年：11月、4月、※最終年度のみ4月⇒3月
・改善されたプログラムの再構築／体制整備／参加者の掘り起こし 毎年：11月、4月、※最終年度のみ4月⇒3月

・若者及びその家族に届く事業の開催案内や結果の広報 半期に一度
・若者のみではなく、家族に対してや若者と家族におけるきめ細かいコミュニケーションの場を創出する 1月に一度
短期アウトカム（資金支援） B_1

・生きづらさを抱えた若者一人ひとりを課題に寄りそい社会に入り込むハードルが下がるようようなケア 通年
・生きづらさを抱えた若者自身の変化・成長を促す寄り添い方の検討・実証・検証 通年
短期アウトカム（資金支援） A_2

・生きづらさを抱えた若者同士、地域コミュニティ、地域の自然や観光といった資源を活用した事業者、の交流が生まれる仕組みづくりやイベントの開催。 隔月
短期アウトカム（資金支援） B_2
・専門の支援人材の雇用、育成 2025年10月～



・公募要項作成、公募開始、公募説明会の開催 2025年3～4月
・事前相談、コンテンツの提供（事業のブラッシュアップ、ビジョン等の明確化、マッチング支援） 2025年3～5月
・POによる応募団体への審査前ヒアリングの実施、審査補足資料としてレポートの作成 2025年3～5月

(3)-2 活動：組織基盤強化・環境整備：非資金的支援 時期
【事業活動0年目】市民・団体向けの周知・交流イベントを企画し実行団体発掘と協力団体との出会いを促進
・市民・団体が主体的に参加し議論できるイベントの実施（事業のキックオフ、スキマの提起、社会変革の必要性の訴求、マッチング支援） 2025年3～5月

【事業活動１～３年目】プログラムへの伴走支援
・専門家紹介、事例紹介、多様な原資の獲得支援、活動広報支援など 通年
・地域、業界団体を対象としたノウハウ・成果共有会の開催支援と各種調整 通年

・審査会（外部審査員による審査で事業の透明性の担保） 2025年5月
・採択団体オリエンテーション～契約 2025年6月
・不採択団体との個別面談の実施（フィードバックの提供、今後の実行団体との連携可能性の検討） 2025年6～7月

・定期的な実行団体ヒアリング、事業改善に向けたディスカッション 毎年：11月、4月、※最終年度のみ4月⇒3月
【活動支援1年目】
・事前評価に関する合同研修の開催 2025年6～7月

・生きづらさを抱えた若者の交流が生まれる場づくりやイベントの開催支援 通年
・生きづらさを抱えた若者が社会参画できる仕組みの構築支援 通年
・プログラムオフィサーによる成果・インパクトのモニタリングとプログラムの改善に向けた支援 毎年：11月、4月、※最終年度のみ4月⇒3月

・生きづらさを抱えた若者の社会参画に関する実態調査支援 2025年6～8月
・事業行程の棚卸、生きづらさを抱えた若者が社会参加できる環境の検討支援 2025年8～10月
・プログラムの詳細設計支援 2025年8～10月

・事前評価における実行団体ヒアリングと事業設計に関するディスカッション 2025年6～7月
・若者の社会参画を支援する団体とのコミュニケーション。 2025年6～10月
・必要な情報・人材とのマッチング調整・支援。 通年

・中間評価に関する合同研修の開催 2026年10月
【事業活動3年目】
・振り返りに向けて及びその後の実行団体同士の学び合いの場を提供 2027年8～11月

・従事に向けたプログラムの構築 ・参加対象者集め支援 2025年9～12月
【事業活動2年目】
・実行団体同士の学び合いの場の提供 通年

・事業継続のための出口戦略の構築と実践に向けた支援。 2027年10月～2028年3月
・地元住民のみならず、飛騨・信州の関係人口も応援者として巻き込み、地域内外からの応援によって事業を継続していくための資金獲得戦略の構築と実践に向けた支援 2027年10月～2028年3月
・実行団体がアプローチした若者たちが様々な社会資源とつながり続けるためのサポート体制を構築するため、必要な協力者を明確にする。実行団体とともに若者の社会参画が継続するた
めの応援体制整備に取り組む。

2027年10月～2028年3月

・実行団体への振り返り研修提供 2027年10月
・プログラムによる成果・インパクトの評価を受けてのプログラムの体系化支援 2027年10月～2028年3月
・助成事業終了後の事業・団体の継続に向けた継続的な支援 2027年10月～2028年3月

・研究会参加者と実行団体のネットワーク構築 通年
・事業団体、地域の巻き込み 通年
・活用できそうな地域資源の棚卸し 通年

・体系化したプログラムを様々な情報媒体で利用できるよう整理し発信を支援 2028年1月～2028年3月
短期アウトカム（非資金的支援） A_1.2 【事業活動１～３年目継続実施】「若者の社会参画」に関するスキマ研究会、ソーシャルカンファレンス、事前評価報告会を飛騨・信州合同で開
・先行事例による話題提供、事例研究、飛騨・信州の若者社会参画に関する課題の検討・深堀、先行事例の当事者等を講師に招き講演会、実行団体の事業報告、実行団体同士のパネルディ
スカッション、実行団体と参加者、協力者の交流等の実施

スキマ研究会 年2回
ソーシャルカンファレンス・事業評価報告会 年2回

・組織の規程類、ガバナンス・コンプライアンス体制の整備支援及びその情報公開支援 2025年度
・担当POによる月次面談、事業の進捗確認、月次清算確認 毎月
・研修、専門家紹介、事例紹介、多様な原資の獲得支援、活動広報支援など 通年

・若者たちが様々な社会資源とつながり続けるためのサポート体制構築 通年
・実行団体・地域自治組織・行政・民間関係団体等を交えて解決策を検討する 通年
短期アウトカム（非資金的支援） B_1.2 【事業活動1～3年目継続実施】実行団体への伴走支援

・地域、業界団体を対象としたノウハウ・成果共有会の開催支援と各種調整 通年
・担当POの学び合い（月1回の運営会議による進捗確認・課題共有・解決策検討） 毎月





Ⅶ.関連する主な実績
(1)助成事業の実績と成果 269/800字

(2)申請事業に関連する調査研究、連携、マッチング、伴走支援の実績、事業事例等 721/800字

【飛騨】※令和6年10月末時点
・設立記念助成プログラム：2団体 / 200千円
・高山市 若者活動支援事業：11団体 / 2,112千円
・高山市 市民活動事業：7団体 / 780千円
・高山市 市民活動団体設立事業：1団体/20千円
・飛騨市 市制20周年記念事業：41団体 / 21,062千円

【長野】2013年～2023年3月末の累計
・自主事業助成事業：860団体 / 180,871千円（事業指定助成、冠基金助成、団体指定助成、地域指定助成、マンスリー寄付、遺贈寄付）
・休眠預金活用事業：77団体 / 728,748千円

【飛騨】
・地域の社会課題を可視化した「スキマ白書」の発行（2022年12月）
・地域のスキマを掘り下げ、キーパーソンと出会う「スキマ研究会」の開催：26回開催・794名参加
・市民・団体の交流の場となるソーシャルカンファレンスの開催：第1回 2023年10月28日に開催・45名参加
・行政連携

＞高山市と連携協定の締結（2024年3月28日）：市から財団へ人材派遣・複数の助成事業（数百万円規模）の委託
＞飛騨市との連携：2,000万円規模の助成事業の委託

・設立記念助成プログラム：2団体への助成と伴走
・令和6年 能登半島地震に対するクラウドファンディングの実施：寄付者 224名、総寄付額 3,256,000円

【長野】
・自主事業：寄付募集助成事業（事業指定助成、団体指定助成、地域指定助成、マンスリー寄付、遺贈寄付）
・受託事業：子ども第３の居場所事業、リビングラボ、沖縄交流事業
・休眠預金活用事業：

＞地域支援と地域資源連携事業（2019年度通常枠）
＞コロナに負けない・越える信州緊急助成事業（2020年度緊急支援枠）
＞甲信地域支援と地域資源連携事業（2020年度通常枠）
＞誰もが活躍できる信州「働き」「学び」「暮らし」づくり事業（2021年度通常枠）
＞災害時の多様なフェーズ・階層・対象への地域連携モデル創出事業（2022年度通常枠）
＞アウトリーチを主体とした多様な課題を抱えた家庭・個人への支援事業（2022年度緊急支援枠）
＞地域社会の変革を生み出すビジネス創生事業（2023年度通常枠）
＞アウトリーチを主体とした多様な課題を抱えた家庭・個人への支援事業（2023年度緊急支援枠）





 

資金計画書 バージョン
（契約締結・更新回数）

1

資金分配団体
2025/03/01 2028/03/31

事業名
団体名
事業名
団体名

プログラムオフィサー関連経費
評価関連経費

合計

申請団体
事業期間

資金分配団体

実行団体

事業費

資金分配団体用

実行団体への助成

実行団体用

管理的経費

178,349,653

飛騨と信州をつなぐ若者の社会参加支援事業 
中部山岳地帯ソーシャルコンソーシアム

12,800,000

助成金

139,734,653

120,000,000
19,734,653

6,800,000
6,000,000

25,815,000

～



 

資金計画書資料　①助成概要

1. 事業費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

1,089,813 46,818,280 45,918,280 45,908,280 139,734,653
0 40,000,000 40,000,000 40,000,000 120,000,000

1,089,813 6,818,280 5,918,280 5,908,280 19,734,653

2. プログラム・オフィサー関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

1,824,000 7,997,000 7,997,000 7,997,000 25,815,000
404,000 4,848,000 4,848,000 4,848,000 14,948,000

1,420,000 3,149,000 3,149,000 3,149,000 10,867,000

3. 評価関連経費 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

0 3,300,000 4,400,000 5,100,000 12,800,000
0 1,300,000 2,400,000 3,100,000 6,800,000
0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

4. 合計 [円]
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 合計

2,913,813 58,115,280 58,315,280 59,005,280 178,349,653

実行団体への助成
－

事業費 (A)

評価関連経費 (C)
資金分配団体用

助成金計(A+B+C)

その他経費

管理的経費

プログラム・オフィサー関連経費 (B)

実行団体用

プログラム・オフィサー人件費等



 

資金計画書資料　②自己資金・民間資金

(1)事業費の補助率

助成期間合計 99.3% FALSE

【参考】年度別の助成金による補助率(A/(A+D))
2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

補助率 100% 100% 100% 98%
0 0 0 1,000,000

(2)自己資金・民間資金からの支出予定
自己資金・民間資金からの支出予定について、調達予定額、調達方法、調達確度等を記載してください。

年度 予定額[円] 調達方法 調達確度
2027年度 1,000,000 自己資金 D:計画段階

特例申請対象

特例申請について
事業費のうち自己資金・民間資金による負担を20%未満とすることを申請する場合は「自己資金に関する申請書」に理由等を明示してください。
特例申請が認められた場合でも、複数年度の事業では、最終年度の補助率は 80％以下とします。

自己資金・民間資金
合計 (D)

1,000,000

説明（調達元、使途等）

助成金による補助率
(A/(A+D))



‭コンソーシアムの実施体制表‬

‭１．コンソーシアムを組成する目的‬

‭助成事業や民間公益活動を支援するコミュニティ財団としてリソース面、実績等が‬

‭豊富な団体（公益財団法人長野県みらい基金）が構成団体として支援に入ること‬

‭で、設立2年目である当財団の中間支援組織としての成長を促すと共に遂行能力を担‬

‭保する。また、2つの財団が隣接した地域を拠点としており共通する地域性・課題を‬

‭持っていることから、実行団体への中間支援に関する、ノウハウや成功・失敗体験‬

‭等知見の共有化を行うことで、プロジェクトの質を高めていく。また、2地域の連携‬

‭を分析・モデル化していくことで、他地域の参考になるような事業を創り上げてい‬

‭く。‬

‭２．コンソーシアムの体制図‬



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

事務局体制の備考
有給従業員：外部委託（NPO法人まちづくりスポット）
無休従業員：高山市役所派遣職員

非常勤職員・従業員数［人］ 0
有給［人］ 0
無給［人］ 0

職員・従業員数［人］ 2
常勤職員・従業員数［人］ 2

有給［人］ 1
無給［人］ 1

理事・取締役数［人］ 3
評議員［人］ 3
監事/監査役・会計参与数［人］ 1

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 0

氏名
役職

役員数［人］ 7

代表者(2)
フリガナ

代表者(1) 氏名 古里 圭史
役職 代表理事

フリガナ フルサト ケイシ

設立年月日 2023/08/22
法人格取得年月日 2023/08/22

電話番号 0577-57-5743

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://hida-foundation.jp/

その他のWEBサイト
(SNS等)

https://note.com/hida_foudation/
https://www.instagram.com/hida_zaidan/
https://www.facebook.com/foundation.hida

都道府県 岐阜県
市区町村 高山市岡本町
番地等 1-99

団体情報入力シート

団体名 一般財団法人法人ひだ財団
郵便番号 506-0054

団体種別法人格 一般財団法人 資金分配団体/活動支援団体





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

申請中・申請予定又は採択された
事業名

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名



  
(1)団体組織情報

(2)代表者情報

(3)役員

(4)職員・従業員

都道府県 長野県
市区町村 長野市
番地等 大字南長野字幅下692番地2号 長野県庁1階

団体情報入力シート

団体名 公益財団法人長野県みらい基金
郵便番号 380-8570

団体種別法人格 公益財団法人 資金分配団体/活動支援団体

設立年月日 2018/10/03
法人格取得年月日 2018/10/03

電話番号 026-217-2220

WEBサイト(URL)

団体WEBサイト https://www.mirai-kikin.or.jp

その他のWEBサイト
(SNS等)

https://www.facebook.com/nagano.mirai.kikin

代表者(1) 氏名 髙橋 潤
役職 理事長

フリガナ タカハシ ジュン

氏名
役職

役員数［人］ 12

代表者(2)
フリガナ

理事・取締役数［人］ 5
評議員［人］ 6
監事/監査役・会計参与数［人］ 1

上記監事等のうち、公認会計士または税理士数［人］ 1

非常勤職員・従業員数［人］ 3
有給［人］ 3
無給［人］

職員・従業員数［人］ 9
常勤職員・従業員数［人］ 6

有給［人］ 5
無給［人］ 1

事務局体制の備考





(12))休眠預金事業の採択実績または申請中・申請予定

1

2

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12
12
12

2024年度 通常枠 資金分配団体に申請（予定）

2024年度 活動支援枠 活動支援団体に申請（予定）

2023年度 コロナ等対応支援枠 資金分配団体に採択
2024年度 通常枠 資金分配団体に申請（予定）

2023年度 通常枠 資金分配団体に採択

2023年度 通常枠 実行団体に採択
認定特定非営利活動法人全国こど
も食堂支援センター・むすびえ

居場所づくりが地域づくり

2022年度 通常枠 資金分配団体に採択
2022年度 コロナ等対応支援枠 資金分配団体に採択

2020年度 通常枠 資金分配団体に採択
2021年度 通常枠 資金分配団体に採択

番号

対象 申請
左記で実行団体・支援対象団体として申請中・申請予定又は採択された
場合

年度 事業 種別・状況
申請中・申請予定又は採択された
資金分配団体又は活動支援団体名

2020年度 コロナ等対応支援枠 資金分配団体に採択

申請中・申請予定又は採択された
事業名

2019年度 通常枠 資金分配団体に採択
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 飛騨と信州をつなぐ若者の社会参加支援事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 一般財団法人ひだ財団

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されていない。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規
程類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出 定款 第18条

公募申請時に提出 定款 第19条

公募申請時に提出 定款 第19条第2項

公募申請時に提出 定款 第20条

公募申請時に提出 定款 第22条

公募申請時に提出 定款 第22条第2項

公募申請時に提出 定款 第24条

公募申請時に提出 定款 第22条第2項

. . .

公募申請時に提出 定款 第27条第4項

公募申請時に提出 定款 第27条第2項

. . .

公募申請時に提出 定款 第38条

公募申請時に提出 定款 第39条

公募申請時に提出 定款 第37条第1項

公募申請時に提出 定款 第39条第4項

公募申請時に提出 定款 第37条第1項

公募申請時に提出 定款 第41条

公募申請時に提出 定款 第44条

公募申請時に提出 定款 第41条

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 定款 第28条

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 定款 第29条

. . .

公募申請時に提出 定款 第15，32条

公募申請時に提出 役員報酬規程および就業規則 第5条、第45条

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第1条

公募申請時に提出 倫理規程 第3、11条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条第2項(2)

公募申請時に提出 倫理規程 第7条

公募申請時に提出 倫理規程 第8条

公募申請時に提出 倫理規程 第9条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出 利益相反管理規程 第10条

公募申請時に提出 利益相反管理規程or倫理規定
第1条
第6条

公募申請時に提出 利益相反管理規程 第3条

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第11条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第8条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程
第５条第４項、第８条、第１
１条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第5条

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第13条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局規程 第2条

公募申請時に提出 事務局規程 第3条

公募申請時に提出 事務局規程 第4条

公募申請時に提出 事務局規程 第7～9条

. . .

公募申請時に提出 就業規則 第50条

公募申請時に提出 就業規則 第45条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 文書管理規程 第6条

公募申請時に提出 文書管理規程 第7条

公募申請時に提出 文書管理規程 第8条

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程 第9条、別表

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第7条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第14条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第18条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第22条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第5条

公募申請時に提出 経理規程 第3条

公募申請時に提出 経理規程、 第6、22条

公募申請時に提出 経理規程 第2章

公募申請時に提出 金銭出納規程 全文

公募申請時に提出 経理規程 第3章

公募申請時に提出 経理規程 第7章

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28
年12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止
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※黄色セルは記入が必要な箇所です。「記入箇所チェック」欄２箇所で、記入漏れがないかご確認をお願いします。

事業名： 飛騨と信州をつなぐ若者の社会参加支援事業 記入箇所チェック 記入完了

団体名： 公益財団法人長野県みらい基金

過去の採択状況： 通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている。

記入完了 記入完了 記入完了

(参考)JANPIAの規程
類

提出時期（選択） 根拠となる規程類、指針等 必須項目の該当箇所
※条項等

. . .

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第３条
第18条

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第３条
第19条

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第３条
第19条

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第４～６条
第20条

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第10条
第17条

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第11条
第22条

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第16条
第24条

公募申請時に提出
評議員会運営規則
定款

第11条第３項
第22条第2項

. . .

公募申請時に提出 定款 第27条第4項

公募申請時に提出 定款 第27条第5項

. . .

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第２条
第38条

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第４条
第39条

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第２条第３項
第38条

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第４～５条
第39条

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第16条
第37条

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第８条
第41条

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第13条
第44条

公募申請時に提出
理事会運営規則
定款

第８条
第41条

⚫ 理事の職務権 . . .

理事の職務権限規程 公募申請時に提出 理事の職務権限規程 第４～９条、別表

⚫ 監事の監査に関する規程 . . .

監事監査規程 公募申請時に提出 監事監査規程 第３～６条、第８～９条

. . .

公募申請時に提出
役員及び評議員の報酬並びに費用に関す
る規程

第３条、別表

公募申請時に提出
役員及び評議員の報酬並びに費用に関す
る規程

第５条

⚫ 理事の構成に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

⚫ 役員及び評議員の報酬等に関する規程

JANPIAの定款（第29条 理事の職務及び権限）に規定するもののほか理事間の具体的な職務分担が規定さ
れていること

監事の職務及び権限を規定し、その具体的内容を定めていること
※監事を設置していない場合は、社員総会で事業報告、決算について審議した議事録を提出してください

役員及び評議員の報酬
等並びに費用に関する
規程（２）報酬の支払い方法

（１）役員及び評議員（置いている場合にのみ）の報酬の額

（１）理事の構成
「各理事について、当該理事及びその配偶者又は３親等内の親族等である理事の合計数が、理事の総数の
３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

定款

（２）理事の構成
「他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数が、理事の総
数の３分の１を超えないこと」という内容を含んでいること

⚫ 理事会の運営に関する規程　※理事会を設置していない場合は不要です。

（１）開催時期・頻度

・定款
・理事会規則

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議　（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いた上で行う」という内
容を含んでいること

（１）開催時期・頻度

・評議員会規則
・定款

（２）招集権者

（３）招集理由

（４）招集手続

（５）決議事項

（６）決議（過半数か3分の2か）

（７）議事録の作成

（８）特別の利害関係を有する場合の決議からの除外
「評議員会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する評議員を除いた上で行う」とい
う内容を含んでいること
※社団法人においては、特別利害関係を持つ社員の社員総会への出席ならびに議決権の行使に関する除
外規定は必須としないこととします。

⚫ 社員総会・評議員会の運営に関する規程

　規程類必須項目確認書（社団・財団・NPO法人等）

提出する規程類（定款・指針・ガイドライン等を含む。以下、「規程類」という。）に以下の必須項目が含まれていることを確認し、本エクセル別シートの「記入例」に倣って該当箇所を記載してください。
過去の採択状況に関係なく、全団体、該当箇所への記載が必要です。

〈注意事項〉
◎規程類を作成する際はJANPIAの規程類を参考にしてください。https://www.janpia.or.jp/about/information/rule.html
◎申請時までに整備が間に合わず後日提出するとした規程類に関しては、助成申請書で誓約いただいているとおり、内定通知後1週間以内にご提出ください。なお、後日提出時において本様式も併せてご提出ください。
◎過去通常枠で資金分配団体（またはコンソーシアム構成団体）として採択されている団体は、「規程類必須項目確認書」の提出のみとし、規程類の提出は不要です。ただし、内容等に変更が生じている場合は該当部分のみ提出をお願いしま
す。
◎以下の必須項目は、公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人を想定したものです。これ以外の法人については、表を参考に整備してください。なお、ご不明点等はJANPIAへご相談ください。

記入箇所チェック　※3か所とも「記入完了」となるようにしてください。

規程類に含める必須項目



⚫ 倫理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 倫理規程 第1条

公募申請時に提出 倫理規程 第３条、第11条

公募申請時に提出 倫理規程 第４条

公募申請時に提出 倫理規程 第６条

公募申請時に提出 倫理規程 第4条

公募申請時に提出 倫理規程 第7条

公募申請時に提出 倫理規程 第８条

公募申請時に提出 倫理規程 第９条

⚫ 利益相反防止に関する規程 . . .

公募申請時に提出
倫理規程
理事会運営規則

第６条
第17条

公募申請時に提出 倫理規程 第５～６条

公募申請時に提出 倫理規程 第6条

⚫ コンプライアンスに関する規程 . . .

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第3条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第8条

公募申請時に提出 コンプライアンス規程 第13条

⚫ 内部通報者保護に関する規程 . . .

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第４条

公募申請時に提出 公益通報者保護に関する規程 第12条

⚫ 組織（事務局）に関する規程 . . .

公募申請時に提出 事務局規程 第２条

公募申請時に提出 事務局規程 第３条

公募申請時に提出 事務局規程 第４条

公募申請時に提出 事務局規程 第７～９条

. . .

公募申請時に提出 給与規程
第３条、第６～10条、第
13条

公募申請時に提出 給与規程 第11～12条

⚫ 文書管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 文書管理規程 第６条

公募申請時に提出 文書管理規程 第７条

公募申請時に提出 文書管理規程 第８条

⚫ 情報公開に関する規程 . . .

情報公開規程 公募申請時に提出 情報公開規程
第９条
別表１

⚫ リスク管理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 リスク管理規程 第13条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第14条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第18条

公募申請時に提出 リスク管理規程 第19～29条

⚫ 経理に関する規程 . . .

公募申請時に提出 経理規程 第５条

公募申請時に提出 経理規程 第３条、第９条

公募申請時に提出 金銭出納規程 第４条

公募申請時に提出 経理規程 第８条、第10条

公募申請時に提出 金銭出納規程 第３条、第５～10条

公募申請時に提出 経理規程 第15～20条

公募申請時に提出 経理規程 第39～48条

⚫ 職員の給与等に関する規程

（１）区分経理

経理規程

（２）会計処理の原則

（３）経理責任者と金銭の出納・保管責任者の峻別

（４）勘定科目及び帳簿

（５）金銭の出納保管

（６）収支予算

（７）決算

以下の１.～４.の書類が情報公開の対象に定められていること
１. 定款
２. 事業計画、収支予算
３. 事業報告、貸借対照表及び損益計算書、財産目録
４. 理事会、社員総会、評議員会の議事録

（１）具体的リスク発生時の対応

リスク管理規程

（２）緊急事態の範囲

（３）緊急事態の対応の方針

（４）緊急事態対応の手順

（１）基本給、手当、賞与等
給与規程

（２）給与の計算方法・支払方法

（１）決裁手続き

文書管理規程（２）文書の整理、保管

（３）保存期間

（１）ヘルプライン窓口（外部窓口の設置が望ましい）

内部通報（ヘルプライ
ン）規程（２）通報者等への不利益処分の禁止

「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成28年
12月9日消費者庁）」を踏まえた内部通報制度について定めていること

（１）組織（業務の分掌）

事務局規程

（２）職制

（３）職責

（４）事務処理（決裁）

（１）-1利益相反行為の禁止
「資金分配団体が実行団体を選定、監督するに当たり、資金分配団体と実行団体との間の利益相反を防ぐ
措置」について具体的に示すこと

・倫理規程
・理事会規則
・役員の利益相反禁止
のための自己申告等に
関する規程
・就業規則
・審査会議規則
・専門家会議規則

（１）-2利益相反行為の禁止
「助成事業等を行うにあたり、理事、監事、評議員・社員、職員その他の事業協力団体の関係者に対し、特
別の利益を与えないものである」という内容を含んでいること

（２）自己申告
「役職員に対して、定期的に「利益相反に該当する事項」に関する自己申告をさせた上で、適切な組織にお
いて内容確認を徹底し、迅速な発見及び是正を図る」という内容を含んでいること

（１）コンプライアンス担当組織
実施等を担う部署が設置されていること

コンプライアンス規程

（２）コンプライアンス委員会（外部委員は必須）
「外部の有識者等も参加するコンプライアンス施策の検討等を行う組織及びその下に実施等を担う部署が設
置されている 」という内容を含んでいること

（３）コンプライアンス違反事案
「不正発生時には、原因究明、関係者に対する厳格な処分及び再発防止策を確実に実施し、その内容を公
表する」という内容を含んでいること

（１）基本的人権の尊重

・倫理規程
・ハラスメントの防止に
関する規程

（２）法令遵守（暴力団、反社会的勢力の排除）

（３）私的利益追求の禁止

（４）利益相反等の防止及び開示

（５）特別の利益を与える行為の禁止
「特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行
為を行わない」という内容を含んでいること

（７）情報開示及び説明責任

（８）個人情報の保護

（６）ハラスメントの防止



⼀般財団法⼈ひだ財団 
 

第１章 総則 
 
（名称） 
第１条 当法⼈は、⼀般財団法⼈ひだ財団と称し、英⽂では HidaFoundation と表記する。 
 
（事務所） 
第２条 当法⼈は、主たる事務所を岐⾩県⾼⼭市に置く。 
 

第２章 ⽬的及び事業 
 
（⽬的） 
第３条 当法⼈は、多様化・複雑化していく社会課題に対して、その解決・改善を図るため
に活動する⾼⼭市・⾶驒市・下呂市・⽩川村内の企業・市⺠団体と、その解決・改善を図る
ために諸資源の提供や⾃らの参画を望む個⼈、企業、団体等を結びつける役割を担うことで、
諸資源の循環をもたらし、社会課題の解決・改善及び地域の価値創造の取組のための基盤充
実を図り、また、その営みを通じて、誰もが社会課題の解決・改善及び地域の価値創造に関
わることができ、地域のあらゆる主体が公益を担いながら、当事者の意識と存在を⼤切にし
た安⼼で持続可能な地域社会の形成に寄与することを⽬的とする。 
 
（事業） 
第４条 当法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。 
（１）公益の増進に資する事業に対する⽀援に必要な資⾦等の資源を募り、確保する事業 
（２）公益の増進に資する事業に対する資⾦貸付、債務保証、助成、顕彰等を⾏う事業 
（３）公益の増進に資する不動産等の資源を活⽤する事業 
（４）公益の増進に資する事業に対し、その経営に必要な資源を提供する事業 
（５）公益の増進に資する事業に対するコンサルティング、並びに講座、セミナーの開催事
業 
（６）公益の増進に資する事業に係る調査研究、情報収集及び情報発信に関する事業 
（７）公益の増進に資する事業に関係した普及・啓発物品、寄附⾦付物品及び出版物等の販
売 
（８）前各号に掲げる事業のほか、社会を構成する多様な主体が公益活動を⽀え、担う仕組
みの検討及び実施に係る事業 
（９）その他当法⼈の⽬的を達成するために必要な事業 
 



（機関の設置） 
第５条 当法⼈は、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置く。 
 

第３章 財産及び会計 
 
（財産の拠出） 
第６条 設⽴者は、現⾦３００万円を、当法⼈の設⽴に際して拠出する。 
 
（基本財産） 
第７条 当法⼈の⽬的である事業を⾏うために不可⽋な財産として、前条の規定により拠
出した財産を、当法⼈の基本財産とする。 
２ 基本財産は、当法⼈の⽬的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなけ
ればならず、基本財産の⼀部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとする
ときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 
 
（事業年度） 
第８条 当法⼈の事業年度は、毎年４⽉１⽇に始まり翌年３⽉３１⽇に終わる。 
 
（事業計画及び収⽀予算） 
第９条 当法⼈の事業計画書、収⽀予算書、資⾦調達及び設備投資の⾒込みを記載した書類
については、毎事業年度開始の⽇の前⽇までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経なけ
ればならない。 
２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、
⼀般の閲覧に供するものとする。 
 
（事業報告及び決算） 
第１０条 当法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３か⽉以内に、代表理
事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、
第１号の書類についてはその内容を報告し、第３号、第４号及び第６号の書類については承
認を受けなければならない。 
（１）事業報告 
（２）事業報告の附属明細書 
（３）貸借対照表 
（４）正味財産増減計算書 
（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 
（６）財産⽬録 



２ 第１項の規定により報告⼜は承認された書類の他、次の書類を主たる事務所に５年間
備え置き、個⼈の住所に関する記載を除き⼀般の閲覧に供するものとする。 
（１）監査報告 
（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 
（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の⽀給の基準を記載した書類 
（４）運営組織及び事業活動の状況及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した 
書類 

３ 定款については、主たる事務所に備え置き、⼀般の閲覧に供するものとする。 
４ 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 
５ 当法⼈が公益認定を受けた場合、代表理事は、認定法施⾏規則(平成 19 年内開府令第
68 号)第 48条の規定に基づき、毎事業度、当該事業年度の末⽇における公益⽬的取得財産
残額を算定し第 2 項第 4 号の書類に記載するものとする。(⻑期借⼊⾦及び重要な財産の処
分⼜は譲受け) 
 
（剰余⾦の不分配） 
第１１条 当法⼈は、剰余⾦の分配を⾏わない。 
 

第４章 評議員 
 
（評議員） 
第１２条 当法⼈に、評議員 3名以上２０名以内を置く。 
 
（評議員の選任及び解任） 
第１３条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議によって⾏う。 
２ 評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。 

（１）各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の３分
の１を超えないものであること。 
イ 当該評議員及び配偶者⼜は３親等以内の親族 
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 
ハ 当該評議員の使⽤⼈ 
ニ ロ⼜はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける⾦銭その他財産に
よって⽣計を維持している者 
ホ ハ⼜はニに掲げる者の配偶者 
ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と⽣計を⼀にす
る者 

（２）他の同⼀の団体（公益法⼈を除く。）の次のイからニに該当する評議員の合計数が



評議員の総数の３分の１を超えないものであること。 
イ 理事 
ロ 使⽤⼈ 
ハ 当該他の同⼀の団体の理事以外の役員（法⼈でない団体で代表者⼜は管理⼈の定
めのあるものにあっては、その代表者⼜は管理⼈。）⼜は業務を執⾏する社員である者 
ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地⽅公共団体の議会の議員を除
く。）である者 
①国の機関 
②地⽅公共団体 
③独⽴⾏政法⼈通則法第２条第１項に規定する独⽴⾏政法⼈ 
④国⽴⼤学法⼈法第２条第１項に規定する国⽴⼤学法⼈⼜は同条第３項に規定する
⼤学共同利⽤機関法⼈ 
⑤地⽅独⽴⾏政法⼈法第２条第１項に規定する地⽅独⽴⾏政法⼈ 
⑥特殊法⼈（特別の法律により特別の設⽴⾏為をもって設⽴された法⼈であって、総
務省設置法第４条第１項第９号の規定の適⽤を受けるものをいう。）⼜は認可法⼈
（特別の法律により設⽴され、かつ、その設⽴に関し⾏政官庁の認可を要する法⼈を
いう。） 

３ 評議員は当法⼈⼜はその⼦法⼈の理事、監事⼜は使⽤⼈を兼ねることができない。 
 
（任期） 
第１４条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す
る定時評議員会の終結の時までとする。 
２ 任期の満了前に退任した評議員の補⽋として選任された評議員の任期は、退任した評
議員の任期の満了する時までとする。 
３ 評議員は、第１２条に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了⼜は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 
 
（報酬等） 
第１５条 評議員は無報酬とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、評議員にはその職務を⾏うために必要な費⽤の⽀払をする
ことができる。 
 

第５章 評議員会 
 
（構成） 
第１６条 評議員会は全ての評議員をもって構成する。 



 
（権限） 
第１７条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。 
（１）評議員、理事及び監事の選任及び解任 
（２）貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産⽬録の承認 
（３）定款の変更 
（４）事業の全部⼜は⼀部の譲渡 
（５）残余財産の帰属先の決定 
（６）基本財産の処分⼜は除外の承認 
（７）役員の報酬等並びに費⽤に関する規程の制定、変更及び廃⽌に関する事項 
（８）その他評議員会で決議するものとして法令⼜はこの定款で定めた事項 
 
（開催） 
第１８条 定時評議員会は、毎事業年度終了後３か⽉以内に開催する。 
２ 臨時評議員会は、必要があるときは、いつでも開催することができる。 
 
（招集） 
第１９条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理
事が招集する。 
２ 評議員は代表理事に対して、評議員会の⽬的である事項及び招集の理由を⽰して、評議
員会の招集を請求することができる。 
３ 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなければなら
ない。 
 
（招集の通知） 
第２０条 代表理事は、評議員会の開催⽇の７⽇前までに、評議員に対して、会議の⽇時、
場所、⽬的である事項を記載した書⾯⼜は電磁的⽅法により通知を発しなければならない。 
２ 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の⼿続を経ることなく、評議
員会を開催することができる。 
 
（議⻑） 
第２１条 評議員会の議⻑は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。 
 
（決議） 
第２２条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員
の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって⾏う。 



２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を
除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって⾏わなければならない。 
（１）監事の解任 
（２）定款の変更 
（３）基本財産の処分⼜は除外の承認 
（４）その他法令で定めた事項 
３ 評議員、理事⼜は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第１項の決議を⾏わな
ければならない。評議員、理事⼜は監事の候補者の合計数が第１２条及び第２６条に定める
定数を上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達す
るまでの者を選任することとする。 
 
（決議の省略） 
第２３条 理事が評議員会の⽬的である事項につき提案した場合において、当該提案につ
き評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書⾯⼜は電
磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議が
あったものとみなす。 
 
（議事録） 
第２４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。 
２ 前項の議事録には、議⻑及びその評議員会において選任された議事録署名⼈２名以上
が、記名押印⼜は電⼦署名する。ただし、評議員会の決議の省略があった場合及び評議員会
への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによる。 
３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければな
らない。 
 
（評議員会規則） 
第２５条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令⼜はこの定款に定めるもののほか、評
議員会において定める評議員会規則による。 
 

第６章 役員 
 
（役員） 
第２６条 当法⼈に次の役員を置く。 
（１）理事３名以上１０名以内 
（２）監事１名以上４名以内 
２ 理事のうち、１名を代表理事とし、１名を副代表理事とするほか、１名以上を専務理事、



１名以上を常務理事とすることができる。 
３ 前項の代表理事をもって⼀般法⼈法上の代表理事とし、副代表理事、専務理事及び常務
理事をもって⼀般法⼈法上の業務執⾏理事とする。 
 
（役員の選任） 
第２７条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。 
２ 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。 
３ 監事は、当法⼈⼜はその⼦法⼈の理事若しくは使⽤⼈を兼ねることができない。 
４ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者⼜は３親等内の親族その他特別の関係
にあるものの合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様と
する。 
５ 他の同⼀の団体（公益法⼈を除く。）の理事⼜は使⽤⼈である者その他これに準ずる相
互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の３分
の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。 
 
（理事の職務権限） 
第２８条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執⾏
する。 
２ 代表理事は、当法⼈を代表し、当法⼈の業務を執⾏する。 
３ 副代表理事は、代表理事を補佐し、当法⼈の業務を執⾏する。また、代表理事に事故が
あるとき、⼜は代表理事が⽋けた時は、代表理事の業務執⾏に係る職務を代⾏する。 
４ 専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐し、当法⼈の業務を執⾏する。また、代表
理事及び副代表理事に事故があるとき、⼜は代表理事及び副代表理事が⽋けたときは、理事
会があらかじめ決定した順序によって、代表理事の業務執⾏に係る職務を代⾏する。 
５ 常務理事は、当法⼈の業務を分担執⾏する。また、専務理事に事故あるとき、⼜は⽋け
たときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その職務を代⾏する。 
６ 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に４か⽉を超える間隔で
２回以上、⾃⼰の職務の執⾏状況を理事会に報告しなければならない。 
 
（監事の職務及び権限） 
第２９条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。 
２ 監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、当法⼈の業務及び財産
の状況の調査をすることができる。 
 
（役員の任期） 



第３０条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとする。 
２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評
議員会の終結の時までとする。 
３ 前２項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事⼜は監事の補⽋として選任
された理事⼜は監事の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。 
４ 理事⼜は監事については、再任を妨げない。 
５ 理事⼜は監事は、第２６条に定める定数に⾜りなくなるとき⼜は⽋けたときは、辞任⼜
は任期満了により退任した後においても、それぞれ新たに選任された理事⼜は監事が就任
するまでは、なお理事⼜は監事としての権利義務を有する。 
 
（役員の解任） 
第３１条 役員が次の⼀に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができ
る。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の３分の２以上に当
たる多数の決議に基づいて⾏われなければならない。 
（１）職務上の義務に違反し、⼜は職務を怠ったとき。 
（２）⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に⽀障があり、⼜はこれに堪えないとき。 
 
（役員の報酬等） 
第３２条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員会におい
て定める総額の範囲内において、報酬等の⽀給の基準に従って算定した額を報酬等として
⽀給することができる。 
２ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費⽤を弁償することができる。 
 
（取引の制限） 
第３３条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を
開⽰し、理事会の承認を得なければならない。 
（１）⾃⼰⼜は第三者のためにする当法⼈の事業の部類に属する取引 
（２）⾃⼰⼜は第三者のためにする当法⼈との取引 
（３）当法⼈がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法⼈
とその理事との利益が相反する取引 
２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければ
ならない。 
 
（責任の免除） 
第３４条 当法⼈は、役員の⼀般法⼈法第１９８条において準⽤する同法第１１１条第１



項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠
償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除すること
ができる。 
 
（顧問） 
第３５条 当法⼈に顧問を置くことができる。 
２ 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。 
３ 顧問は、当法⼈への助⾔や協⼒を⾏い、代表理事に対し、意⾒を述べることができる。 
４ 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を⾏うために要する費⽤を弁償することがで
きる。 
 

第７章 理事会 
 
（構成） 
第３６条 当法⼈に理事会を設置する。 
２ 理事会は、全ての理事をもって構成する。 
 
（権限） 
第３７条 理事会は、次の職務を⾏う。 
（１）業務執⾏の決定 
（２）理事の職務の執⾏の監督 
（３）代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職 
（４）評議員会の開催⽇時及び場所並びに⽬的である事項の決定 
（５）規則（第２５条に規定する評議員会規則を除く）の制定、変更及び廃⽌に関する事項 
２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執⾏の決定を、理事に委任することがで
きない。 
（１）重要な財産の処分及び譲受け 
（２）多額の借財 
（３）重要な使⽤⼈の選任及び解任 
（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃⽌ 
（５）内部管理体制の整備 
（６）第３４条の責任の免除 
 
（開催） 
第３８条 通常理事会は、毎年定期に、年２回開催する。 
２ 臨時理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。 



（１）代表理事が必要と認めたとき。 
（２）代表理事以外の理事から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求
があったとき。 
（３）前号の請求があった⽇から５⽇以内に、その⽇から２週間以内の⽇を理事会の⽇とす
る理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 
（４）監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。 
（５）前号の請求があった⽇から５⽇以内に、その請求のあった⽇から２週間以内の⽇を理
事会の⽇とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集し
たとき。 
 
（招集） 
第３９条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第２項第３号により理事が招集す
る場合及び同項第５号により監事が招集する場合を除く。 
２ 代表理事に事故があるとき⼜は代表理事が⽋けたときは、理事会は各理事が招集する。 
３ 代表理事は、前条第２項第２号⼜は第４号に該当する場合は、その請求があった⽇から
５⽇以内に、請求の⽇から２週間以内の⽇を理事会の⽇とする臨時理事会を招集しなけれ
ばならない。 
４ 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的である事項を記載した書⾯⼜は電磁
的⽅法をもって、開催⽇の５⽇前までに、通知しなければならない。  
５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意のあるときは、招集の⼿続を経るこ
となく理事会を開催することができる。 
 
（議⻑） 
第４０条 理事会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。ただし、代表理事に事故があるとき
⼜は代表理事が⽋けたときは出席した理事の中から議⻑を互選する。 
 
（決議） 
第４１条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半
数が出席し、その過半数をもって⾏う。 
 
（決議の省略） 
第４２条 理事が、理事会の決議の⽬的である事項について提案した場合において、その提
案について、議決に加わることのできる理事の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意
思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、
監事が異議を述べたときは、この限りでない。 
２ 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、当該事項



を提案した理事の⽒名、決議があったものとみなされた⽇その他法務省令で定める事項を
議事録に記載⼜は記録しなければならない。 
 
（報告の省略） 
第４３条 理事⼜は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し
た場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第２８条第６項
の規定による報告については、この限りでない。 
 
（議事録） 
第４４条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 
２ 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、代表理事の選定
を⾏う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。また、理事会の決議の省略が
あった場合及び理事会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めると
ころによる。 
３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければな
らない。第４２条第２項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表⽰を記載した
書⾯についても同様とする。 
 
（理事会運営規則） 
第４５条 理事会に関する事項は、法令⼜はこの定款に定めるもののほか、理事会において
定める理事会運営規則による。 
 

第８章 委員会 
 
（設置等） 
第４６条 当法⼈の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員
会を設置することができる。 
２ 委員会の委員は、学識経験者等のうちから、理事会が選任する。 
３ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
 

第９章 事務局 
 
（設置等） 
第４７条 当法⼈の事務を処理するため、事務局を設置する。  
２ 事務局には、事務局⻑及び所定の職員を置く。 
３ 事務局⻑及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。 



４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
 
（備付け帳簿及び書類） 
第４８条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 
（１）定款 
（２）評議員、理事、監事の名簿 
（３）認定、許可、認可等及び登記に関する書類 
（４）評議員会及び理事会の議事に関する書類 
（５）財産⽬録 
（６）役員の報酬規程 
（７）事業計画書及び収⽀予算書 
（８）事業報告書及び計算書類等 
（９）監査報告書 
（１０）その他法令で定める帳簿及び書類 
２ 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによる。 
 

第１０章 賛助会員 
 
（賛助会員） 
第４９条 当法⼈の⽬的及び事業に賛同し、積極的に経験、知識、技術等を活かして社会参
加活動をしようとする個⼈⼜は当法⼈の発展を助成しようとする法⼈、その他団体を賛助
会員とする。 
２ 賛助会員に関して必要な事項は、理事会において別に定める賛助会員規程による。 
 

第１１章 情報公開及び個⼈情報の保護等 
 
（情報公開） 
第５０条 当法⼈は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務
資料等を積極的に公開するものとする。 
２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。 
 
（個⼈情報の保護） 
第５１条 当法⼈は、業務上知り得た個⼈情報の保護に万全を期するものとする。 
２ 個⼈情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 
 

第１２章 定款の変更、合併及び解散 



 
（定款の変更） 
第５２条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３分の２以
上の決議によって変更することができる。 
２ 当法⼈の⽬的並びに評議員の選任及び解任の⽅法についても同様とする。 
 
（合併等） 
第５３条 当法⼈は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３分の２以上
に当たる多数の決議により、他の⼀般法⼈法上の法⼈との合併⼜は事業の全部若しくは⼀
部の譲渡をすることができる。 
 
（解散） 
第５４条 当法⼈は、基本財産の滅失その他の事由による当法⼈の⽬的である事業の成功
の不能その他法令で定めた事由によって解散する。 
 
（残余財産の帰属等） 
第５５条 当法⼈が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法
⼈と類似の事業を⽬的とする他の公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第
５条第１７号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。 
 

第１３章 公告の⽅法 
 
（公告） 
第５６条 当法⼈の公告は、電⼦公告により⾏う。ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電⼦公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する⽅法により⾏う。 
 
  



附則 
 

１ 当法⼈の設⽴時評議員は、次のとおりとする。 
設⽴時評議員 ⻑瀬達三 
       ⽥⼝節⼦ 
       ⼩峠賢次 

２ 当法⼈の設⽴時理事及び設⽴時監事は、次のとおりとする。 
設⽴時理事 ⽥邉友也（略称 ”⽥辺” を使⽤） 
      有巣弘城 
      髙⽊梨佐 
設⽴時監事 ⾼橋潤 

３ 当法⼈の設⽴当初の事業計画及び収⽀予算は、第９条第１項の規定にかかわらず、設⽴
者の定めるところによる。 
４ 当法⼈の設⽴当初の事業年度は、第８条の規定にかかわらず、設⽴の⽇から令和６年３
⽉３１⽇までとする。 
５ 設⽴者の⽒名及び住所は、次のとおりである。 
住所  
設⽴者 古⾥圭史 
６ 本定款に定めない事項は、全て⼀般法⼈法その他の法令に従う。 
 
 
 
以上、⼀般財団法⼈ひだ財団設⽴のため、この定款を作成し、設⽴者が次に記名・押印する。 
 
令和５年７⽉２４⽇ 

設⽴者 古⾥圭史  印 
 
 



コンプライアンス規程 

   
（目 的) 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の倫理規程の理念

に則り、当財団が直面する、又は将来直面する可能性のある法令等の遵守（以下、コ

ンプライアンスという。）上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正

かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を

定めることを目的とする。 

 

（基本方針） 

第２条 当財団に所属するすべての理事、監事、及び正職員・契約職員・パートタイム

職員・ボランティアスタッフを含むすべての職員(以下、役職員という。)は、前条の

倫理規程の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンス

を最優先する。 

 

（組織） 

第３条 この法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。 

⑴ コンプライアンス担当理事 

⑵ コンプライアンス委員会 

⑶ コンプライアンス統括部門 

 

（代表理事の責務） 

第４条 当財団の代表理事は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを事

業運営の基本方針の１つとし、コンプライアンス体制の整備及び維持並びに向上に努

める。 

 

（役職員の責務） 

第５条 当財団の全ての役職員は、この規程の目的を踏まえ、自らの職務を規制してい

る法令等について正しい知識を習得するよう努める。 

２ 当財団の全ての役職員は、法令等に定めのあることについては、法令等に則って行

動し、また法令等に定めのないことについては、社会的良識に基づき行動して、自ら

の職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。 

３ 当財団の全ての役職員は、自らの職務を務めるに当たり、以下に掲げる行為を行っ

てはならない。 

⑴ 法令等に違反する行為。 



⑵ 他の役職員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は強要。 

⑶ 他の役職員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙認。 

⑷ 他の役職員若しくはその他の者からの依頼、請負又は強要により法令等に違反す

る行為を行うことへの承諾。 

⑸ 反社会的勢力との関係及び取引行為。 

⑹ 人種差別及びセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント行為。 

⑺ 官民問わず汚職や賄賂など禁止。 

⑻ 社内で知りえる顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為。 

４ 前項各号に掲げる行為を行った役職員については、就業規則等に基づく処分が課さ

れるものとする。 

 

（免責の制限） 

第６条 役職員は次に掲げることを理由に、自らが行った法令違反行為の責任を免れる

ことはできない。  

⑴ 法令について正しい知識がなかったこと。 

⑵ 法令に違反しようとする意志がなかったこと。 

⑶ 当財団の利益を図る目的で行ったこと。 

 

（コンプライアンス担当理事） 

第７条 代表理事は、当財団のコンプライアンスにかかわる責任者として、理事の中か

らコンプライアンス担当理事を任命する。 

２ コンプライアンス担当理事は、定期的に理事会に対し、当財団のコンプライアンス

の状況について、報告するものとする。 

３ コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コ

ンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。 

４ コンプライアンス担当理事の役割・権限は以下のとおりとする。 

⑴ コンプライアンス施策の実施の最終責任者 

⑵ コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者 

⑶ コンプライアンス委員会の委員⾧ 

 

（コンプライアンス委員会） 

第８条 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事の諮問機関として設置

し、以下の事項について、その諮問に答える。 

⑴ コンプライアンス施策の検討と実施 

⑵ コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング 



⑶ コンプライアンス違反事件についての分析・検討 

⑷ コンプライアンス違反の関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定 

⑸ コンプライアンス違反者の処分及び再発防止策の公表 

⑹ その他、コンプライアンス担当理事が諮問した事項 

２ コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事を委員⾧とし、事務局⾧も

しくは事務局担当者、及び複数の外部有識者を委員として構成する。 

 

（コンプライアンス委員会の開催） 

第９条 コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員⾧の招集により、毎年３

月及び９月に開催する。 

２ 委員⾧は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができ

る。 

 

（外部コンプライアンス委員会の設置） 

第１０条 財団のコンプライアンスを客観的に実行するために、外部コンプライアンス

委員会を設置する。コンプライアンス体制の実効性をあげるための方針や施策等を検

討・実施する。 

２ 理事会は、必要に応じて外部コンプライアンス委員会の人選・委託を行う。 

 

（コンプライアンス統括部門） 

第１１条 当財団の事務局をコンプライアンス統括部門とする。 

２ コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス体制及びその整備にかかわる企画、

推進及び統括を所管し、コンプライアンス体制の実効性を挙げるための方針や施策等を

検討し、実施する。 

３ コンプライアンス統括部門は、コンプライアンス施策の進捗状況その他のコンプライ

アンスにかかわる事項をコンプライアンス担当理事及びコンプライアンス委員会に定期

的かつ必要に応じて報告する。  

  

（報告・連絡・相談ルート） 

第１２条 役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した

場合は、速やかにコンプライアンス統括部に報告する。   

２ コンプライアンス統括部門⾧は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違

反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、直ちにその事実をコンプライアン

ス担当理事に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプ

ライアンス担当理事の承認を得て実施する。   



３ 役職員は、第１項にかかわらず、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス統

括部門を経由することができないときは、コンプライアンス担当理事に直接、第１項

の報告をすることができる。   

４ コンプライアンス統括部門⾧にコンプライアンス上の問題があると認められた場合

は、第１項及び第２項にかかわらず、役職員はコンプライアンス担当理事に直接、第

１項の報告をすることができ、またコンプライアンス担当理事は、事実関係の調査、

対応方針の検討及び実施を自らの責任において行う。 

 

（コンプライアンスのための教育） 

第１３条 当財団は、役職員に対してコンプライアンスに関する研修を行い、また、役

職員は当財団の倫理規程を含むこれらの事項について、定期的に研修を受けるものと

する。 

 

（改廃） 

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則   

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



 

テレワーク勤務規程 
 

第１章 総則 

 

（テレワーク勤務制度の目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の職員が在宅勤務、

サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務（以下、テレワーク勤務という。）する場合

の必要な事項について定めたものである。 

 

（在宅勤務の定義） 

第２条 テレワーク勤務とは、労働時間の全部または一部について、職員の自宅、その他

当財団が指定する自宅に準じる場所において情報通信機器を利用した業務をいう。 

 

（サテライトオフィス勤務の定義） 

第３条 サテライトオフィス勤務とは、労働時間の全部または一部について、当財団所有

の所属事業場以外の当財団専用施設又は当財団が指定する他団体等が所有する共有施設に

おいて情報通信機器を利用した業務をいう。 

 

（モバイル勤務の定義） 

第４条 モバイル勤務とは、労働時間の全部または一部について、移動先またサテライト

オフィス勤務など、社外で情報通信機器を利用した業務をいう。 

 

第２章 テレワーク勤務の許可・利用 

 

（テレワーク勤務の対象者） 

第５条 テレワーク勤務の対象者は、次の各号の条件を全て満たした者とする。 

⑴ テレワーク勤務を希望する者 

⑵ 自宅の執務環境、セキュリティ環境、家族の理解のいずれも適正と認められる者 

２ テレワーク勤務を希望する者は、所定の許可申請書に必要事項を記入の上、１週間前

までに所属⾧から許可を受けなければならない。 

３ 当財団は、業務上その他の事由により、前項によるテレワーク勤務の許可を取り消す

ことがある。 

４ 第２項によりテレワーク勤務の許可を受けた者がテレワーク勤務を行う場合は、前日

までに所属⾧へ利用を届け出ること。 

５ 前項に関わらず、災害時等の緊急時においては、テレワーク勤務を命じることがある。 

 

（テレワーク勤務時の服務規律） 



 

第６条 テレワーク勤務に従事する者（以下、テレワーク勤務者という。）は就業規則第

５条及びセキュリティポリシーに定めるもののほか、次に定める事項を遵守しなければ

ならない。 

⑴ テレワーク勤務の際に所定の手続に従って持ち出した当財団の情報及び作成した成

果物を第三者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。 

⑵ テレワーク勤務中は業務に専念すること。  

⑶ 第１号に定める情報及び成果物は紛失、毀損しないように丁寧に取扱い、セキュリ

ティポリシーに準じた確実な方法で保管・管理しなければならないこと。 

⑷ テレワーク勤務の実施に当たっては、当財団情報の取扱いに関し、セキュリティポ

リシー及び関連規程類を遵守すること。 

 

第３章 テレワーク勤務時の労働時間等 

 

（テレワーク勤務時の労働時間） 

第７条 テレワーク勤務時の労働時間については、就業規則第２５条の定めるところによ

る。 

２ 前項にかかわらず、当財団の承認を受けて始業時刻、終業時刻及び休憩時間の変更を  

することができる。 

３ 前項の規定により所定労働時間が短くなる者の給与については、育児・介護休業等に

関する規程第１２条に規定する勤務短縮措置等の給与の取扱いに準じる。 

 

（休憩時間） 

第８条 テレワーク勤務者の休憩時間については、就業規則第２５条の定めるところによ

る。 

 

（所定休日） 

第９条 テレワーク勤務者の休日については、就業規則第２７条の定めるところによる。 

 

（時間外及び休日労働等） 

第１０条 テレワーク勤務者が時間外労働、休日労働及び深夜労働をする場合は所定の手

続を経て所属⾧の許可を受けなければならない。 

２ 時間外及び休日労働について必要な事項は就業規則第２８条の定めるところによる。 

３ 時間外、休日及び深夜の労働については、就業規則第６０条に基づき、時間外勤務手

当、休日勤務手当及び深夜勤務手当を支給する。 

 

（欠勤等） 



 

第１１条 テレワーク勤務者が、欠勤をする場合は、事前に申し出て許可を得なくてはな

らない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後

速やかに届け出なければならない。 

２ 前項の欠勤の賃金については就業規則第４８条の定めるところによる。 

 

第４章 テレワーク勤務時の勤務等 

 

（業務の開始及び終了の報告） 

第１２条 テレワーク勤務者は、勤務の開始及び終了について次のいずれかの方法により

報告しなければならない。 

⑴ 電話 

⑵ 電子メール等 

 

（業務報告） 

第１３条 テレワーク勤務者は、定期的又は必要に応じて、電話又は電子メール等で所属

⾧に対し、所要の業務報告をしなくてはならない。 

 

（テレワーク勤務時の連絡体制） 

第１４条 テレワーク勤務時における連絡体制は次のとおりとする。 

 ⑴ 事故・トラブル発生時には所属⾧に連絡すること。なお、所属⾧が不在時の場合は

所属⾧が指名した代理の者に連絡すること。 

⑵ 前号の所属⾧又は代理の者に連絡がとれない場合は、代表理事まで連絡すること。 

⑶ 職員への緊急連絡事項が生じた場合、テレワーク勤務者へは所属⾧が連絡をするこ

と。なお、テレワーク勤務者は不測の事態が生じた場合に確実に連絡がとれる方法を

あらかじめ所属⾧に連絡しておくこと。 

⑷ 情報通信機器に不具合が生じ、緊急を要する場合は所属⾧へ連絡をとり指示を受け

ること。 

⑸ 前各号以外の緊急連絡の必要が生じた場合は、前各号に準じて判断し対応すること。 

２ 重要度に応じ至急でないものはテレワーク勤務者の個人メール箱に入れ、重要と思わ

れるものは電子メール等でテレワーク勤務者へ連絡すること。なお、情報連絡の担当者

はあらかじめ部署内で決めておくこと。 

 

第５章 テレワーク勤務時の給与等 

 

（給与） 

第１５条 テレワーク勤務者の給与については、就業規則第６章の定めるところによる。 



 

２ 前項の規定により、テレワーク勤務を行った場合においても、実際に通勤したものと

して通勤手当を給与支給日に支給するものとする。ただし、勤務の状況に応じて変更す

る場合がある。 

  

（費用の負担） 

第１６条 テレワーク勤務に伴って発生する費用の負担区分は次のとおりとする。 

⑴ 在宅勤務の場合は次のとおりとする。 

ア 情報通信機器を利用する場合の通信費は在宅勤務に従事する者（以下「在宅勤務

者」という。）者の負担とする。 

イ 在宅勤務に伴って発生する水道光熱費は在宅勤務者の負担とする。  

⑵ サテライトオフィス勤務の場合は次のとおりとする。 

ア 施設利用費は当財団の負担とする。  

イ サテライトオフィスへの交通費については、距離及び期間等を考慮し、その都度、

決定する。 

⑶ モバイル勤務の場合は次のとおりとする。 

ア 当財団が認めたサテライトオフィス等の施設利用費は当財団の負担とする。 

イ 当財団が認めていない施設（娯楽施設等）を利用した際の費用はモバイル勤務に

従事する者（以下「モバイル勤務者」という。）の負担とする。 

ウ 情報通信機器を利用する場合の通信費はモバイル勤務者の負担とする。 

２ 業務に必要な郵送費、事務用品費、消耗品費その他当財団が認めた費用は当財団負担

とする。 

３ その他の費用についてはテレワーク勤務者の負担とする。 

 

（情報通信機器・ソフトウェア等の貸与等） 

第１７条 当財団は、テレワーク勤務者が業務に必要とするパソコン、プリンタ等の情報

通信機器、ソフトウェア及びこれらに類する物を貸与する。なお、当該パソコンに当財

団の許可を受けずにソフトウェアをインストールしてはならない。 

２ 当財団は、テレワーク勤務者が所有する機器を利用させることができる。この場合、

セキュリティポリシーを満たした場合に限るものとし、費用については話し合いの上決

定するものとする。 

  

（教育訓練） 

第１８条 当財団は、テレワーク勤務者に対して、業務に必要な知識、技能を高め、資質

の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。 

２ テレワーク勤務者は、当財団から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段

の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。 

 



 

（災害補償） 

第１９条 テレワーク勤務者が業務中に災害に遭ったときは、就業規則第６７条の定める

ところによる。 

 

（安全衛生） 

第２０条 当財団は、テレワーク勤務者の安全衛生の確保及び改善を図るため必要な措置

を講ずる。 

２ テレワーク勤務者は、安全衛生に関する法令等を守り、当財団と協力して労働災害の

防止に努めなければならない。 

 

（テレワーク勤務利用の終了） 

第２１条 テレワーク勤務者が次のいずれかに該当したときは、テレワーク勤務制度の利

用を終了する。ただし、テレワーク勤務を前提として雇用された者についてはこの限り

ではない。  

⑴ テレワーク勤務の指定期間が満了したとき 

⑵ 前号の指定期間満了前に本人の申請があり当財団が認めたとき 

⑶ 当財団からテレワーク勤務終了の命令がなされたとき 

２ 前項の規定に関わらず、テレワーク勤務を前提として雇用された者については、原則

として当財団と本人の合意によって、就業場所を当財団等に変更することによりテレワ

ーク勤務を終了する。 

 

  附 則 

この規程は、令和６年７月１日より施行する。 



 

 

パートタイム労働者就業規則 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の職員の就業規則

第２条第２項に基づきパートタイム労働者（以下「パート職員」という。）の労働条件、

服務規律その他の就業に関することを定めたものである。  

２ この規則に定めのないことについては、就業規則、労働基準法その他の法令の定める

ところによる。 

 

（定義） 

第２条 この規則においてパート職員とは、第３章の定めにより採用された者で、１週間

の所定労働時間が正規職員（以下「職員」という。）より短い者又は１週間、若しくは

１ヵ月のうち特定の日のみ勤務する契約により採用された者をいう。 

 

（規則の遵守） 

第３条 当財団及びパート職員は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当た

らなければならない。 

 

第２章 服務規律 

 

（服務） 

第４条 パート職員は、所属⾧の指示命令を誠実に守り、互いに協力して職責を遂行する

とともに、職場の秩序の保持に努めなければならない。 

２ 所属⾧は、部下の指導に努めるとともに率先して職務の遂行にあたらなければならな

い。 

 

（遵守事項） 

第５条 パート職員は、職場の秩序を保持し、業務の正常な運営を図るため、次の事項を

守らなくてはならない。 

⑴ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと 

⑵ 許可なく職務以外の目的で当財団の施設、物品等を使用しないこと 

⑶ 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与

を受けるなど不正な行為を行わないこと 

⑷ 当財団の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと 

⑸ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと 



 

 

⑹ その他酒気をおびて就業するなど職員としてふさわしくない行為をしないこと 

⑺ 職場において、電話、パソコン等を私的に使用しないこと 

⑻ また、業務に無関係なウェブ情報の閲覧及び電子メールの送受信をしないこと 

⑼ 就業時間中か否かにかかわらず、酒気帯び運転及び酒酔い運転をしないこと 

 

（セクシュアルハラスメントの禁止） 

第６条 相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与えること、就

業環境を悪くすると判断されることを行ってはならない。 

 

（職場のパワーハラスメントの禁止） 

第７条 本来の業務の範囲を逸脱して、他の職員の人格と尊厳を侵害する言動により、就

業環境を害してはならない。 

 

（個人情報保護） 

第８条 パート職員は、関係者及び役員、他の職員等の個人情報を正当な理由のない開示、

利用目的を超えての取り扱い又は漏えいしてはならない。また、退職した場合において

も同様とする。 

 

（始業及び就業時刻の記録） 

第９条 パート職員は、始業及び就業時に出勤簿に自ら記入し、始業及び就業の時刻を記

録しなければならない。 

 

第３章 人事 

 

（採用） 

第１０条 当財団は、パート職員の採用に当たっては、就職希望者のうちから選考して採

用する。 

 

（労働契約の期間） 

第１１条 当財団は、労働契約の締結に当たって期間の定めをする場合には、１年の範囲

内で、契約時に本人の希望を考慮のうえ各人別に決定し、別紙の雇入通知書で示すもの

とする。ただし、必要に応じて契約を更新することができるものとする。 

２ 当財団は、期間の定めのある労働契約の更新により１年を超えて引き続きパート職員

を使用するに至った場合に、当該労働契約を更新しないときは、少なくとも３０日前に

更新しない旨を本人に対して予告するものとする。 

３ 採用の日から３０日間は、試用期間とする。 

 



 

 

（労働条件の明示） 

第１２条 当財団は、パート職員の採用に際しては、別紙の雇入通知書及びこの規則の写

しを交付して採用時の労働条件を明示するものとする。 

 

第４章 退職及び解雇 

 

（退職） 

第１３条 パート職員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。 

⑴ 労働契約の期間の定めのある場合は、その期間が満了したとき 

⑵ 本人の都合により退職を申し出て当財団が認めた時、又は退職の申し出をしてから

３０日を経過したとき 

⑶ 本人が死亡したとき 

２ パート職員が退職した場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃

金又は退職の事由について証明書を交付する。 

 

（自己都合の退職） 

第１４条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも １４ 日前までに、

所定の退職届により退職の申し出をしなければならない。 

 

（解雇） 

第１５条 パート職員が、次のいずれかに該当するときは解雇する。この場合においては、

少なくとも３０日前に予告をするか、又は平均賃金の３０日分の予告手当を支払う。 

⑴ 事業の休廃止又は縮小その他事業の運営上やむを得ないとき 

⑵ 本人の身体又は精神に障害があり、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認め

られた時 

⑶ 勤務成績が不良で就業に適しないと認められたとき 

⑷ 前各号に準ずるやむを得ない事由がある時  

２ 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。 

 

第５章 勤務 

 

第１節 労働時間・休憩・休日 

 

（労働時間及び休憩時間） 

第１６条 パート職員の所定労働時間は、１ 週 ４０ 時間、１ 日 ８ 時間の範囲内で個別に

雇用契約書において定める。 

２ 休憩については以下の基準に基づき個別に雇用契約書で定める。 



 

 

⑴ 実働６時間を超える場合 ４５分 

⑵ 実働８時間を超える場合 ６０分 

３ 前２項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により始業及び終業

の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰下げることがある。 

４ 休憩時間は、自由に利用することができる。ただし、休憩時間中であっても他に迷惑

をかけるようなことをしてはならない。 

 

（休日） 

第１７条 １週間に１日以上の休日をあらかじめ定める。 

２ 業務の都合により必要がある場合には、事前に通告して前条の休日を他の日に振り替

えることがある。 

 

（時間外・休日労働等） 

第１８条 当財団は、第１６条で定める労働時間を超えて労働させ、また第１７条で定め

る休日に労働させないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、業務の都合上、やむを得ない場合には、パート職員の所定

労働時間を超えない範囲内で労働させることがある。 

 

第２節 休暇及び休業 

 

（年次有給休暇） 

第１９条 ６ヶ月以上継続して勤務し、当財団の定める所定労働日数の８割以上を出勤し

たパート職員には、別表のとおり年次有給休暇を与える。 

２ 年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ、時季を指定して請求するもの

とする。ただし、当財団は、事業の正常な運営に支障があるときは、パート職員の指定

した時季を変更することがある。 

３ 前項の規定にかかわらず、当財団は、職員代表との書面による協定を締結したときは、

各パート職員の有する年次有給休暇日数のうち５日を超える部分については、当財団全

体の休業による一斉付与、個人別付与等の方式により、計画的に付与することができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、当財団は、職員代表と書面による協定を締結したときは、

１年に５日分（４０ 時間）を限度として時間単位で年次有給休暇を付与することができ

る。 

５ 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残日数を翌年度

に限り繰越すことができる。なお、翌年度の時間単位の年次休暇の日数は、繰越分を含

めて ５ 日以内とする。 

６ 年次有給休暇を取得した者に対して、皆勤手当、賞与の算定に際して休暇を取得した

日を欠勤扱いする等、賃金の減額その他の不利益な取扱いはしないものとする。 



 

 

 

（出勤率計算） 

第２０条 前条の年次有給休暇付与の基礎となる各勤務期間における出勤率が ８ 割に満た

ないパート職員に対しては、当該期間に対する年次有給休暇を付与しない。  

２ 前項の出勤率の算定に当たり、次の各号に掲げる期間は、これを出勤したものとみな

す。 

⑴ 業務上の傷病による休業期間  

⑵ 育児・介護休業法に基づく休業期間  

⑶ 産前産後の休業期間  

⑷ 年次有給休暇を取得した期間  

 

（産前産後の休業） 

第２１条 ６週間以内に出産する予定の女性パート職員は、その請求によって休業するこ

とができる。ただし、多胎妊娠の場合は１４週間以内に出産する予定の女性パート職員

を対象とする。  

２ 産後８週間を経過しない女性パート職員は就業させない。ただし、産後６週間を経過

した女性パート職員から請求があった場合には、医師が支障ないと認めた業務に就かせ

ることがある。 

３ 妊娠中の女性パート職員から請求があったときは、他の軽易な業務に転換させること

とする。 

 

（育児休業等） 

第２２条 パート職員は、当財団に申し出て育児休業し、また、小学校第３学年修了まで

の子を養育する必要があるときは当財団に申し出て育児短時間勤務制度の適用を受ける

ことができる。 

２ 育児休業及び育児短時間勤務制度等の適用を受けることができるパート職員の範囲そ

の他必要な事項については、別に定める「育児・介護休業等に関する規程」による。 

 

（子の看護休暇及び家族の介護休暇） 

第２３条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育するパート職員は、４月に始まる年

度内に子供１人については５日の範囲内で、２人以上の場合は１０日の範囲で子の看護

のために休暇を取得することができる。 

２ 家族を介護するパート職員は、介護する家族１人について５日の範囲内で、２人以上

の場合は１０日の範囲で家族の介護のために休暇を取得することができる。 

３ 上記に関してのその他必要な事項については、別に定める「育児・介護休業等に関す

る規程」による。 

 



 

 

（母性健康管理のための休暇等） 

第２４条 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性パート職員から、所定労働時間内に、

母子保健法に定める健康診断又は保健指導を受けるために、通院時間を確保する為の休

暇請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。 

⑴ 産前の場合 妊娠２３週まで４週に１回、妊娠２４週から３５週まで２週に１回、

妊娠３６週から出産まで１週に１回、ただし、医師又は助産師（以下、医師等とい

う。）がこれと異なる指示をしたときには、その指示により、必要な時間 

⑵ 産後（１ 年以内）の場合 医師等の指示により、必要な時間 

２ 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性パート職員から、健康検査又は保健指導に基

づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる

こととする。 

⑴ 妊娠中の通勤緩和 通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として１時

間の勤務時間の短縮又は１時間以内の時差出勤 

⑵ 妊娠中の休憩の特例 休憩時間等について指導された場合は、適宜休憩時間の延⾧、

休憩回数の増加 

⑶ 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置 妊娠又は出産に関する諸症状の発生又

は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることが出来るよ

うにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等 

 

（育児時間） 

第２５条 生後１年末満の子を養育する女性パート職員から請求があったときは、休憩時

間のほか、日２ 回各々少なくとも ３０ 分の育児時間を与える。 

 

（生理休暇） 

第２６条 生理日の就業が著しく困難な女性パート職員が休暇を請求したときは、必要な

期間休暇を与える。 

 

第６章 賃金 

 

第１節 総則 

 

（賃金の計算期間及び支払日） 

第２７条 賃金は、毎月末日に締切り、翌月１０日に支払う。ただし、支払日が金融機関

の休業日にあたるときはその前営業日に支払う。 

 

（賃金の支払いと控除） 



 

 

第２８条 賃金は、通貨で、職員に対して直接に、その全額を支払う。ただし、職員の同

意を得た場合には、当財団の指定する金融機関への振込みにより支払うことができる。 

２ 次に掲げるものは賃金から控除するものとする。 

⑴ 源泉所得税 

⑵ 住民税 

⑶ 雇用保険及び社会保険の被保険者については、その保険料の被保険者の負担分 

⑷ その他職員の過半数を代表する者との書面による協定により控除することとしたも

の 

 

（欠勤等の扱い） 

第２９条 欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間については、１時間当たりの賃金額に

欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。 

 

（休暇・休業の賃金取扱い） 

第３０条 年次有給休暇、特別休暇は、所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃

金を支給する。 

２ 第２１条から第２６条に係る休暇等については、賃金は支給しない。 

 

第２節 基本給及び手当・昇給 

 

（賃金の構成） 

第３１条 賃金は次のとおりとする。 

⑴ 基本給 時間給とし、職務内容・技能・経験・職務遂行能力等を考慮して各人別に

決定する。 

⑵ 諸手当 

ア 通勤手当 公共交通機関を利用して通勤する職員には１か月の定期券代相当額を

支給する。また、自転車を含む自家用車等を利用して通勤する職員に支給する通勤

手当の月額は、通勤距離に応じて支給するものとする。なお、キロ当たりの単価は、

各年度に理事会において決定する。出勤日数が１０日未満のときは、出勤日数に応

じて日割計算した額とする。 

イ 役職手当 役職手当は、マネージャー以上の管理職および役員に対して定めるも

のとし、各年度に理事会において決定するものとする。役職手当の月額は、就業規

則別表「役職手当支給基準表」に定める額とする。この手当は、欠勤等の場合は第

２９条により日割計算とする。 

ウ 扶養手当 扶養家族のあるパート職員に対しての支給は就業規則第５６条から第

５８条に定めるところによる。 



 

 

エ 時間外勤務手当 法定所定労働時間を超えて労働させたときは、その時間につい

て基本給の２５％増しの割増賃金を支給する。 

オ 深夜勤務手当 午後１０時から午前５時までの深夜に労働させた場合には、その

時間について基本給の２５％増しの割増賃金を支給する。 

カ 所定休日出勤手当 所定休日に労働させたときは、その時間について基本給の２

５％増しの割増賃金を支給する。 

カ 休日出勤手当 法定休日に労働させたときは、その時間について基本給の３５％

増しの割増賃金を支給する。 

 

（昇給） 

第３２条 昇給は、毎年４月１日をもって、職務の変更等を考慮に入れ、理事会において

決定する。 

２ 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。 

３ 昇給額は、パート職員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 

 

（退職金） 

第３３条 勤続１０年以上のパートタイム労働者が退職し、又は解雇されたときは、退職

金を支給する。ただし、第４４条により懲戒解雇された場合は、退職金の全部又は一部

を支給しないことがある。 

２ 退職金の算定方法、支払い方法等に関する事項は、「退職金規程」に定める。 

 

（季節手当） 

第３４条 季節手当の支給月は、原則として年２回８月、３月とし、その額は、職員の勤

怠実績、勤務成果および当財団の財政状況を勘案し、年間で基本給３ヶ月分を上限に支

給する場合がある。当該の額は、代表理事が決定する。 

２ 季節手当の支給対象期間は、次のとおりとする。 

 夏季手当１月１日から６月 30 日期末手当７月１日から 12 月 31 日 

３ 季節手当の支給対象者は、支給対象期間の全て若しくは一部に在籍し、季節手当の支

給日現在に在籍する者を対象とし、代表理事が決定する。 

４ 前各項にかかわらず、当財団の業績、社会情勢等やむを得ない事由があるときは、支

給時期を延期し、又は支給しないことがある。 

 

第７章 安全衛生 

 

（遵守義務） 

第３５条 当財団は、パート職員の作業環境の改善を図り安全衛生教育、健康診断の実施

その他必要な措置を講ずる。 



 

 

２ パート職員は、安全衛生に関する法令、規則並びに当財団の指示を守り、当財団と協

力して労働災害の防止に努めなければならない。 

 

（健康診断） 

第３６条 引き続き１年以上雇用され、または１年以上の雇用の予定があるもので、週の

所定労働時間が２０時間を越える場合、定期健康診断を実施する。 

 

（安全衛生教育） 

第３７条 パート職員に対し、採用の際及び配置替え等により作業内容を変更した際には、

必要な安全衛生教育を行う。 

 

第８章 災害補償 

 

（災害補償） 

第３８条 パート職員が業務上の事由もしくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死

亡した場合は、労働者災害補償保険法に定める保険給付を受けるものとする。 

２ パート職員が業務上負傷しまたは疾病にかかり休業する場合の最初の３日間について

は、当財団は平均賃金の６０％の休業補償を行う。 

 

第９章 社会保険 

 

（社会保険等） 

第３９条 当財団は、パート職員について、労働保険、社会保険など、常態として法令に

定められた基準に達したときは加入の手続をとる。 

 

第１０章 教育訓練 

 

（教育訓練） 

第４０条 当財団はパート職員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図

るため、必要な教育訓練を行う。 

２ パート職員は当財団から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事情が

ない限り指示された教育訓練を受けなければならない。 

 

第１１章 表彰及び懲戒 

 

（表彰） 

第４１条 当財団は、パート職員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。 



 

 

⑴ 業務上有益な創意工夫、改善を行い、当財団の運営に貢献したとき 

⑵ 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき 

⑶ 事故、災害等を未然に防ぎ、または非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限に

とどめるなど特に功労があったとき 

⑷ 社会的功績があり、当財団およびパート職員の名誉となったとき 

⑸ 前各号に準ずる善行または功労のあったとき 

 

（懲戒） 

第４２条 当財団は、パート職員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ、

次の区分により懲戒を行う。 

⑴ けん貢 始末書を提出させて将来を戒める。 

⑵ 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、減給は１回の額が平均賃金の１日分

の５割を超えることはなく、また、総額が１賃金支払い期間における賃金の１割を超

えることはない。 

⑶ 出勤停止 始末書を提出させるほか、７日間を限度として出勤を停止し、その間の賃

金は支給しない。 

⑷ 懲戒解雇 即時に解雇する。 

 

（懲戒の事由） 

第４３条 パート職員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給また

は出勤停止とする。 

⑴ 正当な理由なく無断欠勤３日以上におよぶとき 

⑵ 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき 

⑶ 過失により当財団に損害を与えたとき 

⑷ 素行不良で当財団内の秩序または風紀を乱したとき 

⑸ 第５条に違反したとき 

⑹ その他この規則に違反し、または前各号に準ずる不都合な行為があったとき  

 

（懲戒解雇） 

第４４条 パート職員が次の各号の一に該当するときは懲戒解雇にすることがある。 

⑴ 正当な理由なく引き続き無届欠勤が１４日以上に及び出勤を督促しても応じないと

き。 

⑵ 主要な経歴を偽り、その他不正な手段により入職し重大な秩序違反の結果を生ぜし

めたとき。 

⑶ 当財団の重要な機密を正当な理由なく故意に漏洩し当財団に不利益を与え又は他に

利益を供したとき。 



 

 

⑷ 故意に災害を引き起こし又は重大な過失により当財団の設備等に重大な損害を与え

たとき。 

⑸ 故意に業務の能率を阻害し又は業務の遂行を妨げ当財団に損害を与えたとき。 

⑹ その他前各号に準ずる重大な行為のあったとき。 

 

附 則 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 



 

 

別表 年次有給休暇の付与日数表 

所定労働日数 

勤続した年数に応ずる休暇日数 

６ ヶ

月 

１ 年

６ ヶ

月  

２ 年

６ ヶ

月 

３ 年

６ ヶ

月 

４ 年

６ ヶ

月 

５ 年

６ ヶ

月 

６ 年

６ ヶ

月 

以上 

週３０時間 

以上 

週５日 

以上 

－ 

 

 

１０ １１ １２ １４ １６ １８ ２０ 

 

週４日 

年間 

１６９日 

～２１６日 

７ ８ ９ １０ １２ １３ １５ 

週３日 

年間 

１２１日 

～１６８日  

５ ６ ６ ８ ９ １０ １１ 

週２日 

年間 

７３日 

～１２０日  

３ ４ ４ ５ ６ ６ ７ 

週１日 

年間 

４８日 

～７２日 

１ ２ ２ ２ ３ ３ ３ 

 



ボランティア休暇規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の職員が自発的か

つ積極的に社会に貢献し当財団内では得られない知識・スキルを獲得すること、並びに

当財団外からの新たな知識・情報及び人脈を取り入れることの目的のため取得する休暇

（以下、ボランティア休暇という）の取り扱い等に関し、必要な事項を定めたものであ

る。 

 

（適用対象者） 

第２条 この規程は、就業規則にて定める全職員に適用する。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する者は対象から除外する。 

⑴ 勤続１年未満の者  

⑵ 休職期間中の者  

⑶ 育児休業及び介護休業中の者  

⑷ 就業規則第 ７１ 条にて出勤停止中の者  

⑸ ボランティア休暇申請日からさかのぼって１年以内に欠勤日数が所定労働日数の２ 

０％を超えたもの  

⑹ その他当財団が不適当と認めたもの  

 

 （条件） 

第３条 ボランティア休暇制度は、職員が自発的かつ積極的にボランティア活動に従事す

るための休暇を与えることが相当であると認められる場合に適用する。 

 

（ボランティア活動の範囲） 

第４条 本規程によるボランティア休暇制度の対象となるボランティア活動は、災害復興

支援のための活動とする。ただし、原則として日本国内において活動するものに限る。 

 

（休暇の日数） 

第５条 ボランティア休暇の日数は、１年間につき５日を限度とする。なお、この場合の

１年間とは毎年４月１日から翌年の３月３１日までの期間とする。 

２ 前項の休暇の単位は１日とし、分割又は連続して取得することができる。 

３ 未使用のボランティア休暇は次年度へ繰越すことはできない。 

 

（休暇取得の手続き） 

第６条 ボランティア休暇を取得しようとする者は、休暇開始の５営業日前までに「ボラ

ンティア休暇申請書」により当財団に申請し、その許可を得なければならない。 



 

（審査） 

第７条 当財団は職員からボランティア休暇の申請があったとき、遅滞なく所属⾧を通じ

て本人に許可の通知をするものとする。 

２ 当財団は業務の運営に支障をきたす恐れがあるときは、その時季を変更してボランテ

ィア休暇を許可することがある。 

 

（賃金の取扱い） 

第８条 ボランティア休暇を取得した日については、賃金は支給しない。 

２ ボランティア活動で報酬又は手当などが支給される場合は、所属⾧にその旨報告しな

ければならない。 

３ ボランティア活動に伴って発生する交通費、活動費等の費用は、職員の負担とする。 

 

（禁止） 

第９条 職員は、取得したボランティア休暇を本来の目的であるボランティア活動以外の

ために利用してはならない。 

 

（活動の報告） 

第１０条 ボランティア休暇を取得した職員は、ボランティア活動後、速やかに参加日時、

参加内容、感想等を記した報告書を当財団に提出しなければならない。 

 

（雑則） 

第１１条 ボランティア休暇は、年次有給休暇とは別に取り扱う。ただし、ボランティア

活動に年次有給休暇を利用することを妨げるものではない。 

２ ボランティア休暇を取得した日は、出勤率の算定上、出勤したものとみなす。 

 

附 則  

この規程は令和６年７月１日から施行する。  



リスク管理規程  

   

第１章 総則  

   

（目 的）  

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）におけるリスク

管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの防止及び当財団の損失の最小化を図

ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、当財団に所属するすべての理事、監事、及び正職員・契約職員・パ

ートタイム職員・ボランティアスタッフを含むすべての職員（以下、役職員という。）

に適用されるものとする。 

 

（定義） 

第３条 この規程においてリスクとは、当財団に物理的、経済的若しくは信用上の損失

又は不利益を生じさせるすべての可能性をいう。また具体的リスクとは、リスクが具

現化した事象を指し、次の事象等をいう。 

⑴ 信用の危機 不全な公益活動や欠陥のある情報の提供等によるイメージの低下 

⑵ 財政上の危機 収入の減少、費用の増大や資金の運用の失敗等による財政の悪化 

⑶ 人的危機 労使関係の悪化や役員間の内紛や代表者の承継問題等 

⑷ 外部からの危機 自然災害や事故、インフルエンザ等の感染症及び反社会的勢力

からの不法な攻撃等 

⑸ その他上記に準ずる緊急事態 

２ 前項の具体的リスクのうち、情報システムに係るものについては、理事会が別途定

める規程によるものとする。 

 

第２章 役職員の責務  

 

（代表理事） 

第４条 代表理事は、リスク管理を経営の基本方針の１つとし、リスク管理体制の整備

及び維持向上に努める。 

 

（役職員） 



第５条 役職員は、業務の遂行に当たって、法令、定款及び当財団の定める規程など、

リスク管理に関するルールを遵守しなければならない。 

 

（リスクに関する措置） 

第６条 役職員は、業務の遂行に当たって、具体的リスクを積極的に予見し、適切に評価

するとともに、当財団にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、その回避、

軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じなければならない。 

２ 役職員は、業務上の意思決定を求めるに当たっては、上位者に対し当該業務におい

て予見される具体的リスクを進んで明らかにするとともに、これを処理するための措

置について具申しなければならない。 

 

（具体的リスク発生時の対応） 

第７条 役職員は、具体的リスクが発生した場合には、これに伴い生じる当財団の損失

又は不利益を最小化するため、必要と認められる範囲内の初期対応を十分な注意をも

って行う。 

２ 役職員は、具体的リスク発生後、速やかに上位者に必要な報告をするとともに、そ

の後の処理については、上位者の指示に従い、関係する役職員と協議を行う。 

３ 役職員は、具体的リスクに起因する新たなリスクに備え、前条の措置を講ずる。 

 

（具体的リスクの処理後の報告） 

第８条 役職員は、具体的リスクの処理が完了した場合には、処理の経過及び結果につ

いて記録を作成し、代表理事に報告しなければならない。 

 

（理事会の役割） 

第９条 理事会は、常に当財団の活動を俯瞰し、リスク管理に関し必要な事項を審議・

検討するとともに、リスク管理に関し必要な事項を理事会に附議する。 

 

（クレームなどへの対応） 

第１０条 役職員は、口頭又は文書により会員・取引先・顧客などからクレーム・異議

などを受けた場合には、それらが重大な具体的リスクにつながるおそれがあることを

意識し、直ちに上位者に報告し、指示を受ける。 

２ 上位者は、クレーム・異議などの重要度を判断し、関係する役職員と協議の上、対

応しなければならない。 

 

（対外文書の作成） 



第１１条 役職員は、対外文書の作成については常にリスク管理を意識し、上位者の指

示に従うとともに、その内容が第３条第１項第１号の信用の危機を招くものでないこ

とを確認しなければならない。 

 

（守秘義務） 

第１２条 役職員は、この規程に基づく当財団のリスク管理に関する計画・システム・

措置などを立案・実施する過程において知り得た当財団及びその他の関係者に関する

秘密については、社内外を問わず漏えいしてはならない。 

 

第３章 緊急事態への対応 

 

（緊急事態への対応） 

第１３条 第３条第１項第４号の外部からの危機による具体的リスク等が発生し、当財

団をあげた対応が必要である場合（以下、緊急事態という。）は、代表理事をリスク管

理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとする。  

  

（緊急事態の範囲） 

第１４条 この規程において緊急事態とは、次の各号に掲げる事件によって、当財団及

びその事業所、又は役職員等にもたらされた急迫の事態をいう。  

⑴ 自然災害  

ア 地震、風水害などの災害  

⑵ 事故  

ア 爆発、火災、建物倒壊等の重大な事故  

イ 当財団の公益活動に起因する重大な事故  

ウ 役職員にかかる重大な人身事故  

⑶ インフルエンザ等の感染症  

⑷ 犯 罪  

ア 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝等並びに脅迫状の受領などの外部からの不法な

攻撃  

イ 当財団の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査  

ウ 役職員による背任、横領、暴力行為、情報漏洩等の不祥事  

⑸ その他上記に準ずる経営上の緊急事態  

   

（緊急事態の通報）  



第１５条 緊急事態の発生を認知した役職員は、速やかに事務局⾧へ通報しなければな

らない。  

２ 事務局⾧は、出張等で事務所を不在にする場合、自らに代わる緊急事態の通報先を

あらかじめ指定しておかなければならない。  

３ 通報に当たっては、迅速さを優先する。通報には原則電話を使用する。もし電話が

つながらない状況であれば、メール等の手段で通報し、その後通報が到達したかどう

かを必ず確認する。  

４ 事務局⾧又は事務局⾧不在時に代わって通報先に指定された者は、通報された内容

につき、代表理事に報告する。 

５ 正確な情報を待つために通報が遅れるようなことがあってはならない。そのような

場合は、情報の正確度を付し、適時中間通報を行うことを要する。 

 

（情報管理） 

第１６条 緊急事態発生の通報を受けた事務局⾧は、情報管理上の適切な指示を行う。 

 

（通報者の保護等） 

第１７条 通報者は必ず実名でなくてはならない。匿名の通報は受付けない。但し、当

財団は、通報者の同意がある場合を除き、通報者を特定しうる情報（以下、通報者情

報という。）を第三者に開示せず、相談・通報に関するすべての情報を厳正に管理し、

通報者が相談・通報したことにより、不利益を被ることが決してないよう、対処しな

ければならない。 

 

（緊急事態発生時の対応の基本方針） 

第１８条 緊急事態発生時においては、事務局⾧の指揮の下、次の各号に定める基本方

針に従い、対応することとする。ただし、次条に定める緊急事態対策室が設置される

場合は、同室の指示に従い、協力して対応することとする。 

⑴ 地震、風水害等の自然災害 

ア 人命救助を優先とする。 

イ 必要に応じ官公署へ連絡する。 

ウ 災害対策の強化を図る。 

⑵ 事故 

ア 爆発、火災、建物倒壊等の重大事故 

・人命救助と環境破壊防止を優先とする。 

・必要に応じ官公署へ連絡する。 

・事故の再発防止を図る。 



イ 当財団の公益活動に起因する重大事故 

・顧客、関係者の安全を優先とする。 

・必要に応じ官公署へ連絡する。 

・事故の再発防止を図る。 

ウ 役職員等にかかる重大人身事故 

・人命救助を優先とする。 

・必要に応じ官公署へ連絡する。 

・事故の再発防止を図る。 

⑶ インフルエンザ等の感染症 

・人命救助と伝染防止を優先とする。 

・必要に応じ官公署へ連絡する。 

・予防並びに再発防止を図る。 

⑷ 犯罪 

ア 建物の爆破、放火、誘拐、恐喝、脅迫などの外部からの不法な攻撃 

・人命救助を優先とする。 

・不当な要求に屈せず、警察と協力して対処する。 

・再発防止を図る。 

イ 当財団の法令違反及びその摘発等を前提とした官公庁による立入調査 

・真実を明らかにする。 

・再発防止を図る。 

ウ 役職員による背任、横領、暴力行為、情報漏洩等の犯罪及び不祥事 

・真実を明らかにする。 

・必要に応じ官公署へ連絡する。 

・再発防止を図る。 

⑸ その他上記に準ずる経営上の緊急事態 

ア 緊急事態に応じ上記に準じた対応をする。 

 

（緊急事態対策室） 

第１９条 当財団の事業運営に重大な影響があると想定される緊急事態が発生した場合

又はその発生が予想される場合、代表理事は緊急事態対策室（以下、対策室という。）

を設置し、緊急事態への対応にあたるものとする。 

 

（対策室の構成） 

第２０条 対策室の人事は、次のとおりとする。 

⑴ 室⾧ 代表理事 



⑵ リスク･マネジメントオフィサー 事務局⾧または事務局⾧不在時に代わって通報

先に指定された者 

⑶ 室員  室⾧が指名する関係役職員 

⑷ アドバイザー 緊急事態の対応に関する知見を持つ役職員または外部の専門家 

 

（対策室会議の開催） 

第２１条 対策室会議は、招集後直ちに、出席可能な者の出席により開催する。 

 

（対策室の実施事項） 

第２２条 対策室の実施事項は、次のとおりとする。 

⑴ 情報の収集・確認・分析 

⑵ 応急処置の決定・指示 

⑶ 原因の究明及び対策基本方針の決定 

⑷ 対外広報、対外連絡の内容、時期、窓口、方法の決定 

⑸ 対社内連絡の内容、時期、方法の決定 

⑹ 対策室からの指示、連絡ができないときの代替措置の決定 

⑺ 対策実施上の分担等の決定、及び対策実行の指示並びに実行の確認 

⑻ その他、必要事項の決定 

２ 直下型地震又はそれに類する事態（以下、直下型地震等という。）が発生した場合又

は発生が予想される場合は、別途定める「直下型地震等対策ガイドライン」に従うも

のとする。 

 

（役職員への指示・命令） 

第２３条 対策室は、緊急事態を解決するに当たって、必要と認められるときは、役職

員に対して一定の行動を指示・命令することができる。  

２ 役職員は、対策室から指示・命令が出されたときは、その指示・命令に従って行動

しなければならない。 

 

（調査チームの設置） 

第２４条 対策室は、原因究明と再発防止のため、関係する役職員、外部の専門家から

なる調査チームを設置することができる。  

 

（報道機関への対応） 

第２５条 緊急事態に関して、報道機関からの取材の申入れがあった場合は、緊急事態

の解決に支障を来たさない範囲において、取材に応じる。 



２ 報道機関への対応は、事務局⾧の職務とする。 

 

（届出） 

第２６条 緊急事態のうち、所管官公庁への届出を必要とするものについては、正確、

かつ迅速に所管官公庁に届け出る。  

２ 所管官公庁への届出は、事務局⾧がこれを行う。  

３ 事務局⾧は、所管官公庁への届出の内容について、予め代表理事の承認を得なけれ

ばならない。 

 

（是正措置）  

第２７条 対策室は、是正措置及び再発防止等を講じる必要がある場合、関係役職員に

対して、代表理事名にて是正措置命令を発出する。  

２ 是正措置命令を受けた役職員は、遅滞なく必要な対策、措置等を講じ、その実施状

況を記載した報告書を代表理事へ提出する。 

 

（理事会への報告） 

第２８条 対策室は、緊急事態解決策を実施したときは、その直後の理事会で、次の事

項を報告しなければならない。 

⑴ 実施内容 

⑵ 実施に至る経緯 

⑶ 実施に要した費用 

⑷ 懲罰の有無及びあった場合はその内容 

⑸ 今後の対策方針 

 

（対策室の解散） 

第２９条 緊急事態が解決し、かつ再発防止策が効力を発揮したとき、対策室を解散す

る。  

 

第４章 懲戒等  

 

（懲戒） 

第３０条 次のいずれかに該当する者は、その情状により、懲戒処分に付す。 

⑴ 具体的リスクの発生に意図的に関与した者 

⑵ 具体的リスクが発生するおそれがあることを予知しながら、その予防策を意図的

に講じなかった者 



⑶ 具体的リスクの解決について、当財団の指示・命令に従わなかった者 

⑷ 具体的リスクの予防、発生、解決等についての情報を、当財団の許可なく外部に

漏らした者 

⑸ その他、具体的リスクの予防、発生、解決等において当財団に不都合な行為を行

った者 

 

 （懲戒の内容） 

第３１条 前条の懲戒処分の内容は、監事を除く役員又は職員の情状により次のとおり

とする。 

⑴ 監事を除く役員については、戒告に処することがある。ただし、自主申告による

報酬減額を妨げない。また、理事会の決議により、その情状に関する情報を役員等

候補選出委員会に提供することができる。 

⑵ 職員については、就業規則に従い戒告、減給、諭旨退職、又は懲戒解雇とする。 

 

（懲戒処分の決定） 

第３２条 前条の懲戒処分は、監事を除く役員については理事会が決議し、職員につい

ては代表理事がこれを行う。 

 

第５章 雑則 

 

（緊急事態通報先一覧表） 

第３３条 事務局⾧は、緊急事態の発生に備えて、緊急事態通報先一覧表（以下、一覧表

という。）を作成し、これを関係者に周知徹底しなければならない。 

２ 一覧表は、少なくとも６カ月に１回点検の上、必要に応じて修正する等、常に最新

のものとするように努めなければならない。 

 

（一覧表の携帯等） 

第３４条 役職員は、一覧表又はこれに代わり得るものを常に携帯するとともに、常時

その所在又は通報先を明らかにしておかなければならない。 

２ 前項に規定する者を除く関係者も、緊急事態発生時の通報先を常に把握しておかな

ければならない。 

 

（改廃） 

第３５条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 



附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



 

 

  

育児・介護休業等に関する規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下「当財団」という。）の職員の育児・

介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のた

めの時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについ

て定めるものである。 

 

（育児休業） 

第２条 育児のために休業することを希望する職員であって、１歳に満たない子と同居し、

養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、有期契約職員にあ

っては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることが

できる。 

⑴ 入社１年以上であること 

⑵ 子が１歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること 

⑶ 子が１歳６か月（４の申出にあっては２歳）に達する日までに労働契約期間が満了

し、更新されないことが明らかでないこと 

２ 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業をしている場合、職員は、子が

１歳２か月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との

合計が１年を限度として、育児休業をすることができる。 

３ 次のいずれにも該当する職員は、子が１歳６か月に達するまでの間で必要な日数につ

いて育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則とし

て子の１歳の誕生日に限るものとする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第５条第３

項に基づく休業を子の１歳の誕生日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日

の翌日以前の日を開始日とすることができる。 

⑴ 職員又は配偶者が原則として子の１歳の誕生日の前日に育児休業をしていること 

⑵ 次のいずれかの事情があること 

ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳以降育児に当た

る予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難に

なった場合 

４ 前項にかかわらず、産前・産後休業等が始まったことにより第１項及び前項に基づく

育児休業が終了し、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等した職員は、子が１歳６

か月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 

５ 次のいずれにも該当する職員は、子が２歳に達する日までの間で必要な日数について、

育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の１歳６か

月の誕生日応当日とする。ただし、配偶者が育児・介護休業法第５条第４項に基づく休



 

 

  

業を子の１歳６か月の誕生日応当日から開始する場合は、配偶者の育児休業終了予定日

の翌日以前の日を開始日とすることができる。 

⑴ 職員又は配偶者が子の１歳６か月の誕生日応当日の前日に育児休業をしていること 

⑵ 次のいずれかの事情があること 

ア 保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合 

イ 職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、１歳６か月以降育児

に当たる予定であった者が死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困

難になった場合 

６ 前項にかかわらず、産前・産後休業等が始まったことにより第１項又は第３項から第

５項に基づく育児休業が終了し、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等した職員は、

子が２歳に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。 

７ 育児休業をすることを希望する職員は、原則として、育児休業を開始しようとする日

の１か月前までに、育児休業申出書を所属⾧に提出することにより申し出るものとする。

なお、第３項から第６項に基づく１歳を超える休業の場合は、２週間前までに、育児休

業申請書を所属⾧に提出ことにより申し出るものとする。 

８ 第１項に基づく申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき２回までと

する。 

⑴ 第３項に基づく申出は、産前・産後休業等が始まったことにより第１項、第３項又

は第４項に基づく休業が終了したが、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等した

場合を除き、一子につき１回限りとする。 

⑵ 第５項に基づく申出は、産前・産後休業等が始まったことにより第１項又は第３項

から第６項に基づく休業が終了したが、その産前・産後休業等に係る子等が死亡等し

た場合を除き、一子につき１回限りとする。 

９ 育児休業申出書が提出されたときは、当財団は速やかに当該育児休業申出書を提出し

た者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。 

 

（出生時育児休業） 

第３条 育児のために休業することを希望する日雇職員を除く職員であって、産後休業を

しておらず、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から８週間以内の子と同居し、

養育する者は、この規則に定めるところにより４週間（２８日）以内の期間の出生時育

児休業をすることができる。ただし、有期雇用職員にあっては、申出時点において、子

の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して８週間を経過する日の翌日から

６か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者

に限り、出生時育児休業をすることができる。 

２ 出生時育児休業をすることを希望する職員は、原則として、出生時育児休業を開始し

ようとする日の２週間前までに、出生時育児休業申出書を所属⾧に提出することにより

申し出るものとする。なお、出生時育児休業中の有期雇用職員が労働契約を更新するに



 

 

  

当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初日を出生時育

児休業開始予定日として、出生時育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。 

３ 第１項に基づく申出は、一子につき２回に分割できる。ただし、２回に分割する場合

は２回分まとめて申し出ることとし、まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場

合がある。 

４ 出生時育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該出生時育児休業申出

書を提出した者に対し、出生時育児休業取扱通知書を交付する。 

５ 出生時育児休業中に就業することを希望する職員は、出生時育児休業中の就業可能日

等申出書を休業前日までに所属⾧に提出すること。 

６ 当財団は、前項の申出があった場合は、申出の範囲内の就業日等について、申出書を

提出した職員に対して提示する。職員は提示された就業日等について、出生時育児休業

中の就業日等の同意・不同意書を所属⾧に提出すること。休業前日までに同意した場合

に限り、休業中に就業することができる。会社と職員の双方が就業日等に合意したとき

は、会社は速やかに出生時育児休業中の就業日等通知書を交付する。 

 

（介護休業） 

第４条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申出により、介護を必要とする家族１

人につき、通算９３日までの範囲内で３回を上限として介護休業をすることができる。

ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限

り、介護休業をすることができる。ただし、有期雇用職員にあっては、申出時点におい

て、介護休業開始予定日から９３日を経過する日から６か月を経過する日までに労働契

約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、介護休業をすることがで

きる。 

２ 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、２

週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。 

⑴ 配偶者 

⑵ 父母 

⑶ 子 

⑷ 配偶者の父母 

⑸ 祖父母 

⑹ 兄弟姉妹 

⑺ 孫 

⑻ 上記以外の家族で会社が認めた者 

３ 前項の要介護状態に満たない場合でも、当財団が休業の必要があると認めた場合には

介護休業をすることができる。 

４ 介護休業をすることを希望する職員は、原則として、介護休業を開始しようとする日

の２週間前までに、介護休業申出書を所属⾧に提出することにより申し出るものとする。 



 

 

  

５ 介護休業申出書が提出されたときは、当財団は速やかに当該介護休業申出書を提出し

た者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。 

 

（子の看護休暇） 

第５条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、又は疾病にかか

った当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、

就業規則第３０条及びパートタイム労働者就業規則第１９条に規定する年次有給休暇と

は別に、当該子が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき１０

日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月

１日から翌年３月３１日までの期間とする。 

２ 子の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得するこ

とができる。 

 

（介護休暇） 

第６条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員（パート職員含む）は、就

業規則第３０条及びパートタイム労働者就業規則第１９条に規定する年次有給休暇とは

別に、対象家族が１人の場合は１年間につき５日、２人以上の場合は１年間につき１０

日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の１年間とは、４月１日

から翌年３月３１日までの期間とする。 

２ 介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得することが

できる。  

 

（育児・介護のための所定外労働の制限） 

第７条 ３歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため、又は要介護状態にあ

る家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運

営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。 

２ 申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、制限を

開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限

開始予定日の１か月前までに育児・介護のための所定外労働制限申出書を所属⾧に提出

するものとする。 

 

（育児・介護のための時間外労働の制限） 

第８条 小学校第３学年修了までの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護

状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規

則第２８条及びパートタイム労働者就業規則第１８条の規定並びに時間外労働に関する

協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、１か月について２４時

間、１年について１５０時間を超えて時間外労働をさせることはできない。 



 

 

  

２ 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は育児のための時間外労働の制限及

び介護のための時間外労働の制限を申し出ることができない。 

⑴ 日雇職員 

⑵ 入社１年未満の職員 

⑶ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、制限を

開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限

を開始しようとする日の１か月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を

所属⾧に提出するものとする。 

 

（育児・介護のための深夜業の制限） 

第９条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は

要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、

就業規則第２８条及びパートタイム労働者就業規則第１８条の規定にかかわらず、事業

の正常な運営に支障がある場合を除き、午後１０時から午前５時までの間に労働させる

ことはできない。 

２ 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は深夜業の制限を申し出ることがで

きない。 

⑴ 日雇職員  

⑵ 入社１年未満の職員  

⑶ 申出に係る家族の１６歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する職員 

ア 深夜において就業していない者であること。なお、１か月について深夜における

就業が３日以下の者を含む。 

イ 心身の状況が申出に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であるこ

と 

  ウ ６週間以内に出産予定でなく、かつ産後８週間以内でない者であること。なお、

多胎妊娠の場合にあっては、１４週間以内に出産予定でなく、かつ産後８週間以内

でない者とする。 

エ １週間の所定労働日数が２日以下の職員 

オ 所定労働時間の全部が深夜にある職員 

３ 申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上６か月以内の期間について、制限

を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制

限を開始しようとする日の１か月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を所

属⾧に提出するものとする。 

 

（育児短時間勤務） 



 

 

  

第１０条 ３歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、就業規則第２５条

の所定労働時間について、原則として６時間に変更することができる。ただし、当財団

が認めた場合は、本人の希望する所定労働時間に短縮変更することができる。 

２ 始業及び終業の時刻及び所定労働日数は、育児の状況を勘案し、職員と相談の上、個

人ごとに定める。ただし、１歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途３０分ずつ２

回の育児時間を請求することができる。 

３ 第１項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員からの育児短時間勤務の申出は拒

むことができる。 

⑴ 日雇職員 

⑵ １日の所定労働時間が６時間以下である職員 

４ 申出をしようとする者は、１回につき、１か月以上１年以内の期間について、短縮を

開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮

を開始しようとする日の１か月前までに、短時間勤務申出書により所属⾧に申し出なけ

ればならない。 

 

（介護短時間勤務） 

第１１条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、就業規則第２

５条の所定労働時間について、原則として６時間に変更することができる。ただし当財

団が認めた場合は、本人の希望する所定労働時間に短縮変更することができる。 

２ 始業及び終業の時刻及び所定労働日数は、介護の状況を勘案し、職員と相談の上、個

人ごとに定める。 

３ 第１項にかかわらず、日雇職員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。  

４ 介護のための短時間勤務をしようとする者は、対象家族１人当たり利用開始の日から

３年の間で２回までの範囲内で、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとす

る日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の２週間前までに、短時

間勤務申出書により所属⾧に申し出なければならない。  

 

（給与等の取扱い） 

第１２条 基本給その他の月ごとに支払われる給与の取扱いは次のとおりとする。 

⑴ 育児・介護休業をした期間については、支給しない 

⑵ 第５条及び第６条の制度の適用を受けた日又は時間については、無給とする 

⑶ 第１０条及び第１１条の制度の適用を受けた期間については、別途定める就業規則

第６章に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の

全額を支給する 

２ 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に

定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。なお、第５条か



 

 

  

ら第７条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみ

なす。  

３ 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、

出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、その算定対象期間に第１０条及

び第１１条の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は、

支給しない。第５条から第７条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤

務をしているものとみなす。 

４ 退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間は勤務したものとして勤続年

数を計算するものとする。また、第５条～第７条の制度の適用を受けた日又は期間につ

いては、通常の勤務をしているものとみなす。 

５ 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした

日は出勤したものとみなす。 

  

（育児休業等に関するハラスメントの防止） 

第１２条 すべての職員は第２条から第１１条の制度の申出・利用に関して、当該申出・

利用する職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。 

２ 前項の言動を行ったと認められる職員に対しては、就業規則第７２条及び第７３条に

基づき、厳正に対処する。 

  

（法令との関係） 

第１３条 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の

制限、時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、

この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところ

による。 

 

附 則 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 



  

印章取扱規程 
 

（目的）  

第１条 本規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、「当財団」という。）において使用する

印章の取扱等に関し、必要な事項を定めること目的とする。  

 

（印章管理責任者） 

第２条 印章管理責任者は、事務局⾧とする。 

 

（印章の種類） 

第３条 本規程おいて印章とは、下記に掲げるものをいう。 

⑴ 法人印 

⑵ 銀行印 

⑶ 契印 

⑷ 電子署名・電磁的処理  

 

（印章の形状、寸法等）  

第４条 印章の形状及び寸法等は、別表のとおりとする。  

２ 印章の書体は、明瞭であって、印材は容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用す

るものとする。 

 

（印章の押なつ）  

第５条 当財団外に発する文書には、下記により印章を押なつする。  

⑴ 法人印  

ア 代表理事名をもって発行する対外文書に併用 

イ 単独に法人名をもって発行する対外文書 

ウ 登記等の関係書類、その他法令で登録印の使用が定められている書類 

エ 印鑑証明書の添付を要する書類 

オ 代表理事名をもってする重要契約書等  

⑵ 銀行印  

ア 銀行の手続きに関する書類 

⑶ 契印  

イ 代表理事名をもって発行する通知、注文書等の対外文書等 

⑷ 電子署名・電磁的処理電子ファイルによる文書 

⑸ 印章の押なつを必要とするときは、その文書の稟議及び印章の押なつを必要とする

文書を添えて事務局⾧に提出しなければならない。 



  

⑹ 前項の規定により文書が提出されたときは、印章管理責任者において発出文書の内

容を確認し、所定の印章押なつ簿に必要な事項を記載し、印章を押なつするものとす

る。但し、第３条第１項第３号の印章を押なつする場合は、事務局⾧の承認を受け、

活動実施担当者の責任において押なつすることができる。 

 

（印影印刷物） 

第６条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合は、印章管理責任者の承認を受け

て、第３条第１項第１号および同第３号の印章を印刷に付させることができる。 

 

（押印の省略） 

第７条 次の各号にあげる文書については、印章管理責任者の承認を受けて、押印を省略

することができる。  

⑴ この法人の役員及び職員宛に発信する照会、回答、通知、報告、依頼及び理事会及

び評議員会を除く会議の通知等の事務連絡に関する文書。ただし、総務部⾧が特に重

要な文書として指定するものを除く。 

⑴ 刊行物、パンフレット、資料等の送付文書及びこれらに関する文書  

⑵ この法人の権利義務に関係のない、関連する事案が軽微な文書  

⑶ ほか、印章管理責任者が特に指定する文書  

 

（印章の取扱担当者） 

第８条 印章の取扱担当者は、印章管理責任者が指名する。 

⑴ 印章の取扱担当者は、盗難、盗用、紛失等のないよう厳重に管理しなければならな

い。 

⑵ 印章を事務局外に持ち出して使用する場合は、所定の持出承認簿に記載し、印章管

理責任者の承認を受けなければならない。 

 

（特例） 

第９条 特別の用途に使用する印章であって、第３条の規定によりがたいものについては、

同条の規定にかかわらず、代表理事の承認を受け、適宜その形状、寸法を定めることが

できる。 

 

（細則） 

第１０条 本規程を実施するために必要な事項については、代表理事が別に定める。  

 

（本規程の改廃） 

第１１条 本規程の改廃については、理事会が決定する。 

 





監事監査規程 
 

第１章 総則  

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）における監事の監

査に関する基本的な事項を定めたものであり、監事の監査は、法令及び定款に定めるも

ののほかはこの規程による。 

 

（基本理念） 

第２条 監事は、当財団の機関として、理事と相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を

行うことにより、当財団の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂

行に寄与するものとする。 

 

（職能） 

第３条 監事は、理事の職務の執行を監査し、理事の職務執行に適法性を欠く事実又はそ

のおそれのある事実若しくは著しく不当な事実を発見したときは、理事会に対し遅滞な

く報告しなければならない。 

 

（職責） 

第４条 監事は、監査機能の充実・強化を図るため、積極的に監査に必要な情報の入手に

心掛けなければならない。 

２ 監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集に努め、業務の実態を把握

していなければならない。 

３ 監事は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。 

４ 監事が複数人いる場合、監事は、職務の遂行上知り得た重要な情報を、他の監事と共

有するよう努めなければならない。 

 

（業務・財産調査権） 

第５条 監事は、いつでも、理事及び関係部門に対し事業の報告を求め、又は当財団の業

務及び財産の状況を調査することができる。 

 

（理事等の協力） 

第６条 監事が、前条の職務を遂行する場合は、当財団の理事及び職員はこれに協力する

ものとする。 

 

（各監事の独立性） 



第７条 監事が複数人いる場合、監事に付与されている権限は、各監事が独立して行使で

き、また監事に課されている義務は、各監事がそれぞれ負うものとする。 

 

第２章 監査の実施 

 

（監査事項） 

第８条 監事は、監査事項について、調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行う

ものとする。 

 

（会議への出席） 

第９条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなら

ない。 

２ 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。 

２ 監事は、理事会または評議員会に出席できなかった場合には、その審議事項について

報告を受け、又は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。 

３ 監事は、理事会及び評議員会以外の重要な会議に出席し、意見を述べることができ

る。 

 

第３章 監事の意見陳述等 

 

（理事会に対する意見陳述義務） 

第１０条 監事は、理事の職務の執行又はその他の者の業務上の行為が法令・定款に違反

し、若しくは違反するおそれがあるとき、又は著しく不当であると認めたときは、遅滞

なく理事会に報告しければならない。 

２ 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事に対し理事

会の招集を請求し、又は自ら理事会を招集することができる。 

３ 監事は、業務の執行に当たり当財団の業務の適正な運営・合理化等又は当財団の諸制

度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。 

 

（差止請求） 

第１１条 監事は、理事が当財団の目的の範囲外の行為その他法令・定款に違反する行為

をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、これにより当財団に著しい

損害を生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為の差止めを請求すること

ができる。   

 

（理事の報告） 



第１２条 監事は、理事が当財団に著しい損害が発生するおそれのある事実を発見したと

きは、その事実の報告を受けるものとする。 

 

（会計方針等に関する意見） 

第１３条 監事は、理事が会計方針及び計算書類等の記載方法を変更する場合には、予め

変更の理由について報告するよう求めることができる。 

２ 監事は、会計方針及び計算書類等の記載方法について疑義があるときは、理事に意見

を述べることができる。 

 

（評議員会への報告） 

第１４条 監事は、評議員会に提出される議案及び書類について違法又は著しく不当な事

項の有無を調査し、必要な場合には評議員会に報告する。 

 

（評議員会における説明義務） 

第１５条 監事は、評議員会において評議員が質問した事項については、議⾧の議事運営

に従い説明する。 

 

（監事の任免・報酬に関する評議員会における意見陳述） 

第１６条 監事は、その選任・解任及び報酬について、評議員会において意見を述べるこ

とができる。 

 

第４章 監査の報告 

 

（計算書類等の監査） 

第１７条 監事は、理事から事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書を受領

し、これらの書類について監査事項を監査する。 

 

（監査報告書） 

第１８条 監事は、日常の監査を踏まえ、前条の監査を経て、法令の規定に従い、監査報

告書を作成する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意見を記載する。 

２ 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、記名押印をするものとする。 

３ 監事は前項の監査報告書を、理事に提出する。 

 

第５章 雑則  

 

（監査補助者） 



第１９条 監事の職務執行の補助機関に関する事項については、監事と理事との協議によ

って定める。 

 

（監査の費用） 

第２０条 監事は、職務執行のため必要と認める費用をこの法人に対して請求することが

できる。 

 

（改正措置） 

第２１条 この規程の改正は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



金銭出納規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の経理規程第２３ 

条に基づき、金銭の出納および残高管理に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（金銭の範囲） 

第２条 この規程における金銭とは、経理規程第２１条に定められた現金及び預金をい

う。 

 

（金銭の管理） 

第３条 金銭は、原則として当財団の銀行預金口座へ預け入れる。 

２ 会計責任者は、日々の現金支払いに充てるため、手持現金をおくことができる。ただ

し、手持現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最少額にとどめるものとする。 

 

（金銭支払業務の遂行） 

第４条 金銭の支払にあたっては、以下に掲げるとおり、それぞれの者がその業務を遂

行するものとする。 

⑴ 活動実施担当者 実施した活動に関する金銭支払の起案 

⑵ 活動実施責任者 活動実施担当者が起案した金銭支払の承認 

⑶ 会計事務担当者 活動実施責任者が承認した支払に関する金銭出納の起案 

⑷ 会計責任者 会計事務担当者が起案した金銭出納の承認 

２ 内部統制の観点から、可能な限り以下の分担をする。 

⑴ 活動実施者と会計事務担当者は別者とする。 

⑵ 活動責任者と会計責任者は別者とする。 

 

（金銭支払手続） 

第５条 金銭の支払にあたって、活動実施担当者は、事前に支払申請書等により、活動

実施責任者の承認を得る。活動実施責任者は、以下のことを確認した上で、金銭支払

の承認を行う。 

⑴ 当財団の費用負担とすることが妥当であること 

⑵ 支払金額が、当財団の規程、契約等に照らして妥当であること 

２ 会計事務担当者は、金銭支払にあたり、その他取引を証する書類に基づいて以下の

ことを確認し、会計責任者の承認を得た上で出納手続を行う。 

⑴ 活動実施責任者の承認が得られていること 

⑵ 支払先、支払金額が正しいこと 



⑶ 勘定科目が正しいこと 

 

（金銭支払方法） 

第６条 銀行振込により支払を行う場合は、原則として銀行のインターネットバンキン

グを利用する。その際、以下の設定を行う。 

⑴ 振込データ作成者と振込データ承認者は別者とする。 

⑵ 振込データ作成者は、作成したデータの承認はできない。振込データ承認者はデ

ータの作成はできない。 

⑶ 振込データ承認者は、役職者とする。 

⑷ 必要に応じて、承認可能金額の上限を設定する。 

２ 以下の場合は銀行のインターネットバンキングを利用せず、預金払出票により支払

を行うことができる。 

⑴ 税金・公共料金の支払。ただし、税金・公共料金支払依頼書用紙がある場合は、

これを使用する。 

⑵ 手持現金用の現金引き出し 預金払出票による支払については、事前に必ず会計

責任者の承認を得て、承認の得られた取引にのみ、銀行印を押印して支払を行う。 

３ 前項以外の目的で銀行口座から預金を引き出す場合は、あらかじめ引き出し限度額

の設定された銀行のキャッシュカードを使用し、事前に必ず会計責任者の承認を得た

上で現金を引き出す。 

４ 定例的に支払われる費用については、支払先の要望があれば、預金自動振替による

支払を行うことができる。 

５ 手持現金により支払を行う場合は、以下の点を遵守する。 

⑴ 会計事務担当者は、出金時に会計責任者の承認を得る。 

⑵ 会計責任者は、役職者とする。 

⑶ 現金受渡し時に、現金受領者の確認印またはサインを受領する。 

６ 小切手及び手形による支払は行わないものとする。 

 

（支払期日） 

第７条 金銭の支払は、別に定める一定日に行うものとする。ただし、やむを得ない支

払いについてはこの限りでない。 

 

（領収証の受領） 

第８条 金銭の支払いについては、 最終受取人の署名のある領収証を受け取らなければ

ならない。ただし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払

証明書をもってこれに代えることができる。 

２ 銀行振込の方法により支払いを行う場合は、前項による領収証を受け取らないこと

ができる。 



 

（金銭受領手続） 

第９条 当財団が発行した請求書にもとづき金銭を受領した場合、会計事務担当者は、

金銭支払者、受領金額を請求書と照合し、齟齬がないことを確認する。 

２ 当財団が発行した請求書にもとづかない金銭を受領した場合、会計事務担当者は、

活動実施担当者にその内容を確認し、当財団が受領すべき金銭であるかどうかを判断

しなければならない。 

 

（領収証の発行） 

第１０条 金銭を受領した場合は、所定の様式による領収証を発行し、金銭支払者に交

付する。ただし、銀行振込による場合は、領収証の発行を省略することができる。 

２ 活動実施責任者および会計責任者が認めた場合は、金銭の受領前にあらかじめ領収

証を発行することができる。この場合、活動実施責任者は活動終了後、領収書の発行

内容を文書で会計責任者に報告するものとする。 

 

（印鑑等の管理） 

第１１条 銀行印の保管、管理については、印章取扱規定に従う。 

２ 手持現金および預金通帳は、常に鍵のかかる場所で保管する。会計事務担当者は、

退社時に必ず施錠する。 

 

（金銭出納の記帳） 

第１２条 会計事務担当者は、金銭出納後、以下の記録をする。 

⑴ 毎月５日までに、銀行預金通帳の記帳 

⑵ 手持現金出納の都度、手持現金出納帳に支払年月日、支払先および支払金額の記 

帳  

 

（現預金残高の管理） 

第１３条 預金の残高は、毎月末の残高を翌月１０日までに、預金残高明細書、預金通

帳、経理帳簿を突合することにより確認し、会計責任者に報告する。  

２ 手持現金の残高は、毎月末の残高を翌月第１営業日の午前１０時までに、手持現金

出納帳、手持現金現物、経理帳簿を突合することにより確認し、その結果を会計責任

者に報告する。 

 

（金銭の過不足） 

第１４条 金銭に過不足が生じたときは、会計事務担当者は遅滞なく会計責任者に報告

し、その処置については、会計責任者の指示を受けなければならない。  

 



（現預金等の紛失）  

第１５条 会計事務担当者は、金銭、通帳、銀行印等の紛失、または盗難事故にあった

場合には速やかに会計責任者に報告し、その指示を仰ぐ。 

２ 会計責任者は、前項の報告を受けた場合には、速やかに預金出納停止手続その他適

切な応急処置を講じ、事故防止に努めなければならない。 

 

（規程の改廃）  

第１６条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。  

  

附 則 

この規程は令和６年７月１日より施行する。 



経理規程 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）における経理処理

に関する基本を定めたものであり、財務及び会計のすべての状況を正確かつ迅速に把握

し、当財団の事業活動の計数的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、当財団の経理業務のすべてについて適用する。 

 

（経理の原則） 

第３条 当財団の経理は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、公益法人会計基準

（２００８年４月１１日内閣府公益認定等委員会）および一般に公正妥当と認められる

公益法人の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。  

   

（会計年度） 

第４条 当財団の会計年度は、定款の定める事業年度に従い、毎年４月１日から翌年３月

末日までとする。  

   

（会計区分） 

第５条 当財団の会計区分は、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計に区分す

る。 

２ 必要に応じて、前項の会計区分内にさらに細分化された会計区分を設けることができ

るものとする。 

 

（経理責任者） 

第６条 当財団の経理責任者は、事務局⾧とする。 

２ 経理責任者は、必要に応じて経理業務の一部を遂行する業務担当者を任命することが

できる。 

３ 経理責任者は、第１条に定める目的を達成するために必要な事項を決定し、また決定

された事項の遵守を監視する責務を負う。 

４ 前項の責務は、第４９条に基づき経理業務を第三者に委託した場合であっても、これ

を免れることができない。 

５ 経理責任者は、業務マニュアル等の文書を作成し、業務担当者の業務が円滑に遂行で

きるよう努めなければならない。 



 

（帳簿書類の保存･処分） 

第７条 経理に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は次のとおりとする。 

⑴ 財務諸表        永久 

⑵ 収支予算書       永久 

⑶ 会計帳簿及び会計伝票  ７年 

⑷ 証憑書類        ７年 

⑸ その他の書類      ５年 

２ 前項の保存期間は、決算に関する定期理事会終結の日から起算するものとする。 

３ 帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認によっ

て行う。廃棄処分にした文書は、廃棄文書簿に文書名、廃棄年月日を記入する。 

 

第２章 勘定科目及び帳簿組織 

 

（勘定科目の設定） 

第８条 当財団の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するため必

要な勘定科目を設ける。 

２ 勘定科目の設定は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して行うもの

とする。 

３ 各勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表による。 

 

（会計処理の原則） 

第９条 会計処理を行うに当たっては、特に次の原則に留意しなければならない。 

⑴ 貸借対照表における資産、負債及び正味財産、正味財産増減計算書における一般正

味財産及び指定正味財産についての増減内容は、総額をもって処理し、直接項目間の

相殺を行ってはならない。 

⑵ 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成

しなければならない。 

⑶ 会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示方法は、毎会計年度これを継続し

て適用し、みだりに変更してはならない。 

⑷ 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続き並びに財務諸表の表示

方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができ

る。 

 

（会計帳簿） 

第１０条 会計帳簿は、次のとおりとする。 

⑴ 主要簿 



ア 仕訳帳 

イ 総勘定元帳 

⑵ 補助簿 

ア 現金出納帳 

イ 預金出納帳 

ウ 固定資産台帳 

工 基本財産台帳 

オ 特定資産台帳 

カ 会費台帳 

キ 指定正味財産台帳 

ク その他必要な勘定補助簿 

２ 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代える。 

３ 補助簿は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と照

合して齟齬のないように作成しなければならない。 

  

（会計伝票） 

第１１条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 

２ 会計伝票は、下記の諸票を総称するものである。 

⑴ 通常の経理仕訳伝票 

⑵ コンピュータ会計における、インプットのための所定様式による会計原票 

⑶ コンピュータを基幹とする情報システムの情報処理過程でつくられる会計情報につ

いての諸票類のうち、会計原票と認定した諸票 

３ 会計伝票は、次のとおりとし、その様式は別に定める。 

⑴ 入金伝票 

⑵ 出金伝票 

⑶ 振替伝票 

３ 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は会計伝票との関連付けが明らかとなるよ

うに保存するものとする。 

４ 会計伝票及び証憑には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。 

５ 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明

瞭に記載しなければならない。 

 

（証憑） 

第１２条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。 

⑴ 請求書 

⑵ 領収書 

⑶ 証明書 



⑷ 稟議書及び上申書 

⑸ 検収書、納品書及び送り状 

⑹ 支払申請 

⑺ 各種計算書 

⑻ 契約書、覚書その他の証書 

⑼ その他取引を裏付ける参考書類 

 

（記帳） 

第１３条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。 

２ 補助簿は、会計伝票又はその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。 

３ 毎月末において補助簿の借方、貸方の合計および残高は、総勘定元帳の当該勘定科目

の金額と照合確認しなければならない。 

 

（帳簿の更新） 

第１４条 帳簿は、原則として会計年度ごとに更新する。 

 

第３章 収支予算 

 

（収支予算の目的） 

第１５条 収支予算は、各事業年度の事業計画の内容を明確な計数をもって表示し、かつ、

収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（収支予算書の作成） 

第１６条 収支予算書は、事業計画に基づき毎会計年度開始前に代表理事が作成し、理事

会の承認を得て確定する。 

２ 収支予算書は、正味財産増減計算書に準ずる様式をもって作成する。 

 

（収支予算の執行） 

第１７条 各事業年度における費用の支出は、収支予算書に基づいて行うものとする。 

２ 収支予算の執行者は、代表理事とする。 

 

（支出予算の流用） 

第１８条 予算の執行にあたり、各科目間において相互に流用しないこととする。ただし、

代表理事が予算の執行上必要があると認めたときは、その限りとしない。 

 

（補正予算） 



第１９条 予算の作成後に生じた事由により、予算に変更を加える必要がある場合には、

代表理事は補正予算を作成して理事会に提出し、その承認を得なければならない。 

 

（暫定予算） 

第２０条 やむを得ない理由により会計年度開始までに予算を決定できないときは、予想

される一定期間について、理事会の決議を経て、前年度の計上予算の範囲で暫定予算と

して執行する。 

２ 予算が成立したときは、暫定予算は失効し、既に執行済みのものについては、これを

確定した年度予算の執行とみなす。 

 

第４章 金銭 

 

（金銭の範囲） 

第２１条 この規程において金銭とは、現金及び預金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書、振替預金証書及び官公署の支払通知書をい

う。 

３ 手形及びその他の有価証券は、金銭に準じて取扱うものとする。 

 

（会計責任者） 

第２２条 金銭の出納、保管については、その責に任じる会計責任者を置かなければなら

ない。 

２ 会計責任者は、経理責任者が任命する。 

３ 会計責任者は、金銭の保管及び出納事務を取扱わせるため、会計事務担当者を置くこ

とができる。 

 

（金銭出納規程） 

第２３条 金銭の出納および残高管理に関する事項は、別に定める「金銭出納規程」に従

うものとする。 

 

第５章 財務 

 

（資金計画） 

第２４条 年度事業計画及び収支予算書に基づき、経理責任者は速やかに年次及び月次の

資金計画を作成し、代表理事の承認を得なければならない。 

 

（資金の調達） 



第２５条 当財団の事業運営に要する資金は、基本財産及び運用財産より生ずる利息、配

当金、その他の運用収入並びに会費、入会金、寄付金、助成金、補助金、事業収入、そ

の他の収入によって調達するものとする。 

 

（資金の借入れ） 

第２６条 前条に定める収入により、なお資金が不足する場合又は不足する恐れがある場

合には、金融機関等からの借入金により調達するものとする。 

２ 借入金については、期間の⾧短を問わず、借入の目的、理由、限度額、利率及び償還

方法等を予算で定め、理事会で承認を得た上で、理事会にて承認された借入金限度額の

範囲内で行う。 

３ 前項の理事会にて承認された借入金限度額が設けられていないときに、短期の借入れ

をしようとするときは、理事会の決議を経なければならない。 

 

（資金の運用） 

第２７条 当財団の資金を、預金以外の方法で運用する場合は、資金運用規程を別に定め、

理事会の承認を得なければならない。 

 

（金融機関との取引） 

第２８条 金融機関との預金取引、手形取引、その他の取引を開始又は廃止する場合は、代

表理事の承認を得て経理責任者が行う。 

２ 金融機関との取引は、代表理事の名をもって行う。 

 

第６章 固定資産 

 

（固定資産の範囲） 

第２９条 この規程において、固定資産とは次の各号をいい、基本財産、特定資産及びそ

の他固定資産に区別する。 

⑴ 基本財産 理事会が基本財産とすることを決議した財産 

⑵ 特定資産 使途、保有、運用方法等に制約のある預金、有価証券等の金融商品・退

職給付引当資産・減価償却引当資産(ただし、基本財産とされたものは除く)。その他

特定の資産の取得又は改良に充てるため、理事会の承認を得て保有する資金 

⑶ その他固定資産 基本財産及び特定資産以外の資産で、耐用年数が１年以上で、か

つ、取得価額が１０万円以上の資産 

 

（固定資産の取得価額） 

第３０条 固定資産の取得価額は、次の各号による。 

⑴ 購入により取得した資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付帯費用を加えた 



 額 

⑵ 自己建設又は製作により取得した資産は、建設又は製作に要した費用の額 

⑶ 交換により取得した資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額 

⑷ 贈与により取得した資産は、その資産の取得時の公正な評価額 

 

（固定資産の購入） 

第３１条 固定資産の購入は、稟議書に見積書を添付して、事前に起案者から経理責任者

に提出しなければならない。 

２ 前項の稟議書については、代表理事の決裁を受けなければならない。 

 

（有形固定資産の改良と修繕） 

第３２条 有形固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延⾧するために要した金額は、

これをその資産の価額に加算するものとする。 

２ 有形固定資産の原状に回復するために要した金額は修繕費とする。 

 

（固定資産の管理） 

第３３条 固定資産の業務担当者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移

動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。 

２ 有形固定資産に移動及び毀損、滅失があった場合は、固定資産の業務担当者は、経理

責任者に通知し帳簿の整備を行わなければならない。 

 

（固定資産の登記･付保） 

第３４条 不動産登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなければならない。

また、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産については、適正な価額の損害

保険を付し、付保状況を固定資産台帳に記録しなければならない。 

 

（固定資産の売却、担保の提供） 

第３５条 固定資産を売却するときは、定款の規定による評議員会又は理事会の承認が必

要なものはその承認を経て、経理責任者は、稟議書に売却先、売却見込代金、その他必

要事項を記載の上、代表理事の決裁を受けなければならない。 

２ 固定資産を借入金等の担保に供する場合は、前項の定めに準ずるものとする。 

 

（固定資産の貸与） 

第３６条 固定資産は、適正な対価なくして貸与してはならない。ただし、特に必要があ

るときは、理事会の承認を得た上で、無償貸与することができる。 

 

（減価償却） 



第３７条 固定資産の減価償却については、毎会計年度末に定額法によりこれを行う。  

２ 定額法により毎会計年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理するものとす

る。 

３ 減価償却資産の耐用年数は、｢減価償却資産の耐用年数等に関する省令｣(昭和４０年大

蔵省令第１５号)に定めるところによる。 

 

（現物の照合） 

第３８条 固定資産の管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度１回以

上は、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整備

を行わなければならない。 

 

第７章 決算 

 

（決算の目的） 

第３９条 決算は、一会計期間の会計記録を整理し、事業活動の成果を計算するととも

に、収支状況、財産の増減状況及び各会計期間末日の財政状態を明らかにすることを

目的とする。 

 

（月次決算） 

第４０条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の計算書類を作成しなければな

らない。 

⑴ 合計残高試算表 

⑵ 正味財産増減計算書 

⑶ 貸借対照表 

２ 前項の計算書類は、理事会から求められた場合、速やかに提出しなければならない。 

３ 理事及び監事は、第１項の計算書類をいつでも閲覧することができる。 

 

（決算整理事項） 

第４１条 年度決算においては、通常の月次決算のほか、少なくとも次の事項について計

算を行うものとする。 

⑴ 減価償却費の計上 

⑵ 棚卸資産の計上 

⑶ 未収金、未払金、立替金、預り金、前払金、仮払金、前受金の計上と残高の適否の

確認 

⑷ 有価証券の時価評価による損益の計上 

⑸ 各種引当金の計上 

⑹ 流動資産、固定資産の実在性の確認、評価の適否 



⑺ 負債の実在性と簿外負債のないことの確認 

⑻ 公益認定法による行政庁への提出が必要な内訳表の作成 

⑼ その他必要とされる事項の確認 

 

（重要な会計方針） 

第４２条 当財団の重要な会計方針は、次のとおりとする。 

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法有価証券及び投資有価証券 時価のあるものは、

期末日の市場価額等に基づく時価法（売却原価は、移動平均法により算定）を採用す

る。時価のないものは、移動平均法による原価法を採用する。 

⑵ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 貯蔵品は最終仕入原価法を採用する。 

⑶ 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産及び無形固定資産は定額法による。 

⑷ 引当金の計上基準 貸倒引当金は法人税法に定める限度額のほか、貸倒の実績率及

び債権の回収可能性を検討して計上する。 

ア 退職給付引当金 期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上する。 

イ 役員退職慰労金引当金 役員報酬規程に基づく期末要支給額に相当する金額を計

上する。 

ウ 賞与引当金 支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上する。 

⑸ 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込処理による。  

⑹ リース取引の処理方法 

ア 所有権移転ファイナンス･リース取引に係るリース資産 自己所有の固定資産に

適用する減価償却方法と同一の方法による。 

イ 所有権移転外ファイナンス･リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法による。 

 

（決算実施要領） 

第４３条 経理責任者は、決算業務実施マニュアル等の文書で決算整理、決算日程、決

算手続等を定め、業務担当者の業務が円滑かつ正確に遂行できるよう努めなければな

らない。 

 

（財務諸表等） 

第４４条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、次に掲げる財務諸表等を作成し、

代表理事に提出しなければならない。 

⑴ 貸借対照表 

⑵ 正味財産増減計算書 

⑶ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

⑷ 財産目録 

 



（財務諸表等の確定） 

第４５条 代表理事は、前条の財務諸表等について、事業報告とともに監事の監査を受け

た後、監事の意見を添えて理事会へ提出し、その承認を経た上で、評議員会において承

認を得て決算を確定する。 

 

（その他の必要とされる書類）  

第４６条 経理責任者は、第４４条の財務諸表等の外、次に掲げる書類を作成し、代表理

事に提出しなければならない。  

⑴ 正味財産増減計算書内訳表 

⑵ 収支相償の計算書 

⑶ 公益目的事業比率の計算書 

⑷ 遊休財産額の計算書 

⑸ 公益目的取得財産残額の計算書 

２ 第４４条の財務諸表等及び前項の財務書類等は、確定後速やかに行政庁へ提出しなけ

ればならない。 

 

（情報公開） 

第４７条 当財団の財務書類については、確定後速やかにホームページ等に記載するとと

もに、事務所に備え置かなければならない。 

 

（税務申告および納税） 

第４８条 経理責任者は、確定した決算に基づき国税、地方税について、それぞれ申告書

を作成し、所定の期日までに申告・納付しなければならない。 

 

第８章 業務委託 

 

（委託の範囲） 

第４９条 経理責任者は、第２条に定める当財団の経理業務の一部または全部を外部に

委託することができる。 

 

（委託業務の管理） 

第５０条 経理責任者は、前条に規定する委託を行う場合は、業務受託者との間に次の

各号を遵守する旨を記載した委託契約を交わすものとする。 

⑴ 委託業務遂行上知り得た情報について、その秘密を保持し、また委託事項以外に使

用し、複製し及び複写してはならないこと 

⑵ 第三者への再委託を禁止すること 



⑶ 委託業務終了後の資料の返却及び受託者の保有する記録媒体上の情報を消去するこ 

と 

⑵ 業務遂行状況に関する適宜報告を義務づけること 

⑶ 事故が発生した場合の委託者への通知を義務づけること 

 

第９章 その他 

 

（細則） 

第５１条 代表理事はこの規程の実施に関して、必要に応じて細則を定めることができる。  

２ この規程及び前項の細則に定めのない会計処理については、経理責任者の決裁を得て

行うものとする。 

 

（規程の改廃） 

第５２条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。 

 

附 則  

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



公益通報者保護に関する規程 

 

（目 的) 

第１条 一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）は、法令違反ないし不正行為に

よる不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、風評リスクの管理、並びに社会的

信頼の確保のため、「ヘルプライン」を設けるとともに、その運営の方法等を明らかに

することを目的とする。 

 

（不正の定義） 

第２条 この規程において、法令違反及び不正行為として申告できる事項は、次の事項と

する。 

１ 法令に違反する行為。ただし、努力義務に係るものを除く。 

２ 当財団の役員等、職員等、会員、取引先、受益者、その他利害関係者の安全、健康に

対して危険な行為又は危険を及ぼす恐れのある行為。 

３ 就業規則その他の内部規程に違反する行為。ただし、人事上の処遇に関する不満及び

努力義務に係るものを除く。 

４ 当財団の倫理規程に違反する行為。ただし、努力義務に係るものを除く。 

５ 上記各号又はこれらの行為の隠蔽、証拠隠滅、情報漏洩により当財団の名誉又は社会

的信用を侵害する恐れのある行為。 

 

（対象者） 

第３条 この規程は、当財団の理事、監事、評議員（以下、役員等という。）、及び職

員・契約職員・パートタイム職員・ボランティアスタッフを含むすべての職員(以下、

職員等という。)に対して適用する。 

 

（通報等） 

第４条 役員等又は職員等の不正行為として第２条各項に掲げる事項(以下、申告事項と

いう。)が生じ、又は生じるおそれがある場合、職員等はこの規程の定めるところによ

り、通報、申告又は相談(以下、通報等という。)をすることができる。   

２ 前項の申告事項を提供した者(以下、通報者という。)は、この規程による保護の対

象となる。また、通報者に協力した職員等及びその通報等に基づく調査に積極的に関

与した職員等も同様とする。   

３ 職員等は、この規程に基づき、通報等を積極的に行うよう努めるものとする。   

 

（通報等の方法） 



第５条 この規程に基づいて通報等をする場合、職員等は、次のヘルプライン窓口に対

して、電話、電子メール、書面又は直接面談する方法等により通報等をすることがで

きる。各ヘルプライン窓口の電話番号、電子メールのアドレス等は、別途職員等に通

知するものとする。 

⑴ 人事・労務に関する事項又は一切の法律問題に関する通報等 コンプライアンス

担当理事 

⑵ 理事、評議員の不正に関する通報又は内部組織での対応が困難と思われる事項に

関する通報等 監事 

⑶ その他の事項に関する通報等 事務局⾧ 

⑷ 特定の事項に関する通報等   外部機関  

２ 職員等は、前項に定めるヘルプライン窓口の一つを選択して通報等を行うものとする。

ただし、第７条に定める調査結果について疑義が残る場合には、前に行った通報等の結

果を添えて別のヘルプライン窓口に通報等をすることができる。 

３ ヘルプライン窓口に限らず、相談又は通報を受けた職員等は、この規程に準じて誠実

に対応するよう努めなければならない。 

 

（通報等の窓口での対応） 

第６条 ヘルプライン窓口は、申告事項のうち、業務上の法令違反や、社会から非難を

受けるおそれのある業務上の通報等について受け付け、すみやかにその対応を行うも

のとする。ただし、個人に関する根拠のない誹謗中傷は受け付けないものとする。 

２ 無責任な通報等を避けること及び事実関係の確認と調査を行うため、通報等は原則

として実名によるものとする。ただし、事情により、匿名による通報等も受け付ける

ものとする。 

３ 就業規則その他に定める守秘義務に関する規定は、この規程の定めに従って行われ

る通報等を妨げるものではない。 

 

（通報等に基づく調査） 

第７条 通報等を受けたヘルプライン窓口の受付部署は、通報者に対して、通報等を受

けた日から２０日以内に調査を行う旨の通知又は正当な理由がある場合は調査を行わ

ない旨の通知を行うものとする。 

２ 通報等に基づく調査において、通報等の対象となった者は、公正な聴聞の機会と申

告事項への反論及び弁明の機会が与えられるものとする。 

３ 職員等は、通報等に基づく調査に対して積極的に協力し、知り得た事実について忠

実に真実を述べるものとする。 

 

（利益相反者の排除） 



第８条 通報事項又は不利益取扱事項に自らが関係する者（以下、利益相反者という。）

は、ヘルプライン窓口、通報等に基づく調査その他通報処理に関与してはならない。 

２ コンプライアンス担当理事は、利益相反者が、前項の業務に当たっている場合には、

直ちに、当該利益相反者に替えて、別途担当者を指名する。 

 

（公正公平な調査） 

第９条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口は、通報等の対象となった申告事項の内容

を、直ちにコンプライアンス担当理事に報告し、また、その事実の有無及び内容につ

いて速やかに調査し、その調査結果をコンプライアンス担当理事に報告するものとす

る。ただし、通報者の氏名を除く。 

２ 通報等によって提供された情報については、各ヘルプライン窓口の受付部署におい

て調査することを原則とするが、必要に応じてコンプライアンス委員会又は法律事務

所等（以下、調査担当部署という。）に調査を依頼することができる。 

３ ヘルプライン窓口の受付部署又は調査担当部署における調査は、通報等に基づく情

報により、公正かつ公平に行うものとする。 

４ 前３項の調査において通報者の名前を開示する必要がある場合であっても、通報者

の同意を得なければ、通報者の氏名を開示することはできないものとする。 

 

（調査結果の通知等） 

第１０条 調査担当部署は、通報等を受け付けたヘルプライン窓口の受付部署に、調査

結果をできる限り速やかに通知するものとする。ただし、通報等の対象となった者の

個人情報の扱いについては、プライバシーの侵害とならないよう、十分注意するもの

とする。 

２ 調査担当部署から調査結果について通知を受けたヘルプライン窓口の受付部署は、

通報者に対して連絡ができる場合、通報者に対して調査結果を通知する。ただし、匿

名による通報等の場合はこの限りではない。 

 

（調査結果に基づく対応） 

第１１条 前条の調査結果が重大である場合には、コンプライアンス担当理事又は当該

業務担当理事は速やかに対応を行うものとし、必要に応じコンプライアンス委員会に

諮問し、又は直ちに違法行為を中止するよう命令する等、必要な措置を講じる。 

２ すべての調査結果は代表理事に報告するものとし、必要に応じて懲戒処分の手続を

とり、又は刑事告発、是正及び再発防止措置などをとるものとする。 

３ 通報等をした職員等が当該調査対象である申告事項に関与していた場合、懲戒処分

その他の扱いにおいて、通報等をしたことを斟酌するものとし、その不利益処分を軽

減することができる。 



４ 調査結果並びにそれに対する対応の概要は、直近に開催される理事会において報告

するものとする。ただし、通報者の氏名を除く。 

 

（情報の記録と管理） 

第１２条 通報等を受けた各ヘルプライン窓口及び調査担当部署は、匿名の場合を除く

通報者の氏名、通報等の経緯、内容及び証拠等を、部署内において記録･保管するもの

とする。 

２ 通報等を受けた各ヘルプライン窓口、調査担当部署に関与する者その他情報を知り得

た者は、その情報に関して秘密を保持しなければならず、通報者の同意がない限り、通

報者の氏名等の情報を開示してはならない。 

３ 当財団の役員等及び職員等は、各ヘルプライン窓口及び調査担当部署に対して、通報

者の氏名等を開示するように求めてはならない。 

 

（不利益の禁止） 

第１３条 当財団の役員等及び職員等は、公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の

整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン（平成２８年１２月９日消費者庁）

を踏まえ、通報等の行為を理由として、通報者に対する懲罰、差別的処遇等の報復行

為、人事考課への悪影響等、通報者に対して不利益になることをしてはならない。 

 

（懲戒等） 

第１４条 第６条第１項ただし書きによる個人に関する根拠のない誹謗中傷を行った場合、

第１１条第２項に規定する者が通報者の氏名その他の秘密を漏洩した場合及び同条第３

項に規定する者が通報者の氏名等の開示を求めた場合又は前条の通報者に対して不利益

になることをした場合には、情状によりそれらの者を、懲戒処分に処す。 

２ 懲戒処分の内容は、役員等（ただし監事を除く。以下本条において同じ。）の場合は、

戒告とし、職員等の場合は、就業規則に従い戒告、減給、諭旨退職又は懲戒解雇とする。

ただし、役員等の場合、自主申告による報酬減額を妨げない。 

３ 前項の懲戒処分は、役員等については評議員会が決議し、職員等については代表理事

がこれを行う。 

  

（外部通報への準用） 

第１５条 当財団の職員等以外の者からの通報が行われた場合においても、当財団は、

第４条の規定に関わらず、この規程に準じて必要な措置を実施するものとする。ただ

し、第１２条及び第１３条に定められた役員等及び職員等に対する処分の規定は適用

しない。 

 



（公益通報者保護制度のための教育） 

第１６条 当財団は、当財団の役員等及び職員等に対して、公益通報者保護制度に関す

る研修を行い、また、職員等は当財団の倫理規程を含むこれらの事項について、定期

的に研修を受けるものとする。 

 

（費用弁償等） 

第１７条 この規程に基づいて、ヘルプライン窓口の受付部署が申告事項に関わる調

査・相談等を行った場合の費用は、当財団が負担する。 

 

（改 廃） 

第１８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



賛助会員規程 
  

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ当財団（以下、当財団という。）定款第４９条の

規定に基づき、当財団の賛助会員（以下、会員という。）に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。  

  

（会員） 

第２条 会員は、当財団の目的に賛同し、会費（以下、会費という。）を納入する法人及

び個人で、代表理事の承認を得た者とする。 

 

（申込）  

第３条 会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書により代表理事に申し込む

ものとする。 

 

（会員の種類及び会費） 

第４条 会員は別表に定める種類により会費を納入する。 

２ 会費は毎年６月末日までに、当年度分を当財団の指定する口座に一括して振り込むも

のとする。  

３ 事業年度開始後に入会する場合は、入会申し込みと同時に納入するものとする。  

４ 既納の会費は、返還しないものとする。 

 

（会費の使途）  

第５条 第４条の会費は、公益目的事業に使用する。 

 

（報告） 

第６条 当財団は、会員に対し、定時に事業報告及び決算報告をするものとする。 

 

（資格の喪失） 

第７条 会員は、次の各号の一に該当するときに会員資格を失うものとする。 

⑴ 退会したとき 

⑵ 除名されたとき 

⑶ 当財団が解散したとき 

 

（退会） 

第８条 会員は、退会しようとするとき、その旨を書面によって当財団に届け出なければ

ならない。 



 

（除名） 

第９条 会員が、次の各号の一に該当するときは、代表理事の承認を得て除名することが

できる。 

⑴ 当財団の名誉を汚し、又は信用を失うような行為のあったとき 

⑵ 定款又は理事会の決議に違反した行為があったとき 

⑶ 会費の納付を怠ったとき 

⑷ その他、理事会が賛助会員として不適切であると認めた場合 

 

（特典） 

第１０条 会員は次のような特典を受けることができる。 

⑴ 当財団が発行する定期刊行物の優先配布 

⑵ 当財団が行う調査研究結果の提供 

⑶ 当財団に優先的に調査研究を依頼 

⑷ 当財団が主催するシンポジウム、セミナー等への優先参加 

⑸ 研究・調査・資料に関する相談 

⑹ その他諸種の情報サービスの提供 

 

（権利の喪失） 

第１１条 会員の資格を失った者は、会員としての一切の権利を失い、既に納付した会費、

その他当財団の資産に対して何ら請求することができない。 

 

（その他） 

第１２条 この規程に定めるもののほか必要な事項は代表理事が別に定める。 

 

附  則 

この規程は、令和６ 年７月１日に施行する。 



（別表） 会員の種類と会費  

会員の種類 年会費 

法人会員 当財団の趣旨に賛同する法人 一口 １０，０００円 

個人会員 当財団の趣旨に賛同する個人 一口  ３，０００円 



 

賛助会員入会申込書 

 

年  月  日  

 

一般財団法人 ひだ財団 

代表理事 宛 

 

  貴財団の趣旨に賛同し、下記のとおり会員として入会の申込みをいたします。 

 

氏名または法人名 
 

 

                      印 

住所 〒 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

電話： 

加入口数  

法人：一口 10,000 円 

個人：一口 3,000 円 
口         円 

 



事務局規程 
 

第１章 総則 

 

(目的) 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団(以下、当財団という。)定款第４７条第４項

の規定に基づき、当財団の事務処理の基準を定め、事務局における事務の適正な運営を

図ることを目的とする。 

 

第２章 組織 

 

(事務局) 

第２条 事務局を置き、以下の事務を執り行う。 

⑴ 理事会及び評議員会に属すること 

⑵ 登記・諸届に関すること 

⑶ 規程類の制定・改廃に関すること 

⑷ 役職員の人事・労務及び福利厚生に関すること 

⑸ 寄付金の事務に関すること 

⑹ 財務及び会計に関すること 

⑺ 事業計画及び事業報告に関すること 

⑻ 助成事業に関すること 

⑼ 情報収集・発信事業に関すること 

⑽ フォーラム等開催事業に関すること 

⑾ 調査・研究事業に関すること 

⑿ 寄付プログラムに関すること 

⒀ 寄付者とのリレーションに関すること 

⒁ 寄付者の勧誘・新規開拓に関すること 

⒂ その他特命事項 

 

第３章 職制 

 

(職員等) 

第３条 事務局には、事務局⾧の他、次に掲げる職員を置くことができる。 

⑴ 事務スタッフ 

⑵ 地域おこし協力隊員 

⑶ 自治体派遣職員 

⑷ パートタイムスタッフ 



⑸ ボランティアスタッフ 

⑹ インターンスタッフ 

２ 前項以外の職制を定める場合は、代表理事の承認を得なければならない。 

 

第４章 職責 

 

(職員の職務) 

第４条 事務局⾧は、代表理事の命を受けて、事務局の事務を統括する。 

２ 事務局⾧以外の職員は、上級者の命を受けて、事務所の事務に従事する。 

 

(職員の任免及び職務の指定) 

第５条 職員の任免は、代表理事が行う。 

２ 職員の職務は、代表理事が指定する。 

 

第５章 事務処理 

 

(文書による処理) 

第６条 事務の処理は、文書または、電磁的記録によって行うことを原則とする。 

 

(事務の決裁) 

第７条 事務は、原則として担当者が文書または、電磁的記録によって立案し、事務局⾧

を経て、「理事の職務権限規程」に規定する決裁権者(以下、決裁権者という。)の決裁を

受けて実施する。 

２ 前項の規定は、事業の開始・途中変更・終了をする際にも適用する。 

 

(緊急を要する事務の決裁) 

第８条 緊急を要する事務で重要でないものは、事務局⾧の決裁によって処理することが

できる。ただし、この場合においては、事務局⾧は遅滞なく決裁権者の承認を得なけれ

ばならない。 

 

(代理決裁) 

第９条 代表理事が出張等により不在である場合において、特に緊急に処理しなければな

らない決裁文書は、代表理事があらかじめ指定する者が決裁することができる。 

２ 前項の規定により代理決裁した者は、事後速やかに代表理事に報告しなければならな

い。 

 

(規程外の対応) 



第１０条 本規程以外の事務局に関する事項で、公印及び文書に関する事項は、別に「印

章取扱規程」及び「文書管理規程」に定める。 

 

(細則) 

第１１条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定

めるものとする。 

 

(改廃) 

第１２条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



  

自家用車両規程 
  

（目的）  

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の職員が業務・通

勤に使用する二輪を含む自動車の管理に関する事項を定めたものである。 

 

（自動車使用承認） 

第２条 自家用車両の業務および通勤使用を希望する者（以下、運転者という。）は、あ

らかじめ通勤経路届兼任意保険加入状況届を当財団に提出し、車両の承認を得なければ

ならない。 

２ 前項の提出書類の記載内容に変更を生じた場合は、速やかに届け出て再承認を受ける

こととする。 

 

（運転禁止） 

第３条 運転者は道路交通安全に関する法令に従って運転を行うとともに以下の各号に定

める運転を禁止する。 

⑴ 飲酒運転 

⑵ 過労運転 

⑶ 速度違反運転 

⑷ 携帯電話を使用しながらの運転 

⑸ 天災地変、その他道路事情が運転に困難と予想されるとき 

⑹ その他、道路交通法令が禁止している事項に該当するとき 

 

（責任の所在及び求償権） 

第４条 運転者が事故を起こした場合に、当財団は賠償責任を負わない。また、当該事故

により当財団が損害を受けたときは、その損害について運転者に賠償を請求し、懲戒処

分することがある。 

 

（使用承認基準） 

第５条 当財団は以下の基準を満たす運転者の申請により承認を行う。 

⑴ 交通の便宜上、自家用車両の使用が必要であるもの 

⑵ この規程の条件を満たすもの 

⑶ 過去一年において承認の取り消しを受けてないもの 

 

（承認期間及び更新） 

第６条 承認期間は毎年３月３１日までの１年間とし、承認を受けた運転者は、毎年４月

１日までに所定の手続きを経て承認の更新を行うものとする。 



  

 

（使用承認の取消） 

第７条 使用承認の基準を欠いた場合は、承認は自動的に消滅するが、この場合は遅滞な  

く当財団に届け出なければならない。 

２ 第３条の運転禁止事項に違反し事故を起こした場合、または事故を起こす危険がある

と判断した場合は直ちに承認を取り消す。 

３ 以上の他に、当財団が必要と認めた場合は承認を取り消すことがある。 

 

（自動車保険の加入） 

第８条 運転者は、自賠責保険以外に、必ず任意保険に加入しなければならない。なお任

意保険加入基準は以下のとおりとする。  

  対人保険：無制限  対物保険：１，０００万円以上  

 

（経費負担） 

第９条 使用する自家用車両で業務上やむをえず有料道路、有料駐車場を利用した場合は、

その料金を支給する。 

 

（運転者の遵守事項） 

第１０条 自家用車両を業務に使用する者は、道路交通法を遵守し、常に安全運転を励行

するとともに、次の状態にあるときは絶対に自家用車両を業務に用いてはならない。 

⑴ 免許不携帯・免許停止・免許取消の状態にあるとき 

⑵ 酒酔いまたは酒気帯びの状態にあるとき 

⑶ 過労または病気等により正常な運転ができない状態にあるとき 

⑷ 第８条に定める自動車保険等が失効の状態にあるとき 

 

（事故処理） 

第１１条 たとえ許可車両であっても、私用運転中に起こした事故については､当財団は一

切その責任を負わない。また、業務中に許可車両で道路交通法違反及び事故を発生させ

た場合は､当人の責任において事故処理を行うこととする。 

 

（事故報告） 

第１２条 事故発生の場合は、直ちに当財団に報告し別途定める『自動車事故報告書』に

必要事項を記入し､直ちに事務局⾧または代表理事に詳細を報告するものとする。 

 

（交通事故発生時の運転者の措置） 

第１３条 交通事故が発生した場合には、運転者及び同乗者は次の措置をとらなければな

らない。 



  

⑴ 直ちに運転を中止し、負傷者のある場合は、ほかの損害に優先して負傷者の救護に

あたり、応急処置や救急車の手配等の措置をとること  

⑵ 続発事故を防止する措置をとるとともに、警察署に事故の通知をし、指示があれば

それに従うこと  

⑶ 軽微な事故であっても必ず事務局⾧または代表理事に連絡し、指示を受けること  

⑷ 事故の相手がある場合は、その住所・連絡先・免許証番号・車両登録番号等を聴取

しておくこと  

  

附 則  

この規程は、令和６年７月１日より施行する。 



  

通勤経路届兼任意保険加入状況届 

  年    月    日 

 

 

 

下記のとおり通勤経路を届け出ます。 

 

 

下記のとおり任意保険加入状況を届け出ます  

損保会社名  

被保険者 
氏名 

 

加入状況 
対人保険 

□ 無制限      対物保険       万円 

  ＊保険証券添付  

承  

  

認  

 

申請者 
 氏名                        

                          印 

住所地 
フリガナ  

〒   －     

通勤経路 

通勤方法 

自家用車  公共機関  その他（               ） 

地 図 

通勤距離 片道    ｋｍ    所要時間    分 

備 考  



 

  

就業規則 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の職員の労働条件、

服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。 

２ この規則及びこれに付属する諸規程等に定めのない事項については、労働基準法その

他の法令の定めるところによる。  

 

（適用範囲） 

第２条 この規則は第３章に定める手続きにより、職員として、期間を定めず本採用され

た者（以下、常勤職員という。）に適用する。 

２ 常勤職員以外の職員については、この規則に定めるもの以外で特に必要がある場合に

は、別に定める。 

 

（規則遵守の義務） 

第３条 当財団及び職員は、この規則及びその他諸規程を遵守し、その義務を履行し、互

いに協力して事業の運営にあたらなければならない。 

  

第２章 服務規律 

  

（服務） 

第４条 職員は、所属⾧の指示命令を誠実に守り、互いに協力して職責を遂行するととも

に、職場の秩序の保持に努めなければならない。 

２ 所属⾧は、部下の指導に努めるとともに率先して職務の遂行にあたらなければならな

い。 

 

（遵守事項） 

第５条 職員は、職場の秩序を保持し、業務の正常な運営を図るため、次の事項を守らな

くてはならない。 

⑴ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと 

⑵ 許可なく職務以外の目的で当財団の施設、物品等を使用しないこと 

⑶ 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与

を受けるなど不正な行為を行わないこと 

⑷ 当財団の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと  

⑸ 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと 



 

  

⑹ その他酒気をおびて就業するなど職員としてふさわしくない行為をしないこと 

⑺ 職場において、電話、パソコン等を私的に使用しないことまた、業務に無関係なウ

ェブ情報の閲覧及び電子メールの送受信をしないこと 

⑻ 就業時間中か否かにかかわらず、酒気帯び運転及び酒酔い運転をしないこと 

 

（セクシュアルハラスメントの禁止） 

第６条 相手方の望まない性的言動により、他の職員に不利益や不快感を与える行為及び

就業環境を悪くすると判断される行為を行ってはならない。 

 

（職場のパワーハラスメントの禁止） 

第７条 本来の業務の範囲を逸脱して、職員の人格と尊厳を侵害する言動により、就業環

境を害してはならない。 

 

（個人情報保護）  

第８条 職員は、関係者及び役員、職員等の個人情報を正当な理由のない開示又は利用目

的を超えて取り扱い及び漏えいしてはならない。また、退職した場合においても同様と

する。  

 

（始業及び就業時刻の記録） 

第９条 職員は、始業及び就業時に出勤簿に自ら記入し、始業及び就業の時刻を記録しな

ければならない。 

 

第３章 人事 

 

（採用） 

第１０条 職員の採用は、就職希望者に次の書類の提出を求め、書類審査、面接その他選

考手続きを経て決定する。 

⑴ 履歴書 

⑵ その他当財団が指定するもの 

 

（採用後の書類の提出） 

第１１条 職員として採用されたときは、次の書類を提出しなければならない。 

⑴ 住民票記載事項証明書 

⑵ 職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証 

⑶ その他当財団が指定するもの 

２ 前項の提出書類の記載事項に変更があったときは、速やかに届け出なければならない。 

３ 第１項の規定に基づき提出された書類は、次の目的のため利用する。 



 

  

⑴ 配属先の決定 

⑵ 昇降給の決定 

⑶ 賃金、賞与、退職金等の決定，支払い 

⑷ 出向も含む人事異動 

⑸ 教育訓練 

⑹ 健康管理 

⑺ 表彰・制裁 

⑻ 退職・解雇 

⑼ 災害補償 

⑽ 福利厚生 

⑾ 前各号のほか、当財団の諸規則を実施するために必要な事項 

 

（試用期間） 

第１２条 新たに採用した者については、採用の日から３か月間を試用期間とする。ただ

し、当財団が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。 

２ 試用期間中に職員として不適格と認められた者は、解雇することがある。 

３ 試用期間は、勤続年数に通算する。 

 

（労働条件の明示） 

第１３条 職員の採用に際しては、本規則を交付するとともに、以下の事項に関し、個別

に必要な事項については別に定める労働条件通知書により明示する。 

⑴ 賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締め切り、支払の時期、昇給に関すること 

⑵ 就業場所、従事すべき業務 

⑶ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、超過勤務の有無、交替制勤務をさせる

場合は就業時転換に関すること 

⑷ 解雇の事由を含む退職に関すること 

⑸ その他就業に関し必要と認めた事項 

 

（人事異動） 

第１４条 当財団は、業務上必要がある場合は、職員の就業する場所又は従事する業務の

変更を命ずることがある。 

２ 当財団は、業務上必要がある場合は、職員を在籍のまま他の関係団体へ出向させるこ

とがある。 

 

（休職） 

第１５条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずる。ただし、常勤以

外の職員を除く。 



 

  

⑴ 業務外の傷病による欠勤が連続または断続して３か月を超えたとき 

⑵ 自己の都合による事故欠勤が引続き１か月を超えたとき 

⑶ その他前各号に準ずる事情があると認めたとき 

 

（休職期間） 

第１６条 前条の休職期間は次のとおりとする。 

⑴ 前条第１号のとき 

ア 勤続２年未満の者 ６か月 

イ 勤続２年以上５年未満の者 １２か月 

ウ 勤続５年以上の者 １８か月 

⑵ 前条第２号のとき ３か月 

２ 前項第１号及び第２号の場合、通算２年間を限度として延⾧することがある。 

 

（復職） 

第１７条 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原職務に復職させる。なお、原職務

に復職させることが困難であるか、又は不適当な場合には、異なる職務に就かせること

がある。 

２ 復職後３か月以内に直前の休職と同一の事由で欠勤又は休職するときは、その欠勤又

は休職は直前の休職期間に算入する。 

３ うつ病等のメンタル障害により休職中の者が復職しようとする場合には、主治医等の

意見を踏まえて、復職前にリハビリ出勤の期間を設けることがある。この場合の賃金、

労働時間その他の処遇については、その都度別に定める。 

４ リハビリ出勤期間中に、または復職後１年以内に同一又は類似の傷病によって⾧期欠

勤を開始した場合には、直ちに休業を命じ、前後の休職期間に通算する。 

 

（休職期間中の賃金） 

第１８条 休職期間中は、賃金を支給しない。 

２ 休職期間は、勤続年数に通算しない。 

 

第４章 定年、退職及び解雇 

 

（定年） 

第１９条 職員の定年は満６５歳とし、退職の日は定年年齢に達した日の直後の賃金締切

日とする。 

２ 前項による定年退職者が引き続き勤務を希望した時は、定年退職日翌日から１年契約

により ７０ 歳まで再雇用することがある。 

３ 再雇用後の労働条件については、個別に契約する。 



 

  

 

（退職） 

第２０条 第１９条に定めるもののほか、職員が次の各号のーに該当するときは、退職と

する。 

⑴ 退職を願い出て当財団から承認されたとき又は退職届を提出して１４日を経過した

とき 

⑵ 期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき 

⑶ 第１６条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき 

⑷ 死亡したとき 

２ 職員が退職した場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地位、賃金又は

退職の事由（解雇の事由を含む。）について証明書を交付する。 

第２１条 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも１４日前までに、

所定の退職届により退職の申し出をしなければならない。 

 

（普通解雇） 

第２２条 職員が、次の各号のーに該当するときは解雇することができる。 

⑴ 勤務成績が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも、転換できない等、

就業に適さないと認められたとき 

⑵ 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ない

と認められたとき 

⑶ 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後 ３ 年を経過しても当該負傷又は疾病がな

おらない場合であって、職員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなっ

たとき 

⑷ 精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮しても

なおその障害により業務に耐えられないと認められたとき 

⑸ 試用期間中に職員として不適格であると認められたとき 

⑹ 第７３条に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められたとき 

⑺ 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事

情により、事業の継続が困難となったとき 

⑻ 事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事

情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換さ

せることが困難なとき 

⑼ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき 

 

（解雇の予告） 

第２３条 前条により職員を解雇する場合は、少なくとも３０日前に本人に予告するか又

は予告に代えて平均賃金の３０日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし所轄労働基準



 

  

監督署⾧の認定を受けて第７３条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれか

に該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。 

⑴ 日々雇用する者。ただし、引き続き１か月を超えて使用されるに至った者を除く。  

⑵ ２か月以内の期間を定めて雇用する者。ただし、所定の期間を超えて引き続き使用

されるに至った者を除く。 

⑶ 季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者。ただし、４か月を超えて引

き続き使用される場合を除く。 

⑷ 試みの使用期間中の者。ただし、１４日を超えて引き続き使用されるに至った者を

除く。 

２ 第２２条の規定による職員の解雇に際し、当該職員から請求があった場合は、解雇の

事由を記載した証明書を交付する。 

 

（解雇の制限） 

第２４条 職員が業務上の傷病による療養のために休業する期間及びその後３０日間、第

３２条第１項及び第２項の産前産後の休業期間並びにその後３０日間は解雇しない。た

だし、業務上負傷し又は疾病に係る療養の開始後 ３ 年を経過した日において、労働者災

害補償保険法に基づく傷病補償年金を受けている場合、若しくは同日後において傷病補

償年金を受けることとなった場合、又は天災事変等の事由のために事業の継続が不可能

となった場合は、この限りではない。 

 

第５章 勤務 

 

第１節 労働時間・休憩・休日 

 

（労働時間及び休憩時間） 

第２５条 所定労働時間は、毎月１日を起算日として１か月以内の一定期間を平均して１

週間あたり４０時間以内とする。 

２ １日の所定労働時間は８時間とする。 

３ 始業・終業の時刻及び休憩時間は次のとおりとする。 

⑴ 始業 午前９時 

⑵ 終業 午後６時 

⑶ 休憩時間 正午から午後１時 

４ 業務の都合その他やむを得ない事情により労働時間を繰り上げ、又は繰り下げること

がある。 

 

（フレックスタイム制） 



 

  

第２６条 前条の規定にかかわらず、事務局⾧以上の管理職及び役員を除く職員について

は、フレックスタイム制を適用するものとする。 

２ フレックスタイム制を適用する職員の始業、終業時刻は、労使協定で定める始業、終

業の時間帯の範囲において職員が自主的に決定するものとする。  

３ フレックスタイム制に関する他の項目については、別に定める労使協定の内容を就業

規則の一部として準用する。 

 

（休日） 

第２７条 休日は、次のとおりとする。 

⑴ 週２日 

⑵ 夏季休日４日間 

⑶ 年末年始７日間 

⑷ 上記以外に年間５日間休日をとるものとする。 

２ 業務の都合により当財団が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振

替えることがある。ただし、この場合においても毎週少なくとも１日の休日を設けるも

のとする。 

３ 第１項の休日のうち法定休日はシフト表における各週の最後の休日とする。 

 

（時間外・休日労働等） 

第２８条 業務の都合により、第２５条の所定労働時間を超え、又は第２７条の所定休日

に労働させることがある。 

２ 前項の場合において、労働基準法で定める法定の労働時間を超える労働又は法定の休

日における労働については、あらかじめ職員の過半数を代表する者と書面による協定を

締結し、その範囲内において行う。 

３ 前項の法定の労働時間を超える労働時間の上限は月４５時間、年３６０時間とする。

ただし、これらの時間を超えて労働時間を延⾧しなければならない臨時的かつ特別な事

情が生じたときには、職員の代表と協議の上、月８０時間以内、年５００時間以内及び

年６月を限度として延⾧することができる。 

２ 小学校就学前の子を養育又は家族の介護を行う男女の職員で時間外労働を短いものと

することを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項の協定において

別に定めるものとする。 

３ 妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性であって請求した者及び１８歳末満の者

については、第１項による時間外若しくは休日又は午後１０時から午前５時までの深夜

に労働させることはできない。 

４ 前項の職員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の職員で当

財団に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後１０時から

午前５時までの深夜に労働させることはできない。 



 

  

５ 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第１項か

ら前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、

この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労

働に従事させない。 

 

（適用除外） 

第２９条 前各条の規定にかかわらず、監督又は管理の地位にある者については、本章に

定める労働時間、休憩、休日の適用を除外する。 

 

第２節 休暇及び休業 

 

（年次有給休暇） 

第３０条 各年次に所定労働日の８割以上出勤した職員に対しては、次表のとおり勤続年

数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 

勤務年数 ０．５年 １．５年 ２．５年 ３．５年 ４．５年 ５．５年 ６．５年

以上 

付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 

２ 年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ、時季を指定して請求するもの

とする。ただし、事業の正常な運営に支障があるときは、職員の指定した時季を変更す

ることがある。 

３ 前項の規定にかかわらず、職員代表との書面による協定を締結したときは、各職員の

有する年次有給休暇日数のうち５日を超える部分については、当財団全体の休業による

一斉付与、個人別付与等の方式により、計画的に付与することができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず、当財団は、職員代表と書面による協定を締結したときは、

１年に５日分（４０時間）を限度として時間単位で年次有給休暇を付与することができ

る。 

５ 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残日数を翌年度   

に限り繰越すことができる。なお、翌年度の時間単位の年次休暇の日数は、繰越分を含

めて５日以内とする。 

６ 年次有給休暇を取得した者に対して、皆勤手当、賞与の算定に際して休暇を取得した

日を欠勤扱いする等、賃金の減額その他の不利益な取扱いはしないものとする。 

 

（出勤率計算） 

第３１条 前条の年次有給休暇付与の基礎となる各勤務期間における出勤率が８割に満た

ない職員に対しては、当該期間に対する年次有給休暇を付与しない。 



 

  

２ 前項の出勤率の算定に当たり、次の各号に掲げる期間は、これを出勤したものとみな

す。 

⑴ 業務上の傷病による休業期間 

⑵ 育児・介護休業法に基づく休業期間 

⑶ 産前産後の休業期間 

⑷ 年次有給休暇を取得した期間 

 

（産前産後の休業） 

第３２条 ６週間以内に出産する予定の女性職員から請求があったときは、休業させる。

ただし、多胎妊娠の場合は１４週間以内とする。 

２ 妊娠４か月以上を経過して出産した女性職員には、出産当日を除き、産後８週間の産

後休業を与える。ただし、産後６週間を経過した者が就業を求めた場合、医師が支障な

いと認めた業務に就かせるときはこの限りではない。 

３ 妊娠中の女性職員が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させる。 

 

（育児休業等）  

第３３条 職員は、当財団に申し出て育児休業し、また、小学校第３学年修了までの子を

養育する必要があるときは当財団に申し出て育児短時間勤務制度の適用を受けることが

できる。 

２ 育児休業及び育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる職員の範囲その他必

要な事項については、別に定める「育児・介護休業等に関する規程」による。 

 

（家族の介護休業等）  

第３４条 要介護状態にある家族を介護する職員は、当財団に申し出て介護休業し、又は、

介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。 

２ 介護休業及び介護短時間勤務制度等の適用を受けることができる職員の範囲その他必

要な事項については、別に定める「育児・介護休業等に関する規程」による。 

 

（母性健康管理のための休暇等） 

第３５条 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、母子保

健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、

次の範囲で休暇を与える。 

⑴ 産前の場合 妊娠２３週まで４週に１回、妊娠２４週から３５週まで２週に１回、

妊娠３６週から出産まで１週に１回、ただし、医師又は助産師（以下、医師等とい

う。）がこれと異なる指示をしたときには、その指示により、必要な時間 

⑵ 産後１ 年以内の場合 医師等の指示により、必要な時間 



 

  

２ 妊娠中又は出産後１年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診査に基づき勤

務時間等について医師等の指導を受けたい旨申出があった場合、次の措置を講ずること

とする。 

⑴ 妊娠中の通勤緩和 通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として１時

間の勤務時間の短縮又は１時間以内の時差出勤 

⑵ 妊娠中の休憩の特例 休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延⾧、

休憩の回数の増加  

⑶ 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置 妊娠又は出産に関する諸症状の発生又

は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるよ

うにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等 

 

（子の看護休暇及び家族の介護休暇） 

第３６条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、４月に始まる年度内に

子供１人については５日の範囲内で、２人以上の場合は１０日の範囲で子の看護のため

に休暇を取得することができる。 

２ 家族を介護する職員は、介護する家族１人について５日の範囲内で、２人以上の場合

は１０日の範囲で家族の介護のために休暇を取得することができる。 

３ 上記に関してのその他必要な事項については、別に定める「育児・介護休業等に関す

る規程」による。 

 

（育児時間）  

第３７条 生後１年末満の子を養育する女性職員から請求があったときは、休憩時間のほ

か、１日に２回各々少なくとも３０分の育児時間を与える。 

 

（生理休暇） 

第３８条 生理日の就業が著しく困難な女性職員が休暇を請求したときは、必要な期間休

暇を与える。 

 

（割増賃金の支払いに代わる代替休暇） 

第３９条 時間外労働が月６０時間を超えた職員は、時間外代替休暇に関して当財団と職

員代表との書面による協定を締結した時は、その超えた時間に対する割増賃金の支払い

に代えて時間外代替休暇を取得することができる。 

 

（特別休暇） 

第４０条 職員が次の各号のーに該当する事由により休暇を申請した場合には特別休暇

（有給）を与える。 

⑴ 本人が結婚するとき ５日 



 

  

⑵ 子女が結婚するとき ２日 

⑶ 妻が出産するとき ２日 

⑷ 父母、配偶者又は子が死亡したとき ５日 

⑸ 兄弟姉妹、祖父母又は配偶者の祖父母が死亡したとき ３日 

⑹ 地震、水害、火災その他の災害により現住居が被害を受けたときの災害休暇 ７日 

⑺ 法令に根拠を有する公職の選挙権・被選挙権の行使等に係る公民権行使休暇 必要

時間又は必要日数 

⑻ 裁判員として職務を行う場合の裁判員休暇 必要日数又は必要時間 

 

（ボランティア休暇） 

第４１条 ボランティア休暇の適用を受けることができる職員の範囲その他必要な事項に

ついては、別に定める「ボランティア休暇規程」による。 

 

（出退勤手続） 

第４２条 職員は、始業及び終業の時刻を厳守し、出退勤は出勤簿に記録しなければなら

ない。 

２ 職員がやむを得ない事由により遅刻するときは、あらかじめ所属⾧に届け出て承認を

受けなければならない。ただし、事前に承認を受けることができないときは、出勤後遅

滞なくその承認を受けなければならない。 

 

（欠勤） 

第４３条 病気その他やむを得ない事由により欠勤しようとするときは、事前に所属⾧に

届け出なければならない。 

２ 病気欠勤が引続き４日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。 

 

（早退及び外出） 

第４４条 やむを得ない事由により、早退又は勤務時間中に外出しようとするときは、所

属⾧の許可を受けなければならない。 

 

第６章 賃金 

 

第１節 総則 

 

（賃金の計算期間及び支払日） 

第４５条 賃金は、毎月末日に締切り、翌月１０日に支払う。ただし、支払日が金融機関

の休業日にあたるときはその前日に支払う。 



 

  

２ 計算期間の中途で入社し、又は退職した場合には、第５１条から第５３条までの賃金

は日割計算し、前項に定める支払日に支払う。 

 

（賃金の支払いと控除） 

第４６条 賃金は、通貨で、職員に対して直接に、その全額を支払う。ただし、職員の同

意を得た場合には、当財団の指定する金融機関への振込みにより支払うことができる。 

２ 次に掲げるものは、原則として賃金支払の際、控除する。 

⑴ 源泉所得税 

⑵ 住民税 

⑶ 介護保険料を含む健康保険料及び厚生年金保険の被保険者負担分 

⑷ 雇用保険の保険料の被保険者負担分 

⑸ 職員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの 

 

（賃金支払形態） 

第４７条 職員の基本給の支払形態は、日給月給制によるものとする。 

 

（欠勤等の控除方法） 

第４８条 欠勤時等は次により賃金を控除する。 

２ 欠勤は、１日につき次項により算出した日割り額分を控除する。ただし、当該月の出

勤日数が１０日未満のときは、出勤日数に日割り額を乗じた額を支給するものとする。 

３ 日割り額の計算は、次による。ただし、管理監督の職にある者の役職手当は計算に含

まない。 日割り額＝（基本給＋第５０条に係る各種手当）/１カ月平均所定労働日数 

４ 遅刻、早退、私用外出等で所定労働時間の一部を休務したときは、前項の日割り額の

８分の１を基礎としてその時間分を控除する。 

 

（休暇・休業の賃金取扱い）  

第４９条 年次有給休暇、特別休暇は、所定労働時間勤務した場合に支払われる通常の賃

金を支給する。 

２ 第３２条から第３８条に係る休暇等については、賃金は支給しない。 

 

第２節 基本給及び手当・昇給 

 

（賃金の構成） 

第５０条 賃金は次の構成とする。 

賃金━┳基本給 

┣通勤手当 

┣海外赴任手当 



 

  

┣役職手当 

┣扶養手当 

┣住宅手当 

┗割増手当┳時間外労働手当  

┗休日労働手当  

 

（基本給） 

第５１条 基本給は、本人の年齢、技術、経験、学歴等を総合的に考慮して理事会が決定

する。 

 

（通勤手当） 

第５２条 公共交通機関を利用して通勤する職員には１か月の定期券代相当額を支給する。 

２ 自動二輪車及び原動機付自転車を含む自家用車を利用して通勤する職員に支給する通

勤手当の月額は、通勤距離に応じて支給するものとする。なお、キロ当たりの単価は、

各年度に理事会において決定する。出勤日数が１０日未満のときは、出勤日数に応じて

日割計算した額とする。 

 

（海外赴任手当）  

第５３条 海外赴任手当は、別に定める「海外赴任規程」によることとする。 

 

（役職手当） 

第５４条 役職手当は、各年度に理事会において決定する。 

２ 役職手当の月額は、別表「役職手当支給基準表」に定める額とする。 

３ この手当は、欠勤等の場合は第４８条により日割計算とする。 

 

（扶養手当） 

第５５条 扶養手当は，扶養家族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養家族とは，扶養をしている、所得税法の配偶者控除や扶養家族の対象にな

る以下の者をいう。 

⑴ 届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む配偶者 

⑵ 満２２歳未満の子及び孫 

⑶ 満６５歳以上の父母及び祖父母 

⑷ 満２２歳未満の弟妹 

⑸ 心身に障害があり扶養が必要な者 

２ 前項第２号及び第４号の満２２歳未満の扱いは，満２２歳に達した日以降の最初の３

月３１日までは、扶養家族とする。 

 



 

  

（扶養手当の支給及び返還） 

第５６条 扶養手当の支給は扶養家族 １ 人あたり月額５,０００円とする。 

２ 第５７条による届出が給与計算期間の初日であった場合はその月より支給する。ただ

し、その届出日が給与計算期間の初日以後の場合は，翌月から支給する。 

３ 前項の届出を怠った場合で過払分がある場合は，すみやかに返還しなければならない。  

 

（扶養届出）  

第５７条 新規採用職員又は扶養の異動がある職員で次のいずれかに該当する場合には、

速やかに届出をしなければならない。 

⑴ 新たに扶養家族となるものができたとき。 

⑵ 扶養家族の条件を外れたとき。 

 

（住宅手当） 

第５８条 住宅手当は、別に定める「住宅手当支給規程」によることとする。 

 

（昇給） 

第５９条 昇給は、毎年４月１日をもって、職務の変更等を考慮に入れ、理事会において

決定する。 

２ 前項のほか、特別に必要がある場合は、臨時に昇給を行うことがある。 

３ 昇給額は、職員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。 

 

第３節 割増手当 

 

（割増手当） 

第６０条 職員が、法定時間を超え、または法定休日にもしくは午後１０時から午前５時

までの深夜に勤務した場合、次の区分により時間外・休日手当を支給する。 

⑴ １日８時間又は週４０時間を超える時間外勤務 

（基本給＋役職手当）/１か月平均所定労働時間×１.２５×時間外勤務時間数 

⑵ １カ月４５時間を超える時間外勤務 

（基本給＋役職手当）/１か月平均所定労働時間×１.３０×時間外勤務時間数 

⑶ １カ月６０時間を超える時間外勤務 

（基本給＋役職手当）/１か月平均所定労働時間×１.５０×時間外勤務時間数 

⑷ 法定休日勤務 

（基本給＋役職手当）/１か月平均所定労働時間×１.３５×休日勤務時間数 

⑸ 深夜勤務 

（基本給＋役職手当）/１か月平均所定労働時間×０.２５×深夜勤務時間数 

２ 時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、深夜勤務の手当てを併給する。 



 

  

  

第４節 賞与及び退職金 

 

（賞与） 

第６１条 賞与の支給時期は毎年６月と１２月の２回とし、職員各人の勤務成績等を考慮

して支給する。 

２ 支給金額については理事会にて決定するものとする。ただし、支給金額については基

本給２ヶ月分を上限とする。 

３ 賞与の支給日は、当月分の給与の支払い日とし、支給方法等については第４５条に定

めた給与の支払い方法の例によりこれを支給する。 

４ 賞与の算定期間は以下の通りとする。 

⑴ ６月の上期賞与 前年１０月１日～当年３月３１日 

⑵ １２月の下期賞与 ４月１日～９月３０日 

５ 支給対象者は、原則として入職後１２ヶ月以上経過している者、及び賞与の支給日に

在籍している職員に限る。 

６ 賞与について、本規定に定めのない事項については理事会で定める。 

 

（退職金） 

第６２条 当財団は、職員が退職したときは、「退職金規程」に定めるところにより退職

金を支給する。 

２ 退職金の算定方法、支払い方法等に関する事項は、「退職金規程」に定める。 

 

第７章 安全衛生 

 

（遵守義務） 

第６３条 当財団は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場環境の形成のた

め必要な措置を講ずる。 

２ 職員は、安全衛生に関する法令及び当財団の指示を守り、当財団と協力して労働災害

の防止に努めなければならない。  

 

（健康診断） 

第６４条 職員に対しては、採用時及び毎年１回定期に健康診断を行う。 

２ 前項の健康診断のほか、海外勤務等に従事する者に対しては、赴任時に健康診断を行

う。 

３ 前２項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康

保持上必要な措置を命ずることがある。 

 



 

  

（⾧時間労働者の面接指導） 

第６５条  １か月当たりの時間外労働が８０時間を超え、疲労の蓄積が認められ又は健康

上の不安を有している職員から申し出があった場合には、医師による面接指導を行う。 

 

（安全衛生教育） 

第６６条 職員に対し、採用の際及び配置替え等により作業内容を変更した際に、その従

事する業務に必要な安全衛生教育を行う。 

 

第８章 災害補償 

 

（災害補償） 

第６７条 職員が業務上の事由若しくは通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合、労働者災害補償保険法の定めるところにより保険給付を受けるものとする。 

２ 職員が業務上負傷又は疾病にかかり休業する場合の最初の３日間について、当財団は

平均賃金の６０％の休業補償を行う。 

 

第９章 教育訓練 

 

（教育訓練） 

第６８条 当財団は職員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、

必要な教育訓練を行う。 

２ 職員は当財団から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事情がない限

り指示された教育訓練を受けなければならない。 

 

第１０章 表彰及び制裁 

  

（表彰） 

第６９条 当財団は職員が次の各号のーに該当する場合、表彰する。 

⑴ 事業の発展に貢献し、又は業務上有益な創意工夫、発見をなした場合 

⑵ 人格及び技能において、他の職員の模範とするに足る場合 

⑶ 社会的功績により当財団の名誉、信用を高めた場合 

⑷ 事故、災害を未然に防止し、又は事故、災害に際し、功績が顕著であった場合 

⑸ 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となる場合 

⑹ 前各号に準ずる篤行又は功労のあった場合 

 

（賞品又は賞金の授与） 

第７０条 表彰は、賞状のほか賞品又は賞金の授与をもって行う。 



 

  

 

（懲戒の種類） 

第７１条 懲戒の種類及び程度は次のとおりとする。 

⑴ けん責 始末書を徴して将来を戒める。 

⑵ 減給 始末書を徴するほか、１回につき平均賃金の１日分の半額を減ずる。ただし、

減額は総額で１か月の給与総額の１０分の１を限度とする。 

⑶ 出勤停止 始末書を徴するほか、７日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金

は支給しない。 

⑷ 降職 始末書を徴するほか、職制上の地位を免じる。 

⑸ 諭旨解雇 諭旨により退職届を提出させるが、これに応じないときは解雇する。 

⑹ 懲戒解雇 即時解雇する。 

 

（出勤停止又は降職） 

第７２条 職員が次の各号のーに該当する場合、けん責、減給、出勤停止又は降職とする。 

⑴ 正当な理由なく無断欠勤３日以上に及ぶとき 

⑵ 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退など勤務を怠ったとき 

⑶ 過失により当財団に損害を与えたとき 

⑷ 素行不良で当財団内の秩序又は風紀を乱したとき 

⑸ 第５条から第８条に違反したとき 

⑹ その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき 

 

（諭旨解雇又は懲戒解雇） 

第７３条 職員が次の各号のーに該当した場合は諭旨解雇又は懲戒解雇とする。懲戒解雇

の場合において、労働基準監督署⾧の認定を受けたときは、労働基準法第２０条に規定

する予告手当は支給しない。ただし、平素の勤務態度その他の情状によっては第２２条

の普通解雇又は前条の処分とすることがある。 

⑴ 重要な経歴を詐称して雇用されたとき  

⑵ 正当な理由なく無断欠勤 １４ 日以上に及び、出勤と督促に応じなかったとき  

⑶ 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、数回にわたって注

意を受けても改めなかったとき 

⑷ 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき 

⑸ 故意又は重大な過失により当財団に重大な損害を与えたとき 

⑹ 当財団内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事

実が明らかとなったとき。ただし、当該行為が軽微な違反である場合を除く。 

⑺ 素行不良で著しく当財団内の秩序又は風紀を乱したとき 

⑻ 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込

みがないと認められたとき 



 

  

⑼ セクシュアルハラスメント又はパワーハラスメントによって、職員に著しく不快な

思いを抱かせ、円滑な職務執行を妨げ、又は就業環境を著しく害したとき 

⑽ 許可なく職務以外の目的で当財団の施設、物品等を使用したとき 

⑾ 職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しく

は求め、又は供応を受けたとき 

⑿ 私生活上の非違行為や当財団に対する誹誇中傷等によって当財団の名誉信用を傷つ

け、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき 

⒀ 業務秘密または個人情報を他に漏らして当財団に損害を与えたとき、又は当財団の

信用を穀損し、若しくは業務の正常な運営を著しく阻害したとき 

⒁ 酒酔い運転又は酒気帯び運転で人を死亡させ、又は傷害を負わせたとき及び物の損

壊にかかる交通事故を起こしたとき 

⒁ 悔俊の意思なく酒酔い運転又は酒気帯び運転を繰り返したとき 

⒂ その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき 

２ 第１項の規定による職員の懲戒解雇に際し、職員から請求があった場合は、懲戒解雇

の理由を記載した文書を交付する。 

 

附 則 

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 



情報セキュリティポリシー 

 

（目的） 

第１条 このポリシーは、一般財団法人ひだ財団 (以下「当財団」という。) が、情報に対

する適切な管理を重要な経営課題として認識し、情報セキュリティを確保するため、その

基本方針を定めたものです。 

 

（ポリシーの公開） 

第２条 当財団は、飛騨地域全域を対象とした公益的な財団として、市民の個人情報ならび

に組織の機密情報を厳密に取り扱うとともに、情報漏えいリスクなどに対して、常に適切

な防御措置を講じることにより、市民ならびに関係者の信頼を得るよう努めてまいりま

す。このため、当財団は、このポリシーを財団外に公開するとともに、個人情報保護に関

連する法令の遵守とあわせ、これに従うことを宣言いたします。 

 

（適用範囲） 

第３条 当財団の全ての役職員は、本ポリシーおよび個人情報保護方針を遵守します。 

 

（情報セキュリティ管理体制） 

第４条 当財団は、保有する全ての情報資産の保護および適切な管理を行うため、事務局を

委員とする情報セキュリティ委員会を定期的に開催し、全体レベルの情報セキュリティ

管理状況の把握と、リスク分析に従った必要なセキュリティ対策を迅速に実施できる体

制を維持してまいります。 

 

（情報セキュリティ対策の実施） 

第５条 当財団は、情報資産に係る、不正アクセス、破壊、情報漏えい、改ざんなどの事故

を防止するため、適切な情報セキュリティ組織体制の整備、物理的対策、技術的対策、運

用的対策、管理的・人的対策、および事故対応対策を実施してまいります。特に、情報セ

キュリティが侵害される事象が発生した場合には、早期にその復旧、解決にあたります 

 

（情報セキュリティに関する遵守事項の整備） 

第６条 当財団は、このポリシーに基づき、情報資産の適切な管理を行うための明確な方

針・ルールを財団内に周知徹底してまいります。 

 

（情報セキュリティ教育の実施） 



第７条 当財団は、全役職員ならびに関係者に対して、情報セキュリティに関するリテラシ

ーの向上を図るとともに、当財団の情報資産の適切な管理を実行するための情報セキュ

リティ教育を継続的に実施してまいります。 

 

（適切な業務委託先管理の実施） 

第８条 当財団が業務の全部又は一部を委託する場合には、業務委託先としての的確性を

十分に審査し、当財団と同等のセキュリティレベルを維持するよう、契約などにより定め

ます。また、これらのセキュリティレベルが適切に維持されていることを確認しつづけて

いくために、業務委託先への定期的な監査、管理体制の見直しなどを実施します。 

 

（法令などの遵守） 

第９条当財団は、関係法令などの遵守に加え、当財団が定めた遵守事項等の遵守徹底に努め、

違反する行為があれば厳しく対処することにより、適切な情報管理に努力してまいりま

す。 

 

（情報セキュリティ内部監査の実施） 

第１０条 当財団は、業務の遂行において情報セキュリティに関する法令や当財団が定め

た規定・ルールなどが遵守され、有効に機能しているかを検証するため、定期的又は不定

期に情報セキュリティ内部監査を実施していきます。 

（継続的改善の実施） 

第１１条 当財団は、上記の取り組みを定期的に評価、見直すことにより、情報セキュリテ

ィ・マネジメントシステムの継続的改善を実施してまいります。 

 

 附 則 

 このポリシーは、令和６年７月１日より施行する。 



別表 情報セキュリティ遵守事項 

 

１．OS やソフトウェアは常に最新の状態に保つ。 

⑴ OS やソフトウェアには、修正プログラムを適用する、または最新版を利用する。 

 

２．ウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス定義ファイル（パターンファイル）は常に最新

の状態を保つ。 

⑴ ウイルス定義ファイルが自動更新されるように設定する。 

⑵ 統合型のセキュリティ対策ソフトの導入を検討する。 

⑶ OS に標準搭載されているセキュリティ機能を有効活用する。 

⑷ テレワークで利用するパソコン等の端末にウイルス対策ソフトを導入し、ウイルス

定義ファイルを最新の状態にする。 

 

３．パスワードは「⾧く」、「複雑に」、「使い回さない」ようにする。 

⑴ パスワードは 10 文字以上で「できるだけ⾧く」、大文字、小文字、数字、記号含めて

「複雑に」、名前、電話番号、誕生日、簡単な英単語などは使わず、推測できないよう

にする。 

⑵ 同じ ID・パスワードを複数サービス間で使い回さない。 

⑶ テレワークで VPN やクラウドサービスを利用する際は、強固なパスワードを設定し、

可能な場合は多段階認証や多要素認証を利用する。 

 

４．無関係な人が、ウェブサービスや機器を使うことができるような設定にしない。 

⑴ ウェブサービス、ネットワーク接続の複合機・カメラ、ハードディスク（NAS）など

の共有範囲を限定する。 

⑵ 従業員の異動や退職時には速やかに設定を変更（削除）する。 

⑶ テレワークで使用するパソコン等は他者と共有しない。共有せざるを得ない場合は、

別途ユーザーアカウントを作成する。 

⑷ 外出先でフリーWi-Fi を使うときにはパソコンのファイル共有をオフにする。 

 

５．脅威や攻撃の手口を知って対策をとる。 

⑴ IPA などのセキュリティ専門機関のウェブサイトやメールマガジンで最新の脅威や

攻撃の手口を知る。 

⑵ 利用中のインターネットバンキングやクラウドサービスなどが提供する注意喚起を

確認する。 

⑶ テレワークでは管理者が従業員に適宜注意喚起し、従業員はセキュリティの懸念は

速やかに報告する。 



情報公開規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）が、その活動状況、

運営内容及び財務状況等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、当

財団の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。 

 

（法人の責務） 

第２条 当財団は、この規程の解釈及び運用に当たっては、原則として、一般に情報公開

することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのな

いよう最大限の配慮をしなければならない。 

 

（利用者の責務） 

第３条 第９条に規定する情報公開の対象書類を閲覧又は謄写した者は、これによって得

た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害

することのないよう努めなければならない。 

 

（情報公開を請求することができる者） 

第４条 何人も、この規程の定めるところにより、第９条に規定する情報公開対象書類の

公開を請求することができる。 

 

（情報公開の方法） 

第５条 当財団は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、書類の事務所備え置き並びにイ

ンターネットの方法により行うものとする。 

 

（公告） 

第６条 当財団は、法令の規定に従い、貸借対照表について、公告を行うものとする。 

 

（公表） 

第７条 当財団は、法令の規定に従い、理事、監事及び評議員（以下、役員等という。）

に対する報酬等の支給の基準について、公表する。これを変更したときも、同様とする。  

２ 前項の公表については、役員等の報酬並びに費用に関する規程を次条に定める事務所

備え置きの方法によるものとする。 

 

（書類の事務所備え置き） 

第８条 当財団は、法令の規定に従い、書類の事務所備え置きを行い、正当な理由を有す

る者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。 



 

（事務所備え置きの書類） 

第９条 前条の事務所備え置きの対象とする書類は別表１に掲げるものとし、次条に規定

する閲覧場所に常時備え置く。 

２ 別表１中、｢保存期間｣として備え置き期間を表示しているものについては当該備え置

き期間分の書類を、備え置き期間を表示していないものについては当該最新の書類を公

開する。  

   

（閲覧場所及び閲覧日時） 

第１０条 当財団の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所とする。 

２ 閲覧の日は、当財団の休日以外の日とし、閲覧の時間は、業務時間のうち午前１０時

から午後５時までとする。ただし、当財団は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対

し、閲覧日時を指定することができる。 

 

（閲覧等に関する事務） 

第１１条 閲覧希望者から別表１に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次により

取り扱うものとする。 

⑴ 様式１に定める閲覧(謄写）申請書に必要事項の記入を求め、提出を受ける。 

⑵ 閲覧(謄写）申請書が提出されたときは、様式２に定める閲覧受付簿に必要事項を 

記載し、閲覧に供する。 

⑶ 閲覧した者ないしは謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、実費負担を

求め、これに応じる。 

２ 閲覧による書類の公開にあっては、当該書類の保存に支障を生じるおそれがあると認

めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。 

 

（インターネットによる情報公開） 

第１２条 当財団は、第６条又は第８条の規定による情報公開のほか、広く一般の人々に

対しインターネットによる情報公開を行うものとする。 

２ 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は代表理事が定める。 

 

（その他） 

第１３条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は代表理事が理事会

の決議を経てこれを定める。 

 

（改廃）  

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。  

  



附 則  

この規程は、令和６年７月１日より施行する。  

  



別表１  

対象書類等の名称  保存期間  

１ 定 款    

２ 事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記

載した書類  

１年  

３ 計算書類等（各事業年度の計算書類・事業報告書・付属明細

書・監査報告書） 

５年  

４ ⑴ 財産目録 

⑵ 役員等名簿（*１） 

⑶ 役員等の報酬並びに費用に関する規程 

⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数

値のうち重要なものを記した書類 

５年  

５ 特定費用準備資金積立限度額及びその算定根拠    

６ 特定財産の保有・改良充当資金の必要最低限度額及びその算定根

拠  

  

７ 寄附等による受入れ財産・資金    

８ 評議員会議事録  １０年  

９ 理事会議事録  １０年  

１０ 会計帳簿（*２）  １０年  

（＊１）評議員以外からの閲覧請求には個人の住所は除外可 

（＊２）評議員及び(裁判所の許可を得た）債権者



様式１ 

年   月   日 

一般財団法人 ひだ財団 

代表理事 古里 圭史 宛 

閲覧（謄写）申請書 

申請者                  

申請者住所 〒              

 

電話番号                 

 

私（申請者）は、下記の閲覧(謄写）目的に従って閲覧対象書類から得た情報を、その

目的に即して適正に使用するとともに、その情報によって個人に関する権利を侵害する

ことのないよう誓います。   

 

 閲覧(謄写）の目的  

閲覧対象書類（該当するものの番号を○で囲んで下さい。）  

 １．定 款  

 ２．事業計画書・収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類  

 ３．事業報告書・計算書類及び付属明細書・運営組織及び事業活動の状況の概要及

びこれらに関する数値のうち重要なものを記した書類  

 ４．監査報告書  

 ５．財産目録  

 ６．役員等名簿  

 ７．役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程  

 ８．特定費用準備資金算定根拠  

 ９．特定財産の改良・保有資金の明細  

 １０．寄附等による財産・資金で公布者の定めた使途に充てるものの明細  

 １１．議事録（理事会･評議員会）   

 １２．上記以外の書類（                       ）  

 

 (以下の書類は、評議員・債権者に限り閲覧・謄写ができます。）  

 １３．会計帳簿  

 



様式２ 

 

閲覧受付簿 

   

受付番号  受付年月日  申込人の住所・氏名  担当者名  備 考  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  



退職金規程 

 
（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の職員が退職した場

合又は解雇された場合に支給する退職金について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において退職日とは、職員が退職した日、又は解雇された日をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この規程による退職金は、就業規則第２条第１項において期間を定めずに本採用

された者（以下、職員という。）のうち勤続年数満３年以上の者が次の各号のいずれかで

退職する場合又は就業規則第２２条又は第７３条及の規定により解雇された場合に、そ

の者に対して支給する。なお、 死亡による退職の場合はその遺族に対して支給する。 

⑴ 就業規則第１９条第１項に規定する定年退職 

⑵ 就業規則第２０条第１項に規定する退職。ただし、同項第２号を除く。 

⑶ その他前各号に掲げたほか、これに準ずるやむを得ない事情があった場合で当財団

が必要と認めたとき 

２ 就業規則第２条第２項に定める職員についてはこの限りではない。 

 

（遺族の範囲及び順位） 

第４条 この規程において、遺族とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 配偶者。なお、届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあ

った者を含む。 

⑵ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生

計を維持していたもの 

⑶ 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持して

いた親族 

⑷ 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しないもの 

２ この規程による退職金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第２

号及び第４号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合に

おいて、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母

の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。 

３ この規程による退職金の支給を受けるべき遺族に同順位の者が２人以上ある場合には、

その人数によって当該退職金を等分して当該各遺族に支給する。 

４ 次に掲げる者は、この規程による退職金の支給を受けることができる遺族としない。 



⑴ 職員を故意に死亡させた者 

⑵ 職員の死亡前に、当該職員の死亡によってこの規程による退職金の支給を受けるこ

とができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者 

 

（退職金の支払） 

第５条 この規程による退職金は、その全額を、現金で、直接その支給を受けるべき者に

支払わなければならない。ただし、退職者の同意がある場合には、退職者が指定する銀

行その他の金融機関の口座への振替により支払うことができるものとする。 

２ 退職金は、支給事由の生じた日から２か月以内に、退職者又は死亡による退職の場合

はその遺族に対して支払わなければならない。ただし、死亡により退職者に対する退職

金の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、

この限りでない。 

 

（基本給月額） 

第６条 この規程において、基本給月額とは、就業規則第５１条において別途定める基本

給であって、職員の退職日に適用されているものをいう。 

２ この規程による退職金の計算の基礎となる基本給月額は、職員が休職、停職、減給そ

の他の理由によりその基本給の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの

理由がないと仮定した場合においてその者が受けるべき基本給月額とする。 

 

（退職金の支給額） 

第７条 第３条第１項の規定に該当する退職者に対して支給する退職金の額は、退職日に

おけるその者の基本給月額に、別表に定める勤続期間に応じた支給率を乗じて得た額と

する。 

 

（勤続期間の計算） 

第８条 退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間

による。 

２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職日の属する

月までの月数による。 

３ 就業規則第１２条第３項の規定により、試用期間は在職期間に通算する。 

４ 法人都合による休職期間は全期間を在職期間に加算し、その他の事由による休職期間

については在職期間に加算しないものとする。 

５ 育児・介護休業等に関する規程第２条第１項の育児休業の期間、第３条１項の出産時

育児休業の期間及び第４条第１項の介護休業の期間については、勤務したものとして在



職期間を計算するものとする。また、同規程第１０条及び第１１条に定める短時間勤務

の制度の適用を受けた日又は期間は、通常の勤務をしているものとみなす。 

６ 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数は、

切り捨てる。 

 

（懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職金の支給制限） 

第９条 退職者が就業規則第７３条第１項の各号のいずれかに該当して懲戒解雇等処分を

受けたときは、退職者又は死亡による退職の場合はその遺族に対し、当該退職者が占め

ていた職の職務及び責任、当該退職者が行った非違の内容及び程度、当該非違が当財団

に対する信頼に及ぼす影響その他の事情を勘案して、当該退職金の全部又は一部を支給

しないことができる。 

 

（職員が再雇用となった場合における退職金の不支給） 

第１０条 就業規則第１９条第２項に定める再雇用制度の対象者については、同規則第１

９条第１項に定める定年退職時に退職金を支給し、その後の再雇用期間については在職

年数に関わらず退職金は支給しない。 

 

（改定） 

第１１条 この規程は、当財団の業務に関連する法律の改正、当財団の運営状況及び社会

情勢の変化等により必要と認めたときは、支給条件や支給水準を見直すことがある。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 

 



別表 勤続年数別の退職手当支給率  

勤続年数 支給率  勤続年数 支給率 

３年未満 ０ ２１年 １３ 

３年 １ ２２年 １４ 

４年～５年 ２ ２３年 １５ 

６年～８年 ３ ２４年 １６ 

９～１０年 ４ ２５年～２６年 １７ 

１１年～１２年 ６ ２７年 １８ 

１３年～１４年 ７ ２８年～２９年 １９ 

１５年 ８ ３０年 ２０ 

１６年 ９ ３１年 ２１ 

１７年 １０ ３２年 ２２ 

１８年～１９年 １１ ３３年～３４年 ２３ 

２０年 １２ ３５年以上 ２４ 

 



 

直下型地震等対策ガイドライン 
  

１ 災害発生時の対応 

⑴ 一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の事務局⾧は、直下地震等に係る対策全

般の統括を行う。 

⑵ リスク管理規程（以下、規程という。）第２２条第２項に掲げる事態が発生した場合は、

事務局⾧又は事務局⾧が不在等の場合はその代行者（以下、事務局⾧等という。）の指揮の

下において、次の事項を確認し、対応を行うものとする。 

ア 事務所内における役職員等及び来会者の安否 

① 事務所内における役職員等及び来会者の確認を行う。 

② 人命救助を最優先し（規程第１８条第 1 号ア）、ケガ人に対しては応急手当を行う。 

③ 必要に応じて消防所等の官公署又は病院等へ連絡手配を行う。 

イ 事務所が入居する建物の損壊の状況 

① 事務所が入居する建物の損壊その他の状況を確認する。 

② 入居する建物の損壊が危険な状況にあると判断されるときは、役職員等及び来会者

を広域避難場所、指定避難所等、安全と考えられる地域まで避難させる。 

③ 避難経路はエレベータを使用せず、階段を経由する。 

ウ 備品、設備、物資等の破損状況 

① 事務所内の備品等の倒壊・破損、漏電等の有無を確認し、事務所内の役職員等及び

来会者に連絡して人命への危険及び火災の危険を回避する。 

② 固定電話、携帯電話、ＰＣ等の通信機器の使用の可否を確認し、役職員等に連絡す

る。 

エ 事務所外における役職員等の安否 あらかじめ定めた緊急連絡網により、出張、外出

及び休暇中の役職員等の安否を確認し、その後の行動について協議又は指示する。 

オ 災害の状況及び主な交通機関の運行状況 

① 役職員等が居住する地域の被災状況の概要を確認し、連絡する。 

② 役職員等が通勤に利用する交通機関及びその代替手段の運行状況を確認し、連絡す

る。 

カ 国等の公共団体の指示等 国、県、市町村の災害に関する指示、命令、要請等を把握

し、役職員等に連絡する。 

⑶ 前号の場合において、事務局⾧等は、事務所内の役職員等に対して帰宅支援を行い、又は

本人の意思に基づき事務所待機を命ずることができる。  

ア 帰宅支援 

① 帰宅支援の範囲等 徒歩による帰宅が可能と考えられる距離は概ね１０km までとし、

各々自らの責任により、防災袋を携行の上、帰宅させるものとする。 



 

② 帰宅ルート 徒歩により帰宅する際は、市町村が作成したハザードマップ等により

想定する帰宅ルートを参考とする。 

③ 準用 次のイの役職員等についても、帰宅が可能と考えられるときは②を準用する。 

イ 帰宅困難者の事務所待機 公共交通機関又は徒歩による帰宅が不可能と考えられる役

職員等は、本人の意思に基づき、防災用品として備蓄した備品、水･食料等の利用により

事務所へ留まり、復旧を待つことを命ずることができることとする。 

⑷ 個人の判断の尊重 上記の規定にかかわらず、緊急事態にあって必要と考えられるときは、

役職員等は個人の判断に基づいて行動することを原則とする。 

 

２ 日常の防災対策 

⑴ 前項の対応を行うため、事務局⾧の指揮の下において、概ね次の防災対策を日常的に行う

ものとする。 

ア 緊急体制の確認 

① 文書の配布及び社内説明会による周知徹底 

② 社内向け防災手帳の配布及びその携帯の徹底 

イ 耐震性の確認 

① 事務所の耐震性の確認 

② 近隣事業所との連携 

ウ 連絡網の確保及び周知 

① 社内安否システム 

② 代替連絡手段の確保 

③ 公衆電話による災害伝言ダイヤルの周知 

エ 教育訓練等 

 ① 次の訓練は各年度少なくとも 1 回行うものとする。 

・ 避難訓練 

・ 広域避難場所又は指定避難所への避難訓練 

② 次の訓練は適宜行うものとする。 

・ 消火訓練 

・ 負傷者の救護及び搬出訓練（担架を利用） 

・ 徒歩による帰宅訓練 

オ 備品等 備品の転倒防止及び落下防止措置の確認 

カ 消火器等 火気設備の有無及び消火器位置の確認 

キ 備蓄等 

① 帰宅者対策  

・ 非常用持出し袋（ヘルメット、マスク、軍手、呼笛、飲料水、乾パン等） 

・ 自治体作成のハザードマップ等の配布 



 

② 帰宅困難者対策 事務所に備え置く防災備品等 

・ ⾧期保存用飲料水（５名×３日分） 

・ 食料（アルファ化米、缶詰パン他各種缶詰。５名×３日分） 

・ 簡易トイレ及びトイレットペーパー 

・ 防寒具（毛布又は保温シート等） 

・ 照明機器（ハンドライト） 

・ 小型テレビ及びラジオ 

・ 各種電池 

・ ガス発電機及びガスボンベ 

・ 医薬品及び救急用品 

・ 担架 

ク 出張者及び外出者対策 

① 充電器の携帯の努力義務付け 

② 自家発電機付ラジオ及びライトの携帯（出張者に限る。但し任意とする）  

ケ 地域との情報交換 

コ 国、県、市町村の動向把握 

 

３ 災害発生後の事業継続計画は、下記事項を検討の上、別に定める。 

⑴ 当財団の個別事業計画 次の事項については即時、実行又はその検討を行うものとする。 

ア 金融機関の貸金庫利用 

イ 書類のデータ化の促進 

ウ 別サーバへのバックアップ 

 

附 則 

このガイドラインは、令和６年７月１日から施行する。 



電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例

に関する法律第７条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履

行するため、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）において行った電子取引

の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき

保存することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、当財団の全ての役職員に対して適用する。 

 

（管理責任者） 

第３条 この規程の管理責任者は、事務局⾧とする。 

 

第２章 電子取引データの取扱い 

 

（電子取引の範囲） 

第４条 当団体における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。 

⑴ 電子メールを利用した請求書等の授受 

⑵ ウェブサービスを利用した請求書等の授受 

⑶ クラウドサービスを利用した請求書等の授受 

⑷ ペーパーレス化された FAX 機能を持つ複合機を利用した請求書等の授受 

⑸ USB メモリや DVD などの記録媒体を利用した請求書等の授受 

⑹ その他、取引で発生した文書を、専用回線やインターネットを用いて電子的に交換

した取引 

 

（取引データの保存） 

第５条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、

第６条に定めるデータについては、保存サーバ内に１０年間保存する。 

 

（対象となるデータ） 

第６条 保存する取引関係情報は別表のとおりとする。 

 

（運用体制） 



第７条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。 

⑴ 管理責任者 事務局⾧ 

⑵ 処理責任者 事務局⾧が別に任命する担当者 

 

（訂正削除の原則禁止） 

第８条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とす

る。 

 

（訂正削除を行う場合） 

第９条 保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、下記の内容を記載もしくは

利用サービスで自動記録する。 

⑴ 対象の情報を識別するＩＤ 

⑵ 訂正・削除日付 

⑶ 訂正内容 

⑷ 処理担当者名 

２ 訂正の申請を受けた承認者は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。 

３ 承認者が承認した場合、訂正の内容を確定情報として扱うものとする。 

４ 事後に訂正削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正削除の対象となっ

た取引データの保存期間が満了するまで保存する。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



別表  

書類の名称・内容  保存先  

契約書 グーグルドライブにて保存する。 

その際は訂正削除の記録を残すものとす

る。 
見積書 

注文書 

請求書 

領収書 

支払明細書 

取引明細書 

納品書 

送付状 

契約書（控） 

見積書（控） 

請求書（控） 

納品書（控） 

領収書（控） 

事前費用申請 

支払申請 

仮払申請 

備品／消耗品購入申請 

国内出張申請 

旅費／交通費精算（近郊）  

出張旅費精算伝票 

振替受払通知票 

払込取扱票 

インターネットバンキングによる取引情報 

小切手 

約束手形 

 



評議員会運営規則 
 

第１章 総則 

 

（目 的） 

第１条 この規則は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の定款第２５条

に基づき、評議員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（構成及び出席） 

第２条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。 

２ 代表理事及び業務執行理事は、止むを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出

席しなければならない。 

３ 監事は、評議員会に出席し、意見を述べることができる。 

４ 当財団の職員は、代表理事、業務執行理事又は監事を補佐するため、議⾧の許可を

受けて評議員会に出席することができる。 

５ 評議員会で必要と認めた場合、当財団の役職員以外の者に、参考人として評議員会

への出席を求めることができる。 

 

第２章 評議員会の種類及び招集 

 

（評議員会の種類） 

第３条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の２種とする。 

２ 定時評議員会は、年１回毎事業年度終了後３ケ月以内に開催するものとし、代表理

事がこれを招集する。 

３ 臨時評議員会は、必要がある場合にいつでも開催するものとし、代表理事がこれを

招集する。 

４ 前項にかかわらず、代表理事は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の

理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集する。 

５ 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、別の理事が評議員会を招

集する。 

６ 第４項の招集の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員

会を招集することができる。 

⑴ 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合 

⑵ 請求があった日から６週間以内の日を評議員会の開催日とする招集の通知が発せ

られない場合 

 



（招集の手続）  

第４条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。 

⑴ 評議員会の日時及び場所 

⑵ 評議員会の目的である事項があるときは、その事項 

⑶ 次に掲げる事項が評議員会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案

の概要 

ア 役員等の選任 

イ 役員等の報酬等 

ウ 事業の全部の譲渡 

エ 定款の変更 

オ 合併 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第６項の規定により評議員が評議員会を招集する場

合には、その評議員は前項各号に掲げる事項を定めなければならない。 

 

（招集の通知） 

第５条 評議員会を招集するには、代表理事は、評議員会の開催日の７日前までに、評

議員に対して書面でその通知をしなければならない。なお、第３条第５項の規定によ

り副代表理事が評議員会を招集する場合にあっては副代表理事。第３条第６項の規定

により評議員が評議員会を招集する場合にあってはその評議員。次項において同じ。 

２ 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、評議員の承諾を得た電磁的方

法により通知を発出することができる。 

３ 前２項の通知には、第４条第１項各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。 

 

（招集手続の省略） 

第６条 前条の規定にかかわらず、評議員会は、評議員の全員の同意があるときには、

招集の手続を経ることなく開催することができる。 

２ 前項の規定により評議員会を開催する場合には、評議員の全員からこれに同意する

旨を書面又は電磁的方法により受理し、記録しなければならない。 

 

第３章 評議員会の議事 

 

（議⾧） 

第７条 評議員会の議⾧は、会議の都度、出席した評議員の中から選出する。 

 

（評議員提案権） 

第８条 評議員が理事に対して一定の事項を評議員会の目的とすることを請求するとき

は、評議員会の日の２週間前までにしなければならない。この場合、その評議員は、



提出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又は記録することを請求すること

ができる。 

２ 評議員は、評議員会において、評議員会の目的である事項につき議案を提出するこ

とができる。 

 

（評議員会の運営） 

第９条 評議員会は、評議員現在数の過半数の出席がなければ、開催することができな

い。 

２ 議⾧は、評議員会の開会に際し、出席者数を確認しなければならない。 

３ 議⾧は、評議員会の秩序を維持し、議事を整理する。 

 

（評議員会の決議事項） 

第１０条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社

団・財団法人法」という。）並びに定款に定める次の事項を決議する。 

⑴ 評議員、理事及び監事の選任及び解任 

⑵ 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの付属明細書並びに財産目録の承認 

⑶ 定款の変更 

⑷ 事業の全部又は一部の譲渡 

⑸ 残余財産の帰属先の決定 

⑹ 基本財産の処分又は除外の承認 

⑺ 役員の報酬等並びに費用に関する規程 

⑻ その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項  

２ 前項にかかわらず、個々の評議員会においては、以下の事項以外については、決議

することはできない。  

⑴ 当該評議員会に係る招集通知に記載又は記録された事項 

⑵ 第８条第２項により、評議員会において、評議員から評議員会の目的である事項

につき提出された議案 

 

（議決） 

第１１条 評議員会の議事は、議決に加わることができる評議員現在数の過半数が出席

し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議⾧の裁決するところによる。 

２ 前項にかかわらず、次に掲げる決議は、議決に加わることができる評議員の３分の

２以上に当たる多数をもって行わなければならない。 

⑴ 監事の解任 

⑵ 定款の変更 

⑶ 基本財産の処分又は除外の承認 

⑷ その他法令で定めた事項  



３ 前２項の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることがで

きない。 

４ 評議員、理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第１項の決議を行

わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が定款に定める定数を

上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中から得票数の多い順に定数に達する

までの者を選任することとする。 

５ 評議員の代理出席は認めない。また書面により議決権を行使することもできない。 

 

（決議の省略） 

第１２条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案に

つき評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提

案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。ただし、当該事項について

議決に加わることができるものに限る。この場合においては、その手続を第４条第１

項の理事会において定めるものとし、第１１条の規定は適用しない。 

 

（評議員会への報告事項） 

第１３条 理事は、一般社団・財団法人法並びに定款に定める事項について、評議員会

へ報告するものとする。 

２ 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを

調査するものとし、この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当

な事項があると認めるときは、その調査結果を評議員会に報告するものとする。 

 

（評議員会への報告の省略） 

第１４条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合にお

いて、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書

面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告

があったものとみなす。 

 

（理事等の説明義務） 

第１５条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を

求められた場合には、その事項について必要な説明をしなければならない。ただし、

その事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合その他正当な理由が

ある場合として法令で定める場合は、その限りではない。 

 

（議事録） 

第１６条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録

をもって議事録を作成しなければならない。 



２ 前項の議事録には、議⾧及びその評議員会において選任された議事録署名人２名以

上が、記名押印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省略があった場合及び

評議員会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令で定めるところによ

る。  

３ 議事録には次に掲げる事項を記載するものとする。   

⑴ 開催された日時及び場所 

⑵ 議事の経過の要領及びその結果 

⑶ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する評議員があるときは、当該評

議員の氏名 

⑷ 評議員会に出席した評議員、理事、監事の氏名 

⑸ 評議員会の議⾧の氏名 

⑹ 議事録の作成に係わる職務を行った者の氏名 

⑺ その他法令及び施行規則に定められた事項  

４ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければ

ならない。  

  

（議事録の配布） 

第１７条 議⾧は、欠席した評議員に対して、議事録の写し及び資料を配布して議事の

経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。  

  

第４章 事務局 

 

（事務局） 

第１８条 評議員会の事務局には、事務局⾧がこれに当たる。  

 

第５章 雑則 

 

（改 廃） 

第１９条 この規則の改廃は、評議員会の決議を経て行い、理事会に報告する。  

 

附 則  

この規則は、令和６年７月１日から施行する。 



副業・兼業規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の職員が、当財団

内では得られない知識・スキルを獲得すること、並びに当財団外からの新たな知識・情

報及び人脈を取り入れることで当財団の事業機会の拡大に繋げること等の目的のため、

職員が当財団の本業以外に副業・兼業することを認めるとともに、その要件・手続等の

必要な事項について定めたものである。 

 

（副業・兼業の原則） 

第２条 職員は、所定労働時間外に、本業以外に行う職業であって兼業以外のもの及び他

の事業主に雇用されること又は役職に就くこと（以下、副業・兼業という。）を行おう

とするときは、この規程に定めるところによる。 

２ 副業・兼業とは、私的時間の有効活用の範囲として、これを通じて、当財団の組織人

としての知見・能力の向上を資して行われるべきことであることを認識しなければなら

ない。 

 

（副業・兼業の範囲） 

第３条 副業・兼業とは、次の各号のいずれかに該当するものに限るものとする。ただし、

いずれの場合であっても、当財団の本業において、就業規則その他の遵守事項に違反す

ることがあってはならない。 

⑴ 投資行為により、継続的に収益を上げることを目的とする行為をすること 

⑵ 自ら出版をし、又は講演を行うこと 

⑶ 第三者からの不定期の依頼に基づき、特定の業務を請け負うこと 

⑷ 第三者からの依頼に基づき、継続的に業務を請け負うこと 

⑸ 自ら事業を営むこと 

⑹ 他の団体等に雇用され、その業務に従事すること 

２ 当財団の所定労働時間及び所定外労働時間における副業・兼業は、これを禁止する。

ただし、当財団の業務運営上、必要な場合はこの限りでない。 

 

（副業・兼業の制限） 

第４条 副業・兼業が次の各号のいずれかに該当する場合には、当財団は、これを禁止し、

又は制限することができる。 

⑴ 副業・兼業が就業時間中に行われる場合 

⑵ ⾧時間労働により本人又は第三者の生命や健康を害するおそれがある場合 

⑶ 副業・兼業により職務専念義務等に違反し、労務提供上の支障がある場合 

⑷ 企業秘密の漏えいのおそれがある場合 



⑸ 不正競争防止法による営業秘密の不正な使用又は開示を伴うおそれがある場合 

⑹ 同業他社の副業・兼業により当財団の利益を害する場合 

⑺ 副業・兼業の態様により当財団の社会的信用を失墜させる、又は信頼関係を破壊す

るおそれがある場合 

 

（副業・兼業の申請） 

第５条 副業・兼業を行うことを希望する職員は、あらかじめ「副業・兼業届」を、事務

局⾧を経由し当財団に提出しなければならない。 

２ 副業・兼業を行う職員（以下、副業・兼業職員という。）は、前項の内容に相違が生

じた場合には、速やかにその内容を届け出なければならない。 

３ 当財団は、適宜副業・兼業の実態についての調査・ヒアリング等を行うものとする。 

４ 副業・兼業職員は、副業・兼業を終了した場合には速やかに当財団に届け出なければ

ならない。 

 

（他の事業主に雇用される場合） 

第６条 副業・兼業が第３条第１項に該当する場合は、他の事業主の事業場における勤務

日、勤務日ごとの始業・終業時刻等を当財団に届け出なければならない。 

２ 前項の場合において、副業・兼業職員は、当財団が定める期間ごとに、他の事業主の

事業場における実労働時間等を、メール、勤怠管理システムその他の方法により、当財

団に報告しなければならない。 

３ 副業・兼業職員は、前項各号の趣旨をよく理解し、自ら副業・兼業を行う時間の把

握・管理及び健康状態の把握・管理を行わなければならない。 

 

（副業・兼業中の服務） 

第７条 副業・兼業の間も、当財団の就業規程に定める規定が適用される。 

 

（規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日より施行する。 



文書管理規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、事務局規程第１０条（規程外の対応）の規定に基づき、一般財団法

人ひだ財団（以下、当財団という。）における文書の取扱いを定め、事務を正確かつ効

率的に処理することを目的とする。 

   

（文書の定義） 

第２条 この規程において、文書とは図書類を除く業務上取扱うすべての文書（コンピュ

ーターファイル等を含む、以下同じ）であって、一定期間保存を要するものをいう。 

   

（事務処理の原則） 

第３条 当財団の事務は、原則として文書により処理するものとする。 

２ 文書によらないで処理した場合、必要に応じて直ちに文書を作成し、事後に支障のな

いようにしなければならない。 

 

（取扱いの原則） 

第４条 文書の取扱いは、責任を明らかにして正確かつ迅速に行うとともに、常に整理し、

その所在を明らかにしておかなければならない。 

２ コンピューターファイル等で作成した文書は、適切なファイル名を付して、当財団の

サーバーに保存しなければならない。 

 

（文書管理担当者） 

第５条 文書の受付、配布、回付または整理保存等を行わせるため、当財団内に文書管理

担当者を置く。 

２ 文書管理担当者は、事務局⾧が任免する。 

 

（決裁手続き） 

第６条 文書の起案は、事務局規程で定めるそれぞれの部局において行うものとする。 

２ 起案文書は、理事の職務権限規程（別表）理事の職務権限に定める決裁権者の決裁を

受けるものとする。 

３ 文書の起案者及び決裁者は、当該文書に押印して、責任の所在を明確にするものとす

る。 

４ 電磁的方法により文書の起案及び決裁を行う場合は、使用するコンピューターシステ

ム内で、起案者及び決裁者が特定できるようにするものとする。 

 

（整理及び保管） 



第７条 文書の整理保管は、原則として当該文書担当部署において行う。 

 

（保存期間） 

第８条 文書の保存期間は、別表１の文書保存期間基準表による。ただし、関係法規によ

り保存年限が定められている文書は、当該法規による。 

２ 前項の保存期間は、会計帳簿・証憑書類・税務申告書類については会計期間終了時、

契約書については契約期間終了時、その他の文書については作成時から起算する。 

 

（保存方法） 

第９条 一定の事務処理を終えた文書はすみやかに編綴するものする。編綴は会計年度ご

とに行うものとし、文書名・保存期間・保存の始期および終期・その他文書保存に必要

な事項を明記し、保存しなければならない。 

２ コンピューターファイル等の文書は、サーバー内に適切なフォルダー名と会計年度を

明記したフォルダーを作成し、会計年度ごとに保存しなければならない。 

 

（機密文書の保管） 

第１０条 機密事項の記載された文書は、指定された場所に保管し、施錠して保管してお

かなければならない。 

２ サーバー内に保存された、機密事項の記載されたコンピューターファイル等の文書は、

関係者以外がアクセスできないようパスワード等を付して保管しなければならない。 

 

（非常持出） 

第１１条 火災または天災等により滅失毀損した場合、事業運営上甚だしく支障をきたす

おそれがある文書は、専用の容器に入れ、「非常持出」の表示をする。 

 

（廃棄） 

第１２条 保存期間を経過した文書は廃棄する。ただし、事務局⾧が引続き保存する必要

があると認めたものはこの限りではない。 

２ 廃棄処分にした文書は、廃棄文書簿に文書名、廃棄年月日を記入しておかなければな

らない。 

 

（廃棄処分の方法） 

第１３条 廃棄処分を決定した文書は、当該文書の内容を考慮して、焼却、裁断などの処

分をする。  

 

（規程の改廃） 

第１４条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 



 

附 則   

この規程は、令和６年７月１日から施行する。  



別表１ 文書保存期間基準表  

保存期間 分類 文書の種類 根拠法令他 

永久 法人 公益法人認定書 

税額控除に係る証明書 

重要な承認、届出、報告書等に関する文書 

行政庁等による検査または命令に関する文

書 

定款、設立趣意書、規程等に関する文書 

重要な報告書 

 

財産契約 計算書類等（貸借対照表・正味財産増減計

算書、事業報告、監査報告、附属明細書） 

寄附金に係る情報 

効力の永続する契約に関する文書 

（一般法１０年） 

（会社法１０年） 

事業運営 事業計画書・収支予算書  

人事労務 重要な人事に関する文書 

職員との協定書 

 

１０年 法人 行政庁等からの重要な文書 

理事会・評議員会等の開催に関する文書 

理事会・評議員会等の議事録 

登記に関する文書専門員会等に関する文書 

会員の入退会、会費等の入金等に関する文

書 

役員名簿、役員の兼務に関する書類 

役員の就任、報酬等に関する文書 

伺書（永久とされる文書を除く） 

 

 

 

（一般法１０年） 

７年 財産契約 会計帳簿、会計伝票 

証憑書類 

満期又は解約となった契約に関する文書 

（経理規程７年） 

（経理規程７年） 

５年 事業運営 実施事業に関する企画書・報告書 

実施事業の資金提供者向け報告書 

助成事業の採択先からの報告書類・申請書 

  



人事労務 役職員の採用・退職・賞罰に関する文書 

職員名簿、履歴書、住民票記載事項証明 

雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等 

雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 

賃金台帳 

労働者名簿、採用・解雇・退職に関する書

類 

労災保険に関する書類 

労働保険の徴収・納付等の書類 

健康保険・厚生年金保険に関する書類 

雇用保険に関する書類 

  

  

（雇保規４年） 

（雇保規４年） 

（労基法３年） 

（労基法３年） 

（労災規３年） 

（徴収規３年） 

（健保規２年） 

（雇保規２年） 

１年 法人 業務遂行に必要なその他の軽微な文書 

住所・姓名変更届 

 

事業運営 助成事業の不採択先からの申請書  

人事労務 出勤簿、休暇・遅刻・欠勤・早退届け 

身分証明書 

 

  



役員等の報酬並びに費用に関する規程 

 
（目的及び意義） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）定款第１５条及び

第３２条の規定に基づき、理事、監事及び評議員（以下、役員等という。）の報酬等並

びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に

関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定に照らし、

妥当性と透明性の確保を図ることとする。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

⑴ 役員とは、理事及び監事をいい、評議員と併せて役員等という。 

⑵ 常勤役員とは、評議員会で選任された理事及び監事のうち、当財団を主たる勤務場

所とする者をいう。 

⑶ 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 

⑷ 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第１３号

で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労

金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。 

⑴ 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費（宿泊費を含む。）

及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第３条 当財団は、定款第３２条に基づき常勤役員及び非常勤役員の職務執行の対価とし

て報酬を支給することができる。 

２ 常勤役員には、評議員会において定める総額の範囲内において、別表に基づき定例役

員報酬を支給する。 

３ 役員等には、役員賞与を支給しない。 

４ 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第７条に規定する退職慰労金を支給す

ることができる。 

 

（定例報酬の額の決定） 

第４条 当財団の常勤役員の定例報酬月額は、別表のとおりとし、各々の役員の報酬月額

は俸給表のうちから、代表理事が理事会の承認を得て、決めるものとする。 

 

（定例報酬の支給） 



第５条 定例報酬の支給日、支給方法並びに定例報酬より控除する額等支給に関する詳細

は、別に定める職員を対象とする就業規則第６章に準ずる。 

 

（講師及び原稿執筆謝金） 

第６条 役員等が代表理事よりセミナー、研修会若しくはシンポジウムなどの会合におけ

る講師を委嘱されたとき又は原稿執筆を委嘱されたときは、別に定める役員等への講師

及び原稿執筆謝金の支払に関する規則に基づき講師謝金又は執筆謝金を支給することが

できる。 

 

（退職慰労金） 

第７条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡によ

り退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、 その法定相続人

に支払うものとする。 

２ 常勤役員に対する退職慰労金は、在職期間中の別表に基づき、各年度に支給された定

例役員報酬月額に相当する金額を累計し、その平均月額の金額に対し、在職期間の年数

を乗じて得た金額を上限として、代表理事が理事会の承認を得て決定する。 

 

（費用） 

第８条 当財団は、役員等がその職務の遂行に当たって負担した費用については、これを

請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前も

って支払うものとする。 

２ 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給し、その計算方法は就業規

則第６章に準ずる。 

 

（公表） 

第９条 当財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する

法律第２０条第１項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行うものとする。 

 

（補則） 

第１１条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定

めるものとする。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



（別表） 常勤役員俸給表（単位：円）   

号俸  月額    

  

号俸  月額    

  

号俸  月額  

１  

２  

３  

４  

５  

６  

７  

８  

９  

１０  

１００，０００  

１２０，０００  

１４０，０００  

１６０，０００  

１８０，０００  

２００，０００  

２２０，０００  

２４０，０００  

２６０，０００  

２８０，０００  

１１  

１２  

１３  

１４  

１５  

１６  

１７  

１８  

１９  

２０  

３００，０００  

３２０，０００  

３４０，０００  

３６０，０００  

３８０，０００  

４００，０００  

４２０，０００  

４４０，０００  

４６０，０００  

４８０，０００  

２１  

２２  

２３  

２４  

２５  

２６  

２７  

２８  

２９  

３０  

３１  

５００，０００  

５２０，０００  

５４０，０００  

５６０，０００  

５８０，０００  

６００，０００  

６２０，０００  

６６４，０００  

６６０，０００  

６８０，０００  

７００，０００  

 



役員等への講師及び原稿執筆謝金の支払に関する規則 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の理事、監事並び

に評議員（以下「役員等」という。）が講師及び原稿執筆に対して第三者から受領する謝

金に関する事項を定めることを目的とする。 

 

（当財団主催の講師謝金） 

第２条 役員等が、当財団の主催する講演会、セミナー、委員会又はこれに類する会合

（以下「講演会等」という。）の講師及び助言等を行う協力者（以下「講師等」という。）

を務めたときは、代表理事は以下に定める金額で講師謝金を支払うことができる。 

⑴ 当該役員が当財団の役職名以外の役職名で講師等を務めた場合 １回につき最大３

万円 

⑵ 当該役員が当財団の役職名で講師等を務めた場合 謝金は支払わない 

 

（共催の講師謝金） 

第３条 役員等が、当財団が他と共催する講演会等の講師等を務め、当財団が共催先から

講師派遣料を収受したときは、代表理事は以下に定める謝金を支払うことができる。 

⑴ 当該役員が当財団の役職名以外の役職名で講師等を務めた場合 収受した講師派遣

料の８０ % 

⑵ 当該役員が当財団の役職名で講師等を務めた場合 謝金は支払わない 

 

（その他の講演会の講師謝金） 

第４条 役員等が他の依頼による講演会等の講師を務め、依頼元から講師派遣料を収受し

たときは、代表理事は以下に定める謝金を支払うことができる。 

⑴ 当該役員が当財団の役職名以外の役職名で講師等を務めた場合 収受した講師派遣

料の８０ % 

⑵ 当該役員が当財団の役職名で講師等を務めた場合 謝金は支払わない 

 

（原稿執筆謝金） 

第５条 代表理事及び執行理事の職にある理事を除く役員等が、当財団の発行する月刊誌

又は書籍に執筆したときは、代表理事は以下に定める金額で執筆謝金を支払うことがで

きる。 

⑴ 当該役員が当財団の役職名以外の役職名で原稿を執筆した場合 第三者が執筆した

際に支払われる執筆謝金に相当する金額を上限とする金額 

⑵ 当該役員が当財団の役職名で原稿を執筆した場合 謝金は支払わない 

 



（支出方法） 

第７条 第２条から前条までの講師謝金及び原稿執筆謝金は、役員等が指定する金融機関

の口座に振り込む方法により支出する。ただし、口座への振り込みによることができな

い場合は他の方法により支出することができる。 

２ 講師謝金及び原稿執筆謝金の支出にあたって、法令の定めることに従って所得税の源

泉徴収を行ったうえで、その残額を支出する。 

 

（改廃） 

第８条 この規則の改正は、理事会の議決を経て行う。 

 

（補則） 

第９条 この規則の実施に関し必要な事項は、代表理事が理事会の承認を得て、別に定め

るものとする。 

 

附 則 

この規則は、令和６年７月１日より施行する。 



利益相反管理規程  
   

第１章 総則  

   

（目的）   

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、「当財団」という。）の倫理規程に基

づき、当財団の理事および監事（以下、「役員」という。）の利益相反を適切に管理し、

かつ、利益相反による不利益の防止を図ることを目的とする。  

  

（定義）   

第２条 この規程における利益相反とは、当財団の役員が次の各号に掲げる取引（以下、

利益相反取引という。）を行う場合とする。  

⑴ 自己又は第三者のためにする当財団の事業の部類に属する取引 

⑵ 自己又は第三者のためにする当財団との取引 

⑶ 自己が役員を務める企業、団体等（以下、兼業先という。）から一定額以上の金銭

若しくは便益の供与を得る、または一定額以上の物品、サービス等を購入する取引  

⑷ 当財団がその理事の債務を保証すること 

⑸ その他理事以外の者との間における当財団とその理事との利益が相反する取引  

  

第２章 兼業先の申告  

  

（役員就任時の申告） 

第３条 役員は、当財団の役員就任時に自己の兼業先の法人名および役職名について、事

務局⾧に書面で申告するものとする。 

２ 当財団の役員に再任された場合も、前項と同じ申告をするものとする。 

 

（申告内容の変更申告） 

第４条 役員は、当財団の役員就任後、新たに他の企業、団体等の役員に就任した場合、

新たな兼業先の法人名および役職名について、事務局⾧に書面で申告するものとする。 

２ 当財団の役員就任時または就任後、他の企業、団体等の役員を退任した場合も、前項

と同じ申告をするものとする。 

 

（申告後の対応） 

第５条 前条第２項の規定に基づく申告を受けた事務局⾧は、申告内容を精査した上で、

当財団との間での利益相反の状況を確認する。  

２ 事務局⾧は、前項の確認の結果、利益相反の状況があった場合、代表理事と協議の

上、すみやかに適正化のために必要な措置をとる。 



 

第３章 利益相反取引の承認および報告  

 

（利益相反取引の承認） 

第６条 役員が利益相反取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示

し、 理事会の承認を得なければならない。 

２ 前条の開示事実にかかる理事会での承認に際しては、当該利益相反取引をしようとす

る役員は、その決議に加わることができない。 

３ 当財団は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に利益相反に該当する事項に

ついて自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければなら

ない。 

 

（利益相反取引の報告） 

第７条 前条の利益相反取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に

報告しなければならない。 

 

第４章 利益相反管理態勢  

 

（理事会の責任） 

第８条 理事会は、利益相反管理の重要性を認識し、当財団の利益が不当に害されること

のないよう、利益相反管理体制を整備・確立するため、以下に掲げる事項について責任

を有する。 

⑴ 利益相反管理方針の制定、改廃に関すること 

⑵ 利益相反管理体制の整備に関すること 

 

（代表理事の責任） 

第９条 代表理事は、当財団の利益相反管理態勢の統括責任者として、この規程で定める

もののほか、次の各号に掲げる事項を実施する責任を有する。 

⑴ 利益相反のおそれのある取引の特定および管理方法に関すること 

⑵ 利益相反の状況があった場合の是正措置に関すること 

⑶ 利益相反管理に関する役職員の教育および啓発態勢の整備に関すること 

⑷ その他利益相反管理を適切に行うための必要な措置に関すること 

 

（事務局⾧の役割と責任） 

第１０条 事務局⾧は、当財団の利益相反管理態勢全般にかかる統括担当者として、この

規程で定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を実施する役割と責任を有する。  



⑴  利益相反のおそれのある取引の特定および利益相反管理を的確に実施するととも

に、その有効性について定期的に検証を行い、改善すること 

⑵ 利益相反の特定または管理に必要な情報を入手し集約すること  

⑶ 利益相反の状況があった場合に是正のための措置を講ずること  

⑷ 利益相反の特定およびその管理のために行った措置について記録し、作成日から５

年間保存すること  

⑸ 役職員に対して定期的な研修を実施し、利益相反管理について役職員の周知徹底を

図ること  

⑹ その他利益相反管理を適切に行うための必要な措置を実施すること 

 

（監事による内部監査） 

第１１条 監事は、利益相反管理にかかる人的構成および業務運営体制について、定期的

に検証を行うものとする。 

２ 監事は前項の検証の結果について、必要に応じて理事会または評議員会に報告するも

のとする。 

 

第５章 その他  

 

（規程の改廃）   

第１２条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則   

この規程は、令和６年７月１日から施行する。  



理事の職務権限規程 

 
第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の定款第２８条の

規定に基づき、理事の職務権限を定め、公益法人としての業務の適法、かつ効率的な執

行を図ることを目的とする。 

 

（法令等の順守） 

第２条 理事は、法令、定款及びこの法人が定める規範、規程等を順守し、誠実に職務を

遂行し、協力して、定款に定めるこの法人の目的の遂行に寄与しなければならない。   

 

第２章 理事の職務権限 

 

（理事） 

第３条 理事は、理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより、この法人の業務

の執行の決定に参画する。   

 

（代表理事） 

第４条 理事の代表者は、代表理事に就任する。  

 

（代表理事） 

第５条 代表理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。  

⑴ 代表理事として当財団を代表し、その業務を執行する。 

⑵ 理事会を招集し、議⾧としてこれを主宰する。 

⑶ 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告する。 

 

（副代表理事） 

第６条 副代表理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。  

⑴ 代表理事を補佐し、当財団の業務を執行する。 

⑵ 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告する。 

２ 副代表理事は、前項第１号に掲げる職務権限に加え、代表理事に事故あるとき又は欠

けたときは、代表理事の業務執行に係る職務を執行する。 

  



（専務理事） 

第７条 専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 

⑴ 代表理事が定める担当業務を分掌し、執行する。 

⑵ 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告する。 

２ 副代表理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によってそ

の職務を代行する。 

 

（常務理事） 

第８条 常務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 

⑴ 代表理事が定める担当業務を分掌し、執行する。 

⑵ 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告する。 

２ 副代表理事または専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した

順序によってその職務を代行する。 

 

（定款第２８条に定める業務を執行する理事） 

第９条 代表理事、副代表理事、専務理事、常務理事以外の業務を執行する理事の職務権

限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。 

⑴ 代表理事が定める担当業務を分掌し、執行する。 

⑵ 毎事業年度に４ヶ月を超える間隔で２回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に

報告する。 

２ 常務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によってその

職務を代行する。 

 

第３章 補則 

 

（細則） 

第１０条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、理事会の決議

により別に定めることができる。 

 

（改廃） 

第１１条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。  

 



（別表）理事の職務権限 

決裁事項 

項目 決裁権者  

 代表 

理事 

副 代

表 理

事 

専務 

理事 

常 務 理

事 及 び

そ の 他

理事 

事業計画及び予算の案作成に関すること  ○    

事業報告及び決算の案の作成に関すること  ○    

人事及び給与制度の立案に関すること  ○    

重要な使用人以外の者の任用に関すること  ○ ○ ○  

出張に関すること   ○ ○  

契約の締結  ○    

契約の金額の範囲内の支出   ○ ○  

法人の諸規程・諸規則・諸要項に基づく支出または

日常業務に必要な支出（旅費交通費等）  
  ○  

法人の諸規定・諸規則・諸要項に基づく支出または

日常業務に必要な支出以外の支出で、一件につき１

０万円以上の支出  

○ ○   

法人の諸規定・諸規則・諸要項に基づく支出または

日常業務に必要な支出以外の支出で、一件につき１

０万円未満の支出  

  ○  

冠基金の設置に関すること  ○    

テーマ別基金の設置に関すること  ○    

助成要項の作成と決定に関すること  ○ ○ ○  

助成金交付決定に関すること  ○    

助成金の交付に関することで、すでに助成金交付決

裁後の助成金交付（随時交付など）に関すること  
 ○ ○  

特に重要な事業の実施に関すること  ○    

その他の事業の実施に関すること   ○ ○ ○ 

職員の教育・研修に関すること   ○ ○  

渉外に関すること   ○ ○  

福利厚生に関すること   ○ ○  



当財団が行う寄付に関すること  ○ ○   

特に重要な寄付の受入に関すること  ○ ○   

訴訟に関すること  ○    

外部に対する文書発簡（特に重要なもの）  ○    

外部に対する文書発簡（特に重要なもの以外のも

の、または決裁後に随時発簡するもの）  
 ○ ○ ○ 

決裁権者が複数におよぶ決裁事項については、○印のいずれかの者の決裁による。 

  



理事会運営規則 
 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）の定款第４５条に

基づき、当財団の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を

図ることを目的とする。 

 

（理事会の種類） 

第２条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。 

２ 通常理事会は、毎年定期に、年２回開催する。 

３ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

⑴ 代表理事が必要と認めたとき。 

⑵ 代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に

招集の請求があったとき。 

⑶ 前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事会の日と

する理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 

⑷ 監事が必要と認めて代表理事に招集の請求があったとき。 

⑸ 前号の請求があった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以内の日を

理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が

招集したとき。 

 

（理事会の構成）  

第３条 理事会は、すべての理事をもって組織する。 

 

第２章 理事会の招集 

 

（招集者） 

第４条 理事会は代表理事が招集する。ただし、第２条第３項第３号により理事が招集す

る場合及び同条第３項第５号により監事が招集する場合を除く。 

２ 代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、理事会は各理事が招集する。 

３ 第２条第３項第３号による場合は、理事が、同条第３項第５号による場合は、監事が

招集する。 

４ 代表理事は、第２条第３項第２号又は同条第３項第４号に該当する場合は、その請求

があった日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならな

い。 



５ 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。 

 

（招集通知） 

第５条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面を

もって、開催日の５日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。 

２ 代表理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁

的方法により通知を発出することができる。 

３ 前２項の規定に係らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経る

ことなく理事会を開催することができる。 

 

第３章 理事会の議事 

 

（理事会の議⾧） 

第６条 理事会の議⾧は、代表理事がこれに当たる。 

２ 前項にかかわらず、代表理事が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事会における

議⾧は、出席した理事のなかから互選された者がこれに当たる。  

 

（定足数） 

第７条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

 

（理事会の決議方法） 

第８条 理事会に付議された事項は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理

事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議⾧の裁決するとこ

ろによる。  

２ 理事及び監事の代理出席は認めない。また書面により議決権を行使することもできな

い。  

 

（決議の省略） 

第９条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提

案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすも

のとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 

２ 前項の電磁的記録とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社

団・一般財団法人法」という。）施行規則第８９条に定めるものとする。 

 

（報告の省略） 



第１０条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し

た場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。 

２ 前項の規定は、第２０条第１項の規定による報告には適用しない。 

 

（監事の出席） 

第１１条 監事は、理事会に出席し、意見を述べなければならない。 

 

（関係者の出席） 

第１２条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意

見を徴することができる。 

 

（議事録） 

第１３条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって（別表）

議事録記載事項に記載された事項を内容とする議事録を作成し、出席した代表理事及び

監事は、これに記名押印しなければならない。 

２ 代表理事の選定を行う理事会については、出席した理事及び監事全員が記名押印する。 

３ 理事会の決議の省略があった場合及び理事会への報告の省略があった場合は、本条第

１項及び第２項にかかわらず、法令で定めるところによる。 

４ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に１０年間備え置かなければな

らない。 

 

（議事録の配布） 

第１４条 議⾧は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、

議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。 

 

第４章 理事会の権限 

 

（権限） 

第１５条 理事会は、当財団の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに

代表理事並びに業務執行理事の選定及び解職を行う。 

 

（決議事項） 

第１６条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。 

⑴ 法令に定める事項 

ア この法人の業務執行の決定 

イ 代表理事並びに業務執行理事の選定及び解職 

ウ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定 



エ 重要な財産の処分及び譲受 

オ 多額の借入 

カ 重要な使用人の選任・解任 

キ 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

ク 内部管理体制の整備 

ケ 定款第３３条に規定する理事の取引の承認 

コ 事業計画書及び収支予算書等の承認 

サ 事業報告及び計算書類等の承認 

シ その他法令に定める事項 

⑵ 定款に定める事項 

ア 規則の制定、変更及び廃止 

イ 代表理事、副代表理事、専務理事、常務理事の選定及び解職 

ウ 定款第３４条の責任の免除及び責任限定契約の締結 

エ その他定款に定める事項 

⑶ その他重要な業務執行に関する事項 

ア 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更 

イ 重要な事業その他の争訟の処理 

ウ その他理事会が必要と認める事項 

 

（理事の取引の承認） 

第１７条 理事が定款第 ３３ 条に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示し

て理事会の承認を得るものとする。  

⑴ 取引をする理由 

⑵ 取引の内容 

⑶ 取引の相手方・金額・時期・場所 

⑷ 取引が正当であるあることを示す参考資料 

⑸ その他必要事項  

２ 前項に示した事項について変更する場合は、事前に理事会の承認を得るものとする。  

３ 第１項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなけ

ればならない。  

 

（責任の免除） 

第１８条 理事会は、定款第３４条に基づき、役員の一般社団･財団法人法第１９８条に

おいて準用する一般社団･財団法人法第１１１条第１項の賠償責任について、法令に定

める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して

得た額を限度として、免除することができる。 



２ 前項の規定に基づき、理事の責任免除に関する議案を理事会に提出する場合には、監

事の同意を得なければならない。 

３ 第１項の規定に基づき、役員等の責任を免除する旨の決議を行ったときは、代表理事

は、遅滞なくその旨を、また一般社団･財団法人法第１９８条において準用する第１１

３条第２項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には１ヶ月以内

に異議を述べるべき旨を、評議員に通知しなければならない。  

４ 総評議員の議決権の１０分の１以上の議決権を有する評議員が１ヶ月以内に意義を述

べたときは、理事会は第１項の規定に基づく免除をすることができない。  

 

（責任限定契約） 

第１９条 理事会は、外部役員（外部理事、外部監事（当財団の監事であって、過去に当

財団又はその子法人の理事又は使用人となったことがないものをいう。）をいう。）との

間で、一般社団･財団法人法第１９８条において準用する第１１１条第１項の賠償責任

について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結する

ことができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金 １０ 万円以上で予め

定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。 

 

（報告事項） 

第２０条 代表理事並びに業務執行理事は、毎事業年度ごとに４ヶ月を超える間隔で２回

以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。  

２ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、

これを理事会に報告しなければならない。  

３ 理事が第１７条に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を遅滞なく、理

事会に報告しなければならない。  

 

第５章 事務局 

 

（事務局） 

第２１条 理事会の事務局には、事務局⾧が当たる。  

 

第６章 雑則 

 

（改廃） 

第２２条 この規則の改廃は理事会の決議による。 

 

附 則  



この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



（別表） 

議事録記載事項 

 

Ⅰ 通常の理事会 

１ 理事会が開催された日時及び場所 

２ 理事会が次に掲げる招集によるときは、その旨 

ア 定款第３８条第２項第２号の規定による代表理事以外の理事の請求を受けた招集 

イ 定款第３８条第２項第３号の規定による代表理事以外の請求をした理事の招集 

ウ 定款第３８条第２項第４号の規定による監事の請求を受けた招集 

エ 定款第３８条第２項第５号の規定による監事の招集 

３ 理事会の議事の経過の要領及びその結果 

４ 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その理事の

氏名 

５ 次の規定により理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又

は発言の内容の概要 

イ 定款第３３条第２項の規定による理事の報告 

ロ 監事監査規程に定められた、理事会に対する監事の報告及び意見  

６ 定款第４０条の規定による議⾧の氏名 

Ⅱ 定款第４２条のみなし理事会 

１ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

２ 上記１の事項を提案した理事の氏名 

３ 理事会の決議があったものとみなされた日 

４ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 

５ その他法務省令で定める事項 

Ⅲ 定款第４３条の報告省略理事会 

１ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 

２ 理事会への報告を要しないものとされた日 

３ 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名 



  

 

旅費規程 
 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）が行う事業として代

表理事が命じた者が、出席する各種会議及び対応する業務のために要した旅費及び日当

（以下、旅費という。）を当財団が支給する場合に適用する。 

 

（旅費の区分） 

第２条 次に定める旅費を支給する。 

⑴ 交通費 

⑵ 宿泊料 

⑶ 駐車場代 

⑷ 日当 

 

（旅費の計算） 

第３条 旅費はすべて順路によって支給する。ただし、天災その他特別の事情により、や

むを得ないときは実際の経路により支給する。 

２ 旅費の支払いは原則帰着後とする。 

３ 旅費については、別表１の定めにより請求できる。ただし、日当については勤務する

事務所から片道８０㎞未満は支払わない。 

 

（自家用車の使用） 

第４条 業務の事情により移動・運送手段として使用する自家用車は、別紙定める「自家

用車両規程」に則った車両を使用するものとする。 

２ 交通法規を遵守し、常に安全運転に細心の注意を払わなければならない。 

 

（旅費の申請） 

第５条 旅費を申請するときは、あらかじめ所定の「旅費申請及び予定表」にそれぞれ必

要事項を記入のうえ、代表理事あてに提出し承認を得なければならない。 

 

（旅費の仮払）  

第７条 出張者が前条の承認を得て代表理事が特に認めたときは、出張に要する費用の全

額の仮払いをうけることができる。 

 

（出張報告書）  

第８条 出張者は出張終了後、所定の「出張報告書」を作成のうえ、７日以内に代表理事

あてに報告しなければならない。 



  

 

 

（旅費の精算） 

第９条 出張者は出張終了後、すみやかに所定の「旅費精算書」を作成して、代表理事に

提出し承認を受けたうえ、原則７日以内に旅費の精算をしなければならない。 

２ 実費の支給を受けるときは、その支出を証明するため前項の精算書に領収証書など証

憑となる書面を添付しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないと

きは、「支払報告書」を提出することを要する。 

 

（出張中の経費） 

第１０条 出張中の経費については業務上発生したものと認められるものについて実費支

払う。 

 

（その他） 

第１１条 この規程により難い特殊事情のある場合には、規程の旅費額を増減し、または

これを支給しないことがある。その他規定にない事柄については、その都度協議決定す

る。 

 

附 則 

この規程は令和６年７月１日より施行する。 



  

 

別表１ 

 

別表２（甲地・乙地の一覧表） 

甲地 東京都 

乙地 東京都以外 

 

区分 計算方法 

交通費 

自家用車 
３０円／㎞ 

高速道路使用時は高速代を実費支払うものとする。 

ＪＲ・私鉄・バス  普通乗車券・特急、急行券の実費 

飛行機 エコノミークラスの実費 

船舶 特別２等の実費 

タクシー代 実費 

宿泊費 宿泊費 
実費。ただし、甲地は１万５千円以内、乙地は１万

２千円以内とする。 

駐車場代 駐車場代 実費 

日当 日当  

２，０００円／日 

なお、日当には、慰労・荷物を預けるロッカー代等

の諸雑費の補填が含まれる。 



倫理規程 
 

<前文> 

 

一般財団法人ひだ財団（以下、当財団という。）は、社会の課題解決や地域の活性化など

の公益活動を支援したい人々と、公益活動を推進する団体等の双方の想いを具現し、必要

な資源の仲介を行い、社会を構成するすべての主体が公益を支える仕組みを構築すること

により、持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的としており、民間の

公益活動を支援する立場において、その公益性の担い手として、重要な役割を期待されて

いる。 

このような認識のもと、当財団は、厳正な倫理に則り、公正かつ適正な事業活動を行う

ための自主ルールとして、以下の倫理規程を制定し、それを遵守するものとした。 

当財団のすべての役職員は、その社会的使命と役割を自覚し、この規程の理念が具体的

行動と意思決定に活かされるよう不断の努力と自己規律に努めなければならない。 

 
 

<本文> 

 

（組織の使命及び社会的責任） 

第１条 当財団は、人権、多様性、異なる価値観を尊重し、当財団と関係を持つ全ての

人々に対し、いかなる場合においても敬意をもって接するものとする。 

２ 当財団に所属するすべての評議員、理事、監事、及び正職員・契約職員・パートタイ

ム職員・ボランティアスタッフを含むすべての職員（以下、役職員という。）は以下のこ

とに留意して行動しなければならない。 

⑴ 国籍、人種、民族、性別、年齢、宗教、信条、社会的身分、性的指向、性同一性、

障がいの有無等を理由とする、一切の差別やハラスメント（いやがらせ）を行わない

ものとする。 

⑵ 当財団は、平等な雇用機会を提供するとともに、当財団の役員及び職員等に対し、

最大限の能力を発揮できる健全な職場環境、並びに個々の状況に即した働きやすい環

境を構築するものとする。 

 

（社会的信用の維持） 

第２条 当財団は、常に公正かつ誠実に事業運営に当たり、社会的信用の維持・向上に努

めなければならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 業務の執行にあたっては、公正、公平を旨とし、公益の増進に資する質の高い価値

を創出することに努める。 



⑵ 当財団のインターネット上の公式アカウントからの情報発信はもとより、個人で開

設しているアカウントも含めて、個人又は団体を中傷、誹謗する内容の情報発信、職

務の公正性又は中立性に疑義を生じさせるおそれのある内容の情報発信、その他当財

団の信用を傷つけ、又は全体の不名誉となる内容の情報発信を行わない。 

 

（法令等の遵守） 

第３条 当財団は、関連法令及び当財団の定款、倫理規程その他の規程・内規を厳格に遵

守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 業務時間内はもとより業務時間外においても、公益の増進を図る財団の役職員であ

ることを自覚し、社会的規範や各種法令の遵守、並びに各種事故防止に努める。 

⑵ 法令違反、倫理規程違反、その他社会的規範に悖る行為を発見した場合は、遅滞な

く上司、或いは事務局⾧に報告する。 

 

（私的利益の禁止） 

第４条 当財団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地

位を私的な利益の追求に利用することがあってはならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 支援候補組織、並びに支援先組織からの、私的な利益供与を禁ずると共に、誤解の

生じるような行為を避ける。 

⑵ 職務や地位を利用して特定の支援候補組織、並びに支援先組織に有利な取り計らい

をするような行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。 

 

（兼職先組織への利益の禁止） 

第５条 当財団の役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、当財団の理事

会の承諾なしに、当財団以外に役員を務める組織への当財団からの利益の追求があって

はならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 役職員は、有償・無償を問わず、他の組織との兼職状況について虚偽なく申告する

と共に、新たな職務に就任した際、或いは退任した際には、速やかに代表理事へ報告

をする。 

⑵ 非営利、一般事業者の区分を問わず、役職員が役員を務める組織への資金供与、並

びにその他特定の便益の供与に際しては、公正、公平の立場で行動し、その組織に対

して特別の便宜を図る行為、またはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。 

 

（利益相反の防止及び開示） 



第６条 当財団の役職員は、その職務の執行に際し、この法人との利益相反が生じる可能

性がある場合は、直ちにその事実の開示その他当財団が定める所定の手続に従わなけれ

ばならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 支援先の選定にあたっては、公正、公平を旨とし、自ら関与している組織の調査・

選考には加わらない。 

⑵ 役員と職員、または職員同士が談合して、当財団の運営を私的に利用する行為、ま

たはそのような誤解を生じさせるような行為を避ける。 

 

（ハラスメントの禁止等） 

第７条 当財団の役職員は、互いに個人としての人格を尊重するとともに、自己啓発に努

め、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護

に関するハラスメントその他のハラスメント（以下、ハラスメントという。）を行っては

ならない。 

２ 当財団の役職員は、ハラスメントの防止に協力する責務を負う。 

 

（情報開示及び説明責任） 

第８条 当財団は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、

財務資料等を積極的に開示し、基金拠出者、会員、寄附者をはじめとして社会の理解と

信頼の向上に努めなければならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 各事業の実施計画を策定する際には、資金拠出者への報告はもとより、 ニュースレ

ター、ウェブ等を通じて、適時必要な情報を発信する。 

⑵ 関連法規に則り、事業計画書、事業報告書を適時に公開する。 

 

（情報の保護・管理） 

第９条 当財団は、業務上知り得た組織運営上の各種情報、並びに個人的な情報の保護に

万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 職務上知り得た情報の一切について、書類の管理、電子情報の管理（貸与している

パソコン等の管理を含む）、その他すべての情報管理に留意し、電子機器の盗難や紛失、

並びに他者・他組織へのデータの送信、外部への供与、情報の漏えいを行わない。 

⑵ 職務上知り得た個人情報については、その利用目的のみに使用し、当事者の同意な

しに第三者への情報提供を行わない。 

 

（研鑽） 



第１０条 当財団の役職員は、公益事業活動の能力向上のため、絶えず自己研鑽に努めな

ければならない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 公益事業を実施しているという社会的使命の他、寄付金等の資金によって運営され

ていることを旨として、新聞やニュース、書籍等の一般的な情報源からの情報収集の

他、講演会等のイベントや、研修への参加等を通じて、自己研鑽に努める。 

⑵ 社会人としての基本的なマナーや道徳観を身につけ、他者の価値観を受け人れ、尊

重し、常に自らの人格を磨く努力をする。 

 

（反社会的勢力・団体との断絶） 

第１１条 当財団は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して

は断固たる行動をとるものとし、一切の関係を断絶する。また、反社会的勢力・団体の

活動を助⾧するような行為は一切行わない。 

２ 当財団の役職員は以下のことに留意して行動しなければならない。 

⑴ 反社会的勢力・団体とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢

カ・団体による不当要求は明確に拒絶する。また、反社会的勢力・団体による不当要

求が、事業活動上の不祥事や職員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺ

いするための裏取引を絶対に行わない。 

⑵ 助成事業への申請者に対しては、反社会的勢力・団体との関係がないことを申請時

に文書で確認する。当財団への資金拠出者に対しては、反社会的勢力・団体からの資

金が流入していないことを確認した上で、資金の提供を受ける。 

 

（規程遵守の確保） 

第１２条 当財団は、必要あるときは、理事会の決議に基づき委員会を設置し、この規程

の遵守状況を監督し、その実効性を確保する。 

 

（改廃） 

第１３条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

附 則 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 



 

 

公益財団法人長野県みらい基金定款 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 この法人は、公益財団法人長野県みらい基金と称する。 

（事務所） 

第 2 条 この法人は、主たる事務所を長野県長野市に置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 この法人は、社会の課題解決や地域の活性化などの公益活動を支援した

い人々と、公益活動を推進する団体等の双方の想いを具現し、資源の仲介を行

い、社会を構成するすべての主体が公益を支える仕組みを構築することにより、

持続可能で豊かな地域社会の創造と発展に資することを目的とする。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）公益の増進に資する事業に対する支援に必要な資金等の資源を募り、確保

する事業 

（２）公益の増進に資する事業に対する資金貸付、債務保証、助成、顕彰等を行

う事業 

（３）公益の増進に資する不動産等の資源を活用する事業 

（４）前２号に掲げる事業のほか、公益の増進に資する事業に対し、その経営に

必要な資源を提供する事業 

（５）公益の増進に資する事業に対するコンサルティング、並びに講座、セミナ

ーの開催事業 

（６）公益の増進に資する事業に係る調査研究、情報収集及び情報発信に関する

事業 

（７）公益の増進に資する事業に関係した普及・啓発物品、寄附金付物品及び出

版物等の販売 

（８）前各号に掲げる事業のほか、社会を構成する多様な主体が公益活動を支え、

担う仕組みの検討及び実施に係る事業 

（９）その他前条の目的を達成するために必要な事業 



 

 

（機関の設置） 

第５条 この法人は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事を置く。 

 

第３章 財産及び会計 

 

（財産の拠出） 

第６条 設立者は、現金 300 万円を、この法人の設立に際して拠出する。 

（基本財産） 

第７条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、前条の規

定により拠出した財産を、この法人の基本財産とする。 

２ 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって

管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産

から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。 

（事業年度） 

第８条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月 31 日に終わる。 

（事業計画及び収支予算） 

第９条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを

記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、

理事会の決議を経なければならない。 

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間

備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

（事業報告及び決算） 

第 10 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後３箇月以内

に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定

時評議員会に提出し、第１号の書類についてはその内容を報告し、第３号、第

４号及び第６号の書類については承認を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）事業報告の附属明細書 

（３）貸借対照表 

（４）正味財産増減計算書 

（５）貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 

（６）財産目録 

２ 第１項の規定により報告又は承認された書類の他、次の書類を主たる事務所

に５年間備え置き、個人の住所に関する記載を除き一般の閲覧に供するものと

する。 

（１）監査報告 



 

 

（２）理事及び監事並びに評議員の名簿 

（３）理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類 

（４）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要な

ものを記載した書類 

３ 定款については、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。 

４ 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。 

（公益目的取得財産残額の算定） 

第 11 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規

則第 48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的

取得財産額を算定し、前条第２項第４号の書類に記載するものとする。 

 

第４章 評議員 

 

（評議員） 

第 12 条 この法人に、評議員５名以上 20 名以内を置く。 

（評議員の選任及び解任） 

第 13 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

（以下「一般法人法」という。）第 179 条から第 195 条までの規定に従い、評議

員会の決議によって行う。 

２ 評議員を選任する場合は、次の各号の要件をいずれも満たさなければならな

い。 

（１）各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総

数の３分の１を超えないものであること。 

イ 当該評議員及び配偶者又は３親等以内の親族 

ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者 

ハ 当該評議員の使用人 

ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他

財産によって生計を維持している者 

ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者 

ヘ ロからニまでに掲げる者の３親等内の親族であって、これらの者と生計を

一にする者 

（２）他の同一の団体（公益法人を除く。）の次のイからニに該当する評議員の

合計数が評議員の総数の３分の１を超えないものであること。 

イ 理事 

ロ 使用人 



 

 

ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員（法人でない団体で代表者又は管理

人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。）又は業務を執行す

る社員である者 

ニ 次に掲げる団体においてその職員（国会議員及び地方公共団体の議会の議

員を除く。）である者 

① 国の機関 

② 地方公共団体 

③ 独立行政法人通則法第２条第 1 項に規定する独立行政法人 

④ 国立大学法人法第２条第 1 項に規定する国立大学法人又は同条第３項に

規定する大学共同利用機関法人 

⑤ 地方独立行政法人法第２条第 1 項に規定する地方独立行政法人 

⑥ 特殊法人（特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人で

あって、総務省設置法第４条第１項第９号の規定の適用を受けるものをい

う。）又は認可法人（特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し

行政官庁の認可を要する法人をいう。） 

３ 評議員はこの法人又はその子法人の理事、監事又は使用人を兼ねることがで

きない。 

（任期） 

第 14 条 評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退

任した評議員の任期の満了する時までとする。 

３ 評議員は、第 12 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任

により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員として

の権利義務を有する。 

（報酬等） 

第 15 条 評議員は無報酬とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、評議員には費用を弁償することができる。 

 

第５章 評議員会 

 

（構成） 

第 16 条 評議員会はすべての評議員をもって構成する。 

（権限） 

第 17 条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。 

（１）評議員、理事及び監事の選任及び解任 



 

 

（２）貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認 

（３）定款の変更 

（４）事業の全部又は一部の譲渡 

（５）残余財産の帰属先の決定 

（６）基本財産の処分又は除外の承認 

（７）役員の報酬等並びに費用に関する規程の制定、変更及び廃止に関する事項  

（８）その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項 

（開催） 

第 18 条 定時評議員会は、毎事業年度終了後３箇月以内に開催する。 

２ 臨時評議員会は、必要があるときは、いつでも開催することができる。 

（招集） 

第 19 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ

き理事長が招集する。 

２ 評議員は理事長に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し

て、評議員会の招集を請求することができる。 

３ 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなけれ

ばならない。 

（招集の通知） 

第 20 条 理事長は、評議員会の開催日の７日前までに、評議員に対して、会議の

日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により通知を発し

なければならない。 

２ 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ること

なく、評議員会を開催することができる。 

（議長） 

第 21 条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出す

る。 

（決議） 

第 22 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く

評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有す

る評議員を除く評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければなら

ない。 

（１）監事の解任 

（２）定款の変更 

（３）基本財産の処分又は除外の承認 

（４）その他法令で定めた事項 



 

 

３ 評議員、理事又は監事を選任する決議に際しては、候補者ごとに第１項の決

議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第 12 条

及び第 26 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛同を得た候補者の中か

ら得票数の多い順に定数に達するまでの者を選任することとする。 

（決議の省略） 

第 23 条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提

案につき評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の

全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可

決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その

手続を第 19 条第１項の理事会において定めるものとし、第 21 条及び前条の規

定は適用しない。 

（議事録） 

第 24 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成す

る。 

２ 前項の議事録には、議長及びその評議員会において選任された議事録署名人

２名以上が、記名押印又は電子署名する。ただし、評議員会の決議の省略があ

った場合及び評議員会への報告の省略があった場合はこの限りではなく、法令

で定めるところによる。 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かなけ

ればならない。 

（評議員会規則） 

第 25 条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるものの

ほか、評議員会において定める評議員会規則による。 

 

第６章 役員 

 

（役員） 

第 26 条 この法人に次の役員を置く。 

（１）理事５名以上 15 名以内 

（２）監事４名以内 

２ 理事のうち、１名を理事長とし、１名を副理事長とするほか、１名以上を専

務理事、１名以上を常務理事とすることができる。 

３ 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長、専務理事及

び常務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする。 

（役員の選任） 

第 27 条 理事及び監事は、評議員会において選任する。 



 

 

２ 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において選定する。 

３ 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができ

ない。 

４ 理事のうち、理事のいずれか１名とその配偶者又は３親等内の親族その他特

別の関係にあるものの合計数は、理事総数の３分の１を超えてはならない。監

事についても、同様とする。 

５ 他の同一の団体（公益法人を除く。）の理事又は使用人である者その他これ

に準ずる相互に密接な関係にある者として法令で定める者である理事の合計数

は、理事の総数の３分の１を超えてはならない。監事についても、同様とする。 

（理事の職務権限） 

第 28 条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、職務を執行

する。 

２ 理事長は、この法人を代表し、この法人の業務を執行する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に

事故があるとき、又は理事長が欠けた時は、理事長の業務執行に係る職務を代

行する。 

４ 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。ま

た、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けた

ときは、理事長の業務執行に係る職務を代行する。 

５ 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あると

き、又は欠けたときは、理事会があらかじめ決定した順序によって、その職務

を代行する。 

６ 理事長、副理事長、専務理事、常務理事は、毎事業年度に４箇月を超える間

隔で２回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。 

（監事の職務及び権限） 

第 29 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査

報告を作成する。 

２ 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の

業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

（役員の任期） 

第 30 条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに

関する定時評議員会の終結の時までとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す

る定時評議員会の終結の時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠と

して選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。 



 

 

４ 理事又は監事については、再任を妨げない。 

５ 理事又は監事は、第 26 条に定める定数に足りなくなるとき又は欠けたときは、

辞任又は任期満了により退任した後においても、それぞれ新たに選任された理

事又は監事が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第 31 条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任するこ

とができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議

員の３分の２以上に当たる多数の決議に基づいて行われなければならない。 

（１）職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 

（２）心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 

（役員の報酬等） 

第 32 条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、評議員

会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定し

た額を報酬等として支給することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事には費用を弁償することができる。 

（取引の制限） 

第 33 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な

事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 

（１）自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 

（２）自己又は第三者のためにするこの法人との取引 

（３）この法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間に

おけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 

２ 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告

しなければならない。 

（責任の免除） 

第 34 条 この法人は、役員の一般法人法第 198 条において準用する同法第 111 条

第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の

決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額

を限度として、免除することができる。 

（顧問） 

第 35 条 この法人に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。 

３ 顧問は、この法人への助言や協力を行い、理事長に対し、意見を述べること

ができる。 

４ 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償す

ることができる。 



 

 

 

第７章 理事会 

 

（構成） 

第 36 条 この法人に理事会を設置する。 

２ 理事会は、すべての理事で組織する。 

（権限） 

第 37 条 理事会は、次の職務を行う。 

（１）業務執行の決定 

（２）理事の職務の執行の監督 

（３）理事長及び業務執行理事の選定及び解職 

（４）評議員会の日時及び場所並びに目的である事項の決定 

（５）規則（第 25 条に規定する評議員会規則を除く。）の制定、変更及び廃止に

関する事項 

２ 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任す

ることができない。 

（１）重要な財産の処分及び譲受け 

（２）多額の借財 

（３）重要な使用人の選任及び解任 

（４）従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止 

（５）内部管理体制の整備 

（６）第 34 条の責任の免除 

（開催） 

第 38 条 通常理事会は、毎年定期に、年２回開催する。 

２ 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）理事長が必要と認めたとき。 

（２）理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。 

（３）前号の請求があった日から５日以内に、その日から２週間以内の日を理事

会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事

が招集したとき。 

（４）監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。 

（５）前号の請求があった日から５日以内に、その請求のあった日から２週間以

内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請

求をした監事が招集したとき。 

（招集） 



 

 

第 39 条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第２項第３号により理事が

招集する場合及び同項第５号により監事が招集する場合を除く。 

２ 理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会は各理事が招集

する。 

３ 理事長は、前条第２項第２号又は第４号に該当する場合は、その請求があっ

た日から５日以内に、請求の日から２週間以内の日を理事会の日とする臨時理

事会を招集しなければならない。 

４ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書

面又は電磁的方法をもって、開催日の５日前までに、通知しなければならない。 

５ 前項の規定にかかわらず、理事及び監事全員の同意のあるときは、招集の手

続を経ることなく理事会を開催することができる。 

（議長） 

第 40 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故がある

とき又は理事長が欠けたときは出席した理事の中から議長を互選する。 

（決議） 

第 41 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事

の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

（決議の省略） 

第 42 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、

その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記

録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議

があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。 

２ 理事会の決議を省略したときは、決議があったものとみなされた事項の内容、

当該事項を提案した理事の氏名、決議があったものとみなされた日その他法務

省令で定める事項を議事録に記載又は記録しなければならない。 

（報告の省略） 

第 43 条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を

通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただ

し、第 28 条第６項の規定による報告については、この限りでない。 

（議事録） 

第 44 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成す

る。 

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長

の選定を行う理事会については、他の出席した理事も記名押印する。また、理

事会の決議の省略があった場合及び理事会への報告の省略があった場合はこの

限りではなく、法令で定めるところによる。 



 

 

３ 第１項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に 10 年間備え置かなけ

ればならない。第 42 条第２項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思

表示を記載した書面についても同様とする。 

（理事会運営規則） 

第 45 条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会

において定める理事会規則による。 

 

第８章 委員会 

 

（設置等） 

第 46 条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議に

より、委員会を設置することができる。 

２ 委員会の委員は、学識経験者等のうちから、理事会が選任する。 

３ 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に

定める。 

 

第９章 事務局 

 

（設置等） 

第 47 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。 

３ 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

（備付け帳簿及び書類） 

第 48 条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならな

い。 

（１）定款 

（２）評議員、理事、監事の名簿 

（３）認定、許可、認可等及び登記に関する書類 

（４）評議員会及び理事会の議事に関する書類 

（５）財産目録 

（６）役員の報酬規程 

（７）事業計画書及び収支予算書 

（８）事業報告書及び計算書類等 

（９）監査報告書 

（10）その他法令で定める帳簿及び書類 



 

 

２ 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めるところによる。 

 

第 10 章 賛助会員 

 

（賛助会員） 

第 49 条 この法人の目的及び事業に賛同し、積極的に経験、知識、技術等を活か

して社会参加活動をしようとする個人又はこの法人の発展を助成しようとする

法人、その他団体を賛助会員とする。 

２ 賛助会員に関して必要な事項は、理事会において別に定める賛助会員規程に

よる。 

 

第 11 章 情報公開及び個人情報の保護 

 

（情報公開） 

第 50 条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営

内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。 

２ 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規

程による。 

（個人情報の保護） 

第 51 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。 

２ 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

（法令の準拠） 

第 52 条 本定款に定めない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。 

 

第 12 章 定款の変更、合併及び解散 

 

（定款の変更） 

第 53 条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３

分の２以上の決議によって変更することができる。 

２ この法人の目的及び評議員の選任及び解任の方法についても同様とする。 

（合併等） 

第 54 条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の３

分の２以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は

事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。 

（解散） 

第 55 条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である



 

 

事業の成功の不能その他法令で定めた事由によって解散する。 

（公益認定の取消し等に伴う贈与） 

第 56 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が

消滅する場合（その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。）に

は、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当

該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から１箇月以内に、公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若し

くは地方公共団体に贈与するものとする。 

（残余財産の処分等） 

第 57 条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議に

より、この法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律第５条第 17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団

体に贈与するものとする。 

２ この法人は、剰余金の分配を行わない。 

 

第 13 章 公告の方法 

 

（公告） 

第 58 条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得

ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲

載する方法により行う。 

 

附 則 

１ この法人の評議員は、次のとおりとする。 

評議員    水本 正俊   三好 雅彦   吉江 宗雄 

 山浦 悦子   北川 哲男    

２ この法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。 

設立時理事  髙橋 潤    岡村 重信   根橋 美津人 

金枝 由香里  松岡 正幸  

設立時監事  村井 秀行 

３ この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第９条第１項の規定にかか

わらず、設立者の定めるところによる。 

４ この法人の設立当初の事業年度は、第８条の規定にかかわらず、設立の日か

ら平成 31 年 3 月 31 日までとする。 

５ 設立者の氏名及び住所は、次のとおりである。 

住所   



 

 

設立者 髙橋 潤 
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時系列で見る2023年度

8/22

9/12

10/28

3/28

スキマ研究会（全10回）

3/31

一般財団法人として
法人化

法人設立 記者会見
（一般向け情報解禁）

ソシャカン#01

高山市との連携協定締結

まちスポ
設立支援事業終了



法人設立

2022年度に飛騨コミュニティ財団設立準備会として集めた設立に向けた寄付金を
元に、2023年8月22日に一般財団法人を設立

2023年1月12日〜3月31日　設立に向けた寄付集め

2023年7月24日　定款認証

2023年8月22日　法人化

2023年9月12日　設立記者会見

3,635,053円

寄付金

1,017名

賛同人署名



スキマ研究会

地域のスキマとなる課題を明示した白書を用いた勉強会やタウンミーティング等を開催し、地域
のスキマを掘り下げると共に当財団と連携できるキーパーソンを発掘
全10回の開催。詳細は下記のとおり。　※2021,2022年度に計16回開催済み

No. 日付 テーマ

17 2023年04月10日 不登校、その先を考えるVol.3～高校入試について～

18 2023年05月28日 Let’s Talk About Gender

19 2023年06月29日 福祉×地域通貨#2 〜里山で価値を生み、里山で稼ごう！～

20 2023年09月23日 みんなの選択Vol.2 ～骨髄バンクについて～

21 2023年10月06日 Startup Jam Session in Hida

22 2023年11月15日 車椅子ユーザーのお出かけ事情

23 2023年12月23日 Hida U29 MeetUp

24 2024年01月25日 みんなの選択Vol.3 
～発達性ディスレクシア（読み書き障がい）との向き合い方～

25 2024年02月01日 みんなの選択Vol.4 ～乳がん検診について～

26 2024年02月22日 DISCOVER GERO



スキマ研究会

No.20 No.22

No.26No.23



ソシャカン #01

社会課題について市民とともに考える「ソーシャルカンファレンス」であり、

その略称と飛騨弁の「そしゃ」を掛けたネーミングにて馴染みやすいイベントを目指す

● 日　時：2023年10月28日
● テーマ：ソーシャルインパクト創出と地域経済循環を全国事例から学ぶ

● ゲスト：こゆ財団（宮崎県新富町）、えぞ財団（北海道）

● 参加者：33名（＋各財団の関係者）

● タイムライン

○ オープニング：趣旨説明

○ セッション①こゆ財団×ひだ財団

■ 地域商社・域内経済循環の促進について

○ セッション②えぞ財団×ひだ財団

■ 伴走支援とソーシャルインパクトの創出について

■ 飛騨における事例紹介（設立記念助成プログラム採択者の紹介）

■ 会場からの質疑応答

■ 交流会

ひだ財団が持つ、2つの役割（ソーシャルインパクトを生み出す資金助成と伴走支援の伴走者、地域の経済

循環を推進していく地域商社）を地域に浸透させてきた先進的な財団をゲストにお呼びし、紐解いていくこと

で、飛騨地域にとってひだ財団がどういう役割を担えるかを参加市民と深掘った。

▶2024年度は計2回（2024年10月、2025年3月）に開催する予定



ソシャカン #01

Facebook等の広報時に活用した印象的なサムネイル 設立記念助成プログラムの採択者からの事業紹介も実施

財団同士のディスカッションの様子 集合写真。多様な方々からご参加いただきました。



設立記念助成プログラム

No. 助成団体名 助成額 事業概要

1 TMBJ
（高山まち協防災士女子会）

10万円 高山市防災力向上プラン2023

2 一般社団法人もちもちびと 10万円
子どもの主体発揮を保障する自由な遊びの場「プ
レーパーク」の開設

「安心・安全に暮らせるコミュニティづくり」をテーマとした

総額30万円の基金を設立し、審査を通過した2団体へ助成。

【審査員　※書類審査と事務局の面談】

● NPO法人ぎふNPOセンター　野尻 智周 氏
● 飛騨コミュニティ財団設立準備会　溝際 清太郎 氏
● 一般財団法人世界遺産白川郷合掌造り保存財団　山田 雅彦 氏

※採択事業者数について※

募集枠は3枠で、枠以上に多くの相談もあった。しかしながら面談を行ったところエントリーに資する取り組みは上記2つのみであった

ため、2団体のみを審査し両者とも基準点を超えたため採択することとなった。



設立記念助成プログラム

一般社団法人もちもちびと

● 報告会 
○ 日時：2024年2月18日
○ 参加人数：14人

● 実践①子どもの主体発揮の機会を保証する

○ プレーパークの開催

○ 時期：2023年11月～2024年2月まで毎月1回（合計4回）

○ 場所：高山市神明町3-53　こどもの基地ねこのひげ

○ 来場者：述べ65名

● 実践②子どもの育つ環境について考える機会と、視野が広がる経験を提供する

○ 現在行われている「こどもの権利条例」の検討にあたって、高山市が市民に開かれ

た意見交換の場「こどもまんなか社会を考えるお話会」を開催し、プレーパークに遊

びに来る子育て世代以外の層も参加できる機会を毎月1回企画した。



TMBJ（高山まち協防災士女子会）

● 報告会

○ 日時：2024年3月10日
○ 参加人数：47人

● 実践①防災カフェ

○ 「防災わくわく広場」の開催

○ 日時：2024年3月2日(土) 10時～14時
○ 場所：駿河屋アスモ店2階 フリースペース及びキッチンスペース

○ 調査：オンライン意識調査アンケート R5.9.19-10 結果を活用

○ 内容：パッククッキング・防災食試食・防災力チェック・自宅チェック・卵から踏み体

験・防災備蓄展示・持ち物シールワーク・防災クイズ

○ 参加人数：来場者72名 スタッフ8名

● 実践②教材の開発

○ 防災備蓄(水・トイレ・地震診断等) 教材作成 シール教材 200 部作成→防災わくわ

く広場や啓発活動で配布

設立記念助成プログラム



能登半島地震 災害支援

同じコミュニティ財団である「ほくりくみらい基金」および「七尾未来基金準備会」を支援す

る形で3つの取組みを実施

1. 寄付型クラウドファンディングの実施

2. 団体の運営サポート

3. 復興イベントへの協力（※月刊BLESS主催イベント）



1. 寄付型クラウドファンディングの実施

2. 団体の運営サポート

3. 復興イベントへの協力（※月刊BLESS主催イベント）

能登半島地震 災害支援

カンダまちおこし会社（十六銀行系列）が持つローカルクラウドファンディングサイト「OCOS」と連携

し、震災直後の1月4日スタートで寄付型のクラウドファンディングを実施。

飛騨地域を中心に「224名」から「3,256,000円」の支援が集まり、全額を「公益財団法人ほくりくみら

い基金」へ寄付した。

https://www.oco-s.jp/project/ishikawa


1. 寄付型クラウドファンディングの実施

2. 団体の運営サポート

3. 復興イベントへの協力（※月刊BLESS主催イベント）

能登半島地震 災害支援

月刊BLESS主催で2024年4月7日に開催された復興イベント

「NOTOとHIDA」において、以下の内容で協力した。

● イベントの広報

● 当日の受付等のスタッフ

● ゲストの声掛け

● トークセッションのファシリテーター



行政との連携

2023年10月18日　キックオフセレモニー

2024年3月28日　連携協定締結

2024年4月1日　連携した取り組みのスタート

財団と市の間で定期的にミーティングを行い連携内容の調整

● 市民団体や助成金、社会課題などの 情報交換

● 情報発信の連携による地域内周知の強化

○ それぞれのフォロワーに、連携先の特徴や役割を周知させていく

● 職員派遣

○ 2024年4月から高山市役所の職員（ 30代男性）をひだ財団にて受け入れ

● 助成事業の委託

○ 若者活動支援補助事業

○ 市民活動支援補助事業

市民の皆さんが抱える課題や困りごとは多様、複雑あり、行政の手が行き届きにくい領域、行政

以外のものが効果的に担える領域も大きい。



広報｜財団からのSNS等での情報発信

HP instagramnote Facebook

HPのように利用が可能なサービス「 note」を発信の軸として各種助成事業の情報やイベントの告知、スキマ研究

会のレポートなどを行った。そこから instagramとFacebookにて拡散を行っている。Twitter（現X）は利用していな

い。

なお、HPについては休眠預金等の採択など予算を確保したタイミングで、アップデートを行う想定。

運用状況（2024年5月21日時点）

● HP：4/1の組織改編については更新済み

● note：22本の記事

○ 右図が当財団のメインページ

● Facebook：投稿 32＋イベントページ  10
● instagram：投稿 19＋ストーリーズ  55



広報｜メディア掲載実績

掲載日 媒体 内容

2024年3月20日 HitsFM 第23回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉設立記念助成プログラム

2024年3月12日 中日新聞 ひだ財団〈記事〉地域の防災力を高めよう

2024年3月11日 NHK ひだ財団設立記念助成プログラム〈ニュース〉高山市で飛騨地域の防災力向上について考える研修会

2024年3月6日 HitsFM 第22回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉Discover Gero
2024年2月21日 HitsFM 第21回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉乳がん検診

2024年2月12日 高山市民時報 ひだ財団〈記事〉若者の活動支援する補助金 活用した団体が意見を交換

2024年2月11日 中日新聞 ひだ財団〈記事〉＃たかやまユースプロジェクト 市役所で若者ら活動報告・共有 地域活性化できることは

2024年2月7日 HitsFM 第20回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉発達性ディスレクシア

2024年1月17日 HitsFM 第19回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉HidaU29MeetUp
2024年1月17日 中日新聞 〈コラム〉中日新聞を読んで　日本の寄付文化の夜明け

2024年1月17日 中日新聞 寄附の行方 見えるところへ 地震受け「ひだ財団」が協力

2024年1月7日 中日新聞 〈記事〉能登地震の支援金CFサイトで募集

2023年12月20日 HitsFM 第18回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉4月からの振り返り／U-29MeetUp
2023年12月6日 HitsFM 第17回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉車椅子ユーザーのお出かけ事情

2023年11月15日 HitsFM 第16回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉車椅子ユーザーのお出かけ事情

2023年11月1日 HitsFM 第15回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉ソシャカン01
2023年11月号 広報たかやま ひだ財団〈紹介〉ひだ財団との連携に向けたキックオフセレモニーを開催

2023年11月号 月刊SARUBOBO スキマ研究会〈紹介〉‘車椅子ユーザーの散策マップをつくりたい！’アイディア会議

2023年10月31日 中日新聞 ソシャカン〈紹介〉地域課題支援のあり方を探る

2023年10月20日 高山市民時報 市と「ひだ財団」が連携協定へ 地域課題に取り組む団体支援

2023年10月18日 HitsFM 第14回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉ソシャカン01
2023年10月4日 HitsFM 第13回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉Startup Jam Session in Hida
2023年10月号 月刊BLESS 地域のスキマを埋める挑戦を伴走する岐阜県初のコミュニティ財団が誕生！

2023年9月23日 岐阜新聞 善意集め地域の課題を解決

2023年9月20日 HitsFM 第12回スキマ研究放送局〈ラジオ番組〉ひだ財団設立

2023年9月13日 高山市民時報 地域課題に取り組む団体支援 地元有志が「ひだ財団」を発足

2023年9月13日 中日新聞 飛騨のスキマ埋める挑戦へ 地元NPOなど「ひだ財団」立ち上げ

2023年9月13日 岐阜新聞 市民の寄付を社会貢献活動に提供 先月設立助成先候補を募る

https://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20240311/3080013136.html?fbclid=IwAR3n2zcZxw8OUgUIeuNL899c35YEWezP5fyA3GIt8OZYVQHwMGb8DAAqNq0
https://www.chunichi.co.jp/article/852701
https://www.chunichi.co.jp/article/838723
https://www.chunichi.co.jp/article/834732
https://www.chunichi.co.jp/article/799291
https://bless39.com/bless202310/#page=67
https://www.chunichi.co.jp/article/768047


広報｜メディア掲載実績

掲載日 媒体 内容

2023年9月6日 HitsFM 第11回スキマ研究放送局 自殺自死

2023年8月16日 HitsFM 第10回スキマ研究放送局 森との関わり方～森林サービス産業～

2023年8月2日 HitsFM 第9回スキマ研究放送局 食物アレルギー

2023年7月19日 HitsFM 第8回スキマ研究放送局 ゲスト・飛騨高山ﾌｭｰﾁｬｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2023年7月12日 HitsFM 第7回スキマ研究放送局 参加者の声／福祉×地域通貨＃2
2023年6月14日 HitsFM 第6回スキマ研究放送局 ゲスト・活エネルギーアカデミー

2023年6月7日 HitsFM 第5回スキマ研究放送局 参加者の声／ジェンダー＃2
2023年6月号 広報たかやま スキマ研究会〈紹介〉高山エネルギーフォーラム

2023年5月17日 HitsFM 第4回スキマ研究放送局 過去開催紹介／ジェンダー＃1
2023年5月3日 HitsFM 第3回スキマ研究放送局 過去開催紹介／地域猫

2023年9月13日 岐阜新聞 市民の寄付を社会貢献活動に提供 先月設立助成先候補を募る

2023年9月6日 HitsFM 第11回スキマ研究放送局 自殺自死

2023年4月27日 中日新聞 フードバンク基金〈記事〉フードバンク飛騨高山へ寄付「まちスポ」窓口で集めた30万円

2023年4月21日 HitsFM 第2回スキマ研究放送局 参加者の声／不登校その先を考える＃3
2023年4月5日 高山市民時報 スキマ研究会不登校の中学生を考える

2023年4月5日 HitsFM 第1回スキマ研究放送局 スキマ研究会って何？

 中日新聞 2023.09.13 広報たかやま 令和5年12月号 市民時報 2024.02.12



決算

別途、決算資料を用いて説明



2024年度の事業計画【組織面】

実施内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

代表理事の交代 ★

まちスポからの独立 ★

高山市からの研修派遣の開始 ★

業務体制の整備

評議員会の開催 ★

理事会の開催 ★ ★ ★

運営会議の開催 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 　★

地域おこし協力隊の受入

公益法人化 要検討

理事の追加 要検討

申請 審査 募集活動 受入→活動開始

〈派遣者〉

高山市役所

小峠 篤弥さん



2024年度の事業計画【事業面】

事業内容 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

基金

　冠基金

　テーマ別プログラム 企画中

　事業指定プログラム ★ ★ ★ ★

行政連携

　高山市  市民活動団体支援

　高山市  若者活動支援

　飛騨市  20周年記念事業

　下呂市 検討中 　

　白川村 検討中

助成金

　休眠預金

イベント　

　スキマ研究会 ★ ★ ★ ★ ★

　ソシャカン ★ ★

募集

企業周り

公募→審査→助成→報告　※2月にフォーラムを想定

公募→審査→助成→報告

公募→審査→助成　※2月に報告会を想定

構想 申請→審査 助成事業実施

報告



2024年度の事業計画【事業面】｜進捗

行政連携事業

自治体 事業名 助成総額 事務管理費 申請済み 助成済み 備考

高山市

市民活動支援

900,000 全体助成額の10％
5件 0件 助成見込み額：628千円

追加募集実施予定

市民活動団体  設立支援 0件 0件 随時受付中

若者活動支援 2,200,000 全体助成額の10％ 8件 0件 助成見込み額：1,512千円
追加募集実施予定

飛騨市 20周年記念 10,000,000 1申請あたり50,000
（最大1,000,000） 11件 3件 交付決定額：4,125千円

随時受付中

・日程：2024年5月26日(日)
・場所：ウッドフォーラム飛騨  会議室

・概要：一般社団法人ひだ清見観光協会との協働開催

　　　　（先方イベント内にて）

・参加者：16名
・内容： 株式会社キタニジャパン  東さん（NPO法人Fin Juhl Art Museum Club）
をテーマ提供者としてお呼びし、北欧における森林や家具のあり方・生活との関

係性などを共有していただいた。その後、参加者のみなさんで自然や森、木製

品と生活について深堀るワークショップを実施。

スキマ研究会（第27回）

※2024年5月20日時点



決　算　報　告　書

第 1 期

自 令和05年08月22日

至 令和06年03月31日

一般財団法人ひだ財団



一般財団法人ひだ財団 (単位：円)

金額 金額

【流動資産】 3,392,469 【流動負債】 41,900

現金及び預金 3,292,469 未払法人税等 41,900

未収入金 100,000

【固定資産】 3,000,000

基本財産引当預金 3,000,000

【繰延資産】 141,186 負債の部合計 41,900

創立費 141,186

金額

【正味財産】 6,491,755

基本財産 3,000,000

一般正味財産 3,491,755

正味財産合計 6,491,755

資産の部合計 6,533,655 負債・正味財産の部合計 6,533,655

貸借対照表
令和06年03月31日 現在

科目 科目

科目

正味財産の部

負債の部資産の部



（単位：円）

損益計算書

自 令和05年08月22日

至 令和06年03月31日

一般財団法人ひだ財団

科目 金額

【売上高】

受取寄付金 6,759,675

受託報酬 33,000 6,792,675

【売上原価】

支払助成金 200,000

合計 200,000

売上総利益 6,592,675

【販売費及び一般管理費】 105,039

営業利益 6,487,636

【営業外収益】

受取利息 21

雑収入 46,000 46,021

【営業外費用】

経常利益 6,533,657

【特別利益】

【特別損失】

税引前当期純利益 6,533,657

法人税・住民税及び事業税 41,902

当期純利益 6,491,755



（単位：円）

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年08月22日

至 令和06年03月31日

一般財団法人ひだ財団

科目 金額

【販売費及び一般管理費】

研修費 16,500

広告宣伝費 41,360

接待交際費 19,680

支払手数料 2,978

雑費 24,521

販売費及び一般管理費合計 105,039



個別注記表

自 令和05年08月22日

至 令和06年03月31日

一般財団法人ひだ財団

１．この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」によって作成しています。

２．その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

　　(1)消費税等の会計処理

　　　 消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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